
滋賀県
平成２７年（２０１５年）４月

～新しい豊かさ創造･実感 滋賀プラン2015～



１ 滋賀県基本構想実施計画の位置づけ 
 ○ 滋賀県基本構想（平成 27年３月策定）では、本県においても、いよいよ本格的な人口減少社会を迎える中で、「夢や希望に満

ちた豊かさ実感・滋賀」の基本理念のもと、人口減少を見据えた豊かな滋賀づくりを進め、「長期ビジョン編」で描く平成 52年

（2040 年）頃の「５つの目指す姿」を実現していくために、これからの４年間で先駆的・重点的に取り組む政策を「重点政策編」

としてまとめています。 

   この「重点政策編」の施策を具体化し、着実に進めていくため、事業内容、事業目標、年次計画等を明らかにした４年間の実

施計画を滋賀県基本構想実施計画としてまとめました。 

 ○ 基本構想に掲げる将来の姿を実現するため、この実施計画のほか、県民に対する基本的なサービスとして継続的に実施してい

く施策などについては、各分野の部門別計画等を基本に、県民ニーズを踏まえながら効果的・弾力的に展開します。 
 

２ 構成 
 ○ 「５つの目指す姿」の実現に向け、基本構想に掲げる７つの重点政策の「目指す方向」「目標となる指標」を明記した上で、そ

の達成に向けて新たな展開を図る事業や、より効果的に推進する事業などを中心に構成しています。 
 ○ 各事業には、具体的な内容や目標、その年次計画等を掲げるとともに、お問合せ先となる事業担当課を記載しています。 

 

３ 計画期間 

 ○ 平成 27年度から 30年度を計画期間とします。 
 
４ 推進方策 
 ○ 県民の参画や多様な主体との対話・共感・協働の推進、市町との連携の強化、部局間連携による総合行政の推進などにより、

効果的に施策を展開します。 

 ○ 重点政策の「平成 30 年度(2018 年度)の目標とする指標」や実施計画の各事業の事業目標の進捗度、外部環境の変化等を毎年

度把握し、議会や基本構想審議会、県民に報告します。また、その結果をその後の施策展開に的確に反映することにより、目標

管理型行政運営の一層の推進を図ります。 
 ○ 本県を取り巻く情勢の変化や人口動態の違いなど地域の実情に応じて弾力的に施策を展開し、必要に応じて実施計画を見直し

ながら７つの重点政策をより効果的に推進します。 
 

５ その他 

 ○ まち・ひと・しごと創生にかかる事業については、平成 27年度に策定する(仮称)滋賀県人口ビジョン・総合戦略の内容を踏ま

えて、今後、実施計画との間で整理を行っていきます。 



 

各分野の部門別計画など 
基本構想に掲げる将来の姿を実現するため、県民に対する基本的なサービスなどについては、各分野の部門別計画等を基本に毎年度の施策を構築する中

で、県民ニーズを踏まえながら、効果的・弾力的に展開します。 

滋賀県基本構想の構成 

第 1章 長期ビジョン編 

第１ 時代の潮流と課題 
 
１ 本格的な人口減少社会の到来と少子高齢化の進行 
２ 価値観の多様化とつながりの希薄化 
３ 暮らしを取り巻く状況の変化 
４ 経済のグローバル化と本県の産業の動向 
５ エネルギーをめぐる社会情勢の変化 
６ 複雑化・多様化する環境問題 
７ 新たな広域ネットワークの形成による人やものの流れの変化 
８ 災害などへの不安を取り除く安全・安心な県土づくり 
９ 地方自治を取り巻く状況の変化 

第２ 滋賀の強み 
   
強みを活かし、誰もが豊かさを実感できる滋賀を実現する。 

 
１ ともに地域を支え合う多彩な人 

２ 未来を創造する技術やノウハウ 
３ 誇りを高める歴史・文化 
４ 滋賀の発展を支える地の利 

５ 恵みをもたらす豊かな自然 

第４ 行政経営方針 
   
基本構想の着実な推進を行財政面から下支えする。 

 
１ 開かれた県政の推進と多様な主体との協働・連携 

２ 地方分権のさらなる推進 
３ 質の高い行政サービスの提供 

第 2章 重点政策編 

 基本理念のもと、人口減少を見据えた豊かな滋賀づくりを進め、長期ビジョン編で描く
2040 年頃の「５つの目指す姿」を実現するため、これからの４年間で先駆的、重点的に
取り組む。 

１ 子どもの生きる力を育み、若者や女性が輝く社会の実現 

５ 豊かに実る美しい地域づくりと滋賀・びわ湖ブランドの発信 

４ 琵琶湖をはじめとするめぐみ豊かな環境といのちへの共感を育む社会の実現 

７ 人やものが行き交う活力ある県土づくりと安全・安心社会の実現 
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第３ 基本理念と５つの目指す姿 

１ 基本理念 

夢や希望に満ちた豊かさ実感・滋賀 
～みんなでつくろう！ 新しい豊かさ～ 

２ ５つの目指す姿 

１ 互いに支え合い、誰もが自らの能力を発揮し 
活躍する、夢や希望に満ちた滋賀      

２ 滋賀の力を伸ばし、活かす、 
  誇りと活力に満ちた滋賀  

３ 美しい琵琶湖を大切にする、 

  豊かな自然と共生する滋賀  

５ 将来への不安を安心に変え、 
  安全・安心に暮らせる滋賀  

先
駆
的
・
重
点
的
な
施
策
の
展
開 

県民に対する基本的な 
サービスの展開 

【ひと】

【地域の活力】

４ 暮らしと産業を支える基盤が整い、 
  人やものが行き交う元気な滋賀   

【県土】

【安全・安心】

実
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【自然・環境】

２ すべての人に居場所と出番があり、最期まで充実した人生を送れる社会の実現 

３ 滋賀の強みを活かし、新たな強みを生み出す滋賀発の産業の創造 

６ 「文化とスポーツの力」を活かした元気な滋賀の創造 

目標とする指標 ○ 平成 30年度の目標とする39指標を設定 



1-1 子どもを安心して生み育てるための切れ目のない支援 ・・・ 7ページ

1-2 子どもの「たくましく生きる力」を育む教育の推進 ・・・ 10ページ

1-3 若者や女性が働き、活躍できる社会づくり ・・・ 19ページ

1 子どもの生きる力を育み、若者や女性が輝く社会の実現（58事業）

2-1 高齢者や障害者をはじめ、誰もが働き、活躍できる社会づくり ・・・ 25ページ

2-2 健康寿命を伸ばすための予防を重視した健康づくりの推進 ・・・ 29ページ

2-3 地域を支える医療福祉・在宅看取りの推進 ・・・ 32ページ

2 すべての人に居場所と出番があり、最期まで充実した人生を送れる社会の実現（38事業）

3-1 滋賀の潜在資源を活かした地域産業の育成と海外展開支援 ・・・ 41ページ

3-2 これからの時代を切り拓くイノベーションの創出 ・・・ 47ページ

3-3 地域主導による「地産地消型」・「自立分散型」の新しいエネルギー社会づくり ・・・ 51ページ

3 滋賀の強みを活かし、新たな強みを生み出す滋賀発の産業の創造（36事業）

滋賀県基本構想実施計画の体系

全 316事業



5-1 滋賀の強みを活かした農林水産業振興と魅力ある農山漁村づくり ・・・ 77ページ

5-2 滋賀のブランド力向上と地産地消の推進 ・・・ 82ページ

5-3 「滋賀ならでは」の特色を活かした、魅力あふれる観光の創造 ・・・ 87ページ

5 豊かに実る美しい地域づくりと滋賀・びわ湖ブランドの発信（46事業）

6-1 東京オリンピック・パラリンピックで元気な滋賀づくり ・・・ 93ページ

6-2 地域を元気にする文化振興と「美の滋賀」づくり ・・・ 95ページ

6-3 県民が元気になるスポーツ振興と県民総参加による国体・全国障害者スポーツ大会の開催 ・・・ 100ページ

6 「文化とスポーツの力」を活かした元気な滋賀の創造（36事業）

7-1 交通ネットワークの充実と社会インフラの戦略的維持管理 ・・・ 107ページ

7-2 災害に強い県土づくりと自助・共助による地域防災力の向上 ・・・ 111ページ

7-3 犯罪の起きにくい社会づくりと事故のない交通環境の構築 ・・・ 118ページ

7 人やものが行き交う活力ある県土づくりと安全・安心社会の実現（47事業）

4-1 琵琶湖環境の再生と継承 ・・・ 55ページ

4-2 低炭素化など環境への負荷が少ない安全で快適な社会の実現 ・・・ 67ページ

4-3 環境の未来を拓く「人」・「地域」の創造 ・・・ 72ページ

4 琵琶湖をはじめとするめぐみ豊かな環境といのちへの共感を育む社会の実現（55事業）



関係部局：総合政策部、健康医療福祉部、商工観光労働部、農政水産部、教育委員会

【目指す方向】

【平成30年度（2018年度）の目標とする指標】

1 平成24年度

2

3 児童生徒の授業の理解度 平成26年度

4 平成26年度

5

6

7

小学校　75%
中学校　75%

小学校　0.42%
中学校　2.63%

高等学校　2.51%

小学校、中学校、高等学校
ともに全国平均以下

平成25年度全国平均：小学校0.37％、
中学校2.81％、高等学校1.88％

2,069件 5,400件

1歳半児　97％
3歳半児　95％

平日、学校の授業以外に、1日1時間以上勉強す
る児童生徒の割合

滋賀マザーズジョブステーションの相談件数

おうみ若者未来サポートセンターの就職者率

平成25年度

1歳半児　95.1%
　　3歳半児　92.7%

47,109人

小学校　58.3%
中学校　63.7%

乳幼児健康診査受診率

認定こども園等利用児童数

不登校児童生徒在籍率

55.4% 60%

小学校　国語　78.9%
算数　77.6%

中学校　国語　65.4%
数学　67.7%

小学校　国語　85%
算数　85%

中学校　国語　80%
数学　80%

52,614人

産科医・小児科医の不足や地域偏在の解消と周産期医療の充実を図るとともに、保育所や放課後児童クラブ等の量と質
の拡充、多様なニーズに対応する地域の子育て支援を充実し、すべての子育て家庭を支援します。また、児童虐待への
対応や発達障害などの障害を持った子どもへの支援体制整備を推進します。

1　子どもの生きる力を育み、若者や女性が輝く社会の実現

子どもの学力や体力をはじめとする一人ひとりの能力や個性を伸ばし、子どものたくましく生きる力を育みます。青少
年の健全育成と立ち直り支援を進めるとともに、いじめ・不登校や子どもの貧困の問題などについて、早期にきめ細か
な対応が取れるよう体制を充実します。

女性や若年者の就労・起業と、女性の指導的な立場や多様な分野での活躍を支援します。ライフステージに応じた多様
な働き方の選択やワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、仕事と子育ての両立を支援します。

平成30年度



【施策1-1】

【施策1-2】

【施策1-3】

若者や女性が働き、活躍できる社会づくり

ワークライフバランスの推進

女性の活躍推進

若者の未来を拓く

子どもの「たくましく生きる力」を育む教育
の推進

子どもの育ちを支える環境をつくる

共に学び、共に生きる社会の絆を育む

「健やかな体」を育む

「豊かな心」を育む

「学ぶ力」を育む

子どもの職業観・勤労観を育む

子どもを安心して生み育てるための切れ目の
ない支援

生み育てを支える医療の充実

社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者を支える

児童虐待を防ぐ

すべての家庭の子育て・子育ちを支える



H27 H28 H29 H30

システムつくり
検討会等(年2回)

検討会、研修会の
開催（年2回）

検討会、研修会の
開催（年2回）

検討会、研修会の
開催（年2回）

療育相談指導の実
施

巡回相談指導、ピ
アカウンセリング
の実施

療育生活支援事業
の実施

療育生活支援事業
の実施

助成件数15件 助成件数20件 助成件数25件 助成件数30件

NICU病床32床 NICU病床33床 NICU病床34床 NICU病床34床

研修会（年2回） 研修会（年2回） 研修会（年2回） 研修会（年2回）

運行地域の拡大

7圏域

生み育てを
支える

医療の充実

小児在宅療育支援事業
NICU等長期入院児を受け入れる後方
支援病床を確保し、在宅療養への移
行支援等を行うとともに、身近な医
療機関で医療を受けられる体制を整
える。

小児在宅医療の体制整備
と人材育成

小児在宅医療体制の確立

健康医療課

周産期保健医療対策費
安全安心な出産を迎えるため、周産
期医療体制の充実・強化を図る。

NICU(新生児集中治療管理
室）病床の整備　34床
(H30)

NICU病床の拡充

健康医療課

施策１-１
子どもを安心して生み育てるための切
れ目のない支援

○　安全・安心な出産を迎えるため周産期医療体制を充実・強化するとともに、ＮＩＣＵ等長期入院児を受
け入れる後方支援病床を確保し、在宅で療養できる体制づくりを進めます。
○　保育所や放課後児童クラブ等の量の拡充と質の改善や、多様なニーズに対応する地域の子育て支援を充
実し、すべての子育て家庭を支援します。
○　児童虐待については、妊娠期から産後、養育期に至るまで、未然防止と早期発見・早期対応、さらには
保護・ケアや家族再統合等、切れ目ない支援を行います。
○　経済的な課題を抱える子どもに対し、学習支援活動や世帯へ相談支援を行い、負の連鎖を防止します。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

長期療養児等への相談支
援体制の充実

適切な相談支援体制の整備、充実

男性不妊治療助成事業
不妊治療費用の一部を助成し、経済
的負担の軽減を図る。

不妊治療にかかる
経済的負担の軽減

助成件数90件(H27～H30累
計)

経済的負担の軽減

健康医療課

子育て・女性健康支援事業
妊娠期からの相談機関の周知、乳幼
児揺さぶられ症候群の予防、産後う
つの対応などの児童虐待予防対策を
強化する。

児童虐待予防のための母
子保健関係者の資質向上

虐待予防対応の充実・強化

健康医療課

思春期・妊娠期・出産期応援事業
産前・産後の支援体制を充実強化す
るための環境整備を行うとともに、
思春期の健康問題や妊娠・出産の適
齢期に関する知識の情報発信を行
う。

ゆりかごタクシーの運行
地域

全圏域

健康医療課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

51,485人 51,754人 52,183人 52,614人

13,587人 14,388人 14,746人 15,079人

92か所 97か所 102か所 103か所

認定者数　300人 認定者数　300人 認定者数　300人 認定者数　300人

養成数　50人 養成数　50人 養成数　50人 養成数　50人

50人 50人 50人 50人

貸付者数　150人 貸付者数　150人 貸付者数　150人 貸付者数　150人

すべての家庭の
子育て・子育ちを
支える

放課後児童クラブ施設整備事業
放課後児童クラブの整備を行う市町
に対して、経費を補助する。

放課後児童クラブ利用児
童数
　　　15,079人 (H30)

放課後児童クラブの整備支援

子ども・青少年局

地域子育て支援事業
すべての子育て家庭を対象に、多様
なニーズに応じた子育て支援事業を
行う市町に対して、経費を補助す
る。

地域子育て支援拠点箇所
数
　　　103か所

地域子育て支援事業実施に対する支援

子ども・青少年局

子育て支援環境緊急整備事業
市町が行う、待機児童解消や保育環
境改善のための保育所等の施設整備
等に対し補助を行う。

認定こども園等の利用児
童数
　　　52,614人 (H30)

認定こども園等の整備支援

子ども・青少年局

家庭的保育者等養成事業
待機児童を解消するため、家庭的保
育事業や小規模保育事業に従事する
人材の育成を図る。

家庭的保育士等の養成数
200人(H27～H30累計）

家庭的保育士等養成研修の実施

子ども・青少年局

保育士・保育所支援センター運営
事業
潜在保育士や養成校卒業者の県内保
育所への就職促進や、現任保育士の
就労継続のサポート等を行う「保育
士・保育所支援センター」を運営す
る。

保育人材バンク活用によ
る就職者数
 50人（毎年）

保育士・保育所支援センターの運営

子ども・青少年局

放課後児童支援員認定資格研修
事業
放課後児童支援員が、業務を遂行す
る上で必要な知識・技能等を習得す
るための研修を行う。

放課後児童支援員の認定
者数
1,200人(H27～H30累計)

放課後児童支援員認定研修の実施

子ども・青少年局

保育士修学資金貸付事業
保育士の資格取得に必要な修学資金
の貸し付けを行うことにより、保育
士養成施設卒業後、県内保育所等に
勤務する保育士の増加を図る。

修学資金貸付者数
　
150人(毎年)

保育士修学資金の貸付

子ども・青少年局



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

子ども議員数
50人

子ども議員数
50人

子ども議員数
50人

子ども議員数
50人

事業活用市町数
19市町

事業活用市町数
19市町

事業活用市町数
19市町

事業活用市町数
19市町

各子ども家庭相談
センターに1名配
置

各子ども家庭相談
センターに1名配
置

各子ども家庭相談
センターに1名配
置

各子ども家庭相談
センターに1名配
置

156家庭 162家庭 168家庭 174家庭

建築工事 開設

学習支援活動支援

マニュアル作成
研修会(2回)

相談　120件 相談　140件 相談　160件 相談　180件

児童虐対応保健指導員の配置

子ども・青少年局

家庭養護促進事業
里親制度の広報・啓発、里親への研修
を実施するとともに、家事支援員の派
遣等、里親同士の相互支援を促進す
る。

養育里親登録数
174家庭（Ｈ30末）

里親登録の推進

子ども・青少年局

「子ども県議会」開催事業
子どもたちが自分の意見を発表でき
る機会として「子ども県議会」を開
催し、社会参画に対する意欲を高め
る。

子どもの社会参画意識の
高揚

子ども県議会の議員数
50人(毎年)

子ども県議会の開催

子ども・青少年局

社会生活を
円滑に営む上で
困難を有する
子ども・若者を
支える

学習支援活動普及推進事業
経済的課題等を抱える子どもに対す
る学習支援活動の普及を推進する。

学習支援活動の土台づく
り

子ども・青少年局

生活困窮者自立支援事業
郡部における生活困窮者自立支援法
に基づく相談支援を実施するととも
に、市等が行う相談支援に対する広
域的支援を行う。

求職や多重債務、ひきこ
もり等、世帯が抱える複
合的な問題に対する相談
支援

600件(H27～H30累計)

総合相談の実施

健康福祉政策課

すべての家庭の
子育て・子育ちを
支える

児童虐待を防ぐ

児童虐待防止対策事業
虐待の未然防止から、早期発見・対
応、保護・ケアや家族再統合までの切
れ目ない支援を行う。

スーパーバイザー派遣事
業等の全市町での活用

スーパーバイザー派遣事業・ケースマネジメントアドバイザー事業の実施

子ども・青少年局

妊娠期からの児童虐待予防対策
促進事業
妊娠期からの虐待予防に対応するた
め、保健師等の資格を有する児童虐待
対応保健指導員を子ども家庭相談セン
ターに配置する。

母子保健や医療との連携
が必要なケースへの対応
力の強化

子ども家庭相談センター増設事業
県全体の子ども家庭相談体制の強化
に向けて、新たな子ども家庭相談セン
ターの整備を行う。

新たな子ども家庭相談セ
ンターの開設

新たな子ども家庭相談センターの開設

子ども・青少年局



H27 H28 H29 H30

5校で実践研究の
実施
ブロック別研修会
の開催

5校で実践研究の
実施
ブロック別研修会
の開催

5校で実践研究の
実施
ブロック別研修会
の開催

5校で実践研究の
実施
ブロック別研修会
の開催

全小中学校で実施 全小中学校で実施 全小中学校で実施 全小中学校で実施

小学校　79％
中学校　68％

小学校　81％
中学校　72％

小学校　83％
中学校　76％

小学校　85％
中学校　80％

22校で実施 20校程度で実施 20校程度で実施 20校程度で実施

30% 30%以上 30%以上 30%以上

評価問題、学び直しプリントの実施

児童生徒の授業（国語、算数・数学）の理解度

学年別ステップアップ事
業
評価問題、学び直しプリ
ントを全小中学校で実施

児童生徒の授業（国語、
算数・数学）の理解度
小学校　H26:78.3％→
H30:85％
中学校　H26:66.6％→
H30:80％

学ぶ力パワーアップ事業
自主的な学習態度の育成
指定校数　80校程度(H27
～H30累計)

きめ細かな指導の実施（習熟度別学習、ティームティーチングなど）

放課後等活用事業
放課後を利用した補充学
習を週1回以上実施する小
学校の割合　H26:8.3％→
H30:30％以上

実践研究の実施、研修会の開催

放課後学習の実施

施策１－２
子どもの「たくましく生きる力」を育
む教育の推進

○　子どもの「生きる力」の基礎となる学力について、一人ひとりの「学ぶ力」を育み、あわせて、体力向
上や豊かな心を育む取組を進め、知・徳・体のすべてを身に付けた人間力を培う教育を進めます。
○　障害のある子どもが障害のない子どもと共に学ぶ仕組みである「インクルーシブ教育システム」の構築
に向けた特別支援教育の推進など、共に学び、共に生きる社会の絆を育む取組を進めます。
○　社会的・職業的自立を目指し、発達段階に応じた系統的なキャリア教育を推進するなど、子どもの職業
観・勤労観を育みます。
○　学校はもとより、家庭や地域社会の教育力を向上させ、市町、関係機関と連携し子どもの育ちを支える
環境づくりを進めます。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

教科指導力ステップアッププロジェ
クト
小中学校児童生徒の学ぶ力向上を図
るため、小学校１・２年生で学ぶ姿
勢、学習規範などを身につけさせる
とともに、小学校３年生以上では評
価問題の実施により、各学年で身に
付けておくべき力の定着を図る。
あわせて、小学校において放課後等
の活用により、自主的な学習習慣を
定着させ、家庭学習の充実につなげ
ていく。

「学ぶ力」を育む

学びの基礎体験型学習プ
ロジェクト
低学年からの学びの基礎
の育成
指定校数　20校(H27～H30
累計)

学校教育課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

小学校　60%
中学校　65%

小学校　65%
中学校　70%

小学校　70%
中学校　75%

小学校　75%
中学校　75%

中3英検3級45%以
上
高3英検2級35%以
上

中3英検3級50%以
上
高3英検2級40%以
上

中3英検3級55%以
上
高3英検2級45%以
上

中3英検3級60%以
上
高3英検2級50%以
上

約9％（18校） 約16％（30校） 約23％（44校） 約30％（57校）

生涯学習課

学ぶ力を育てる土曜学習支援事業
専門的な知識や技能を持つ地域人材
や教員等の協力により、子どもたち
が主体となって、学ぶ楽しさを味わ
い、技能や教養を高めることができ
る体系的、継続的な学習プログラム
を学校施設等を活用して実施する市
町に対して補助を行う。

小中高を通じた系統的な英語教育の推進による実用英語検定の取得

教科指導力ステップアッププロジェ
クト

小中高を通じた系統的な
英語教育の推進による実
用英語検定の取得率
英検3級（中3）H25:32％
→H30:60％以上
英検準2級（高3）
H25:35％→英検2級
H30:50％以上

学ぶ力を育てる土曜学習
を実施する小学校等の割
合
約30％（57校）　(H30)

「学ぶ力」を育む

しが英語力育成プロジェクト
国際的に活躍できるグローバル人材
を育成するため、小学校における英
語の教科化を見据え、小学校外国語
活動の充実を図るとともに、小中高
を通じた系統的な英語教育を推進す
る。

学校教育課

学校教育課

家庭学習の充実
平日、学校の授業以外に
１日１時間以上勉強する
児童生徒の割合
小学校　H26:58.3％→
H30:75％
中学校　H26:63.7％→
H30:75％

家庭学習の充実

学ぶ力を育てる土曜学習を実施する小学校等の割合



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

70% 80% 90% 100%

小学校　83％
中学校　70％

5校で実施 5校で実施 5校で実施 5校で実施

「湖の子」学習の
実施

「湖の子」学習の
実施

「湖の子」学習の
実施

「湖の子」学習の
実施

新船建造 新船建造 平成29年4月就航 運航

中学校区における連携した取組の実施

学級活動スキルアップ事業
小中学校の学級活動における話合い
活動を充実させ、児童生徒が協力し
て集団の生活を向上させようとする
態度等の育成を図る。

学校教育課

学校教育課
びわ湖フローティ
ングスクール

学習船建造事業
学習船「うみのこ」新船建造を行
う。

子どもの自尊感情を高め
るための中学校区におけ
る連携した取組の実施率
H26：49.5％→H30:100％

全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙において「自分にはよいところがある」と
回答した児童生徒の割合

児童生徒が協力して集団
の生活を向上させようと
する資質や態度の育成
＜実践研究に取り組む学
校数（小・中学校）：20
校＞（H27～H30累計）

新船運航

人権教育課

新船建造

全国学力・学習状況調査
児童生徒質問紙において
「自分にはよいところが
ある」と回答した児童生
徒の割合を全国上位レベ
ルにまで上げる
小学校H26:77.3％→
H30:83％
中学校H26:64.1％→
H30:70％

児童が自分の学習課題を
持って探究的に取り組
む、「湖の子」体験学習
の実施

新船建造
(平成29年4月就航)

実践研究の実施

自尊感情・学びの礎育成プロジェク
ト事業
人権の視点を教育活動の根幹に位置
付け、学校・幼稚園・保育所、関係
機関、家庭、地域社会がつながり、
子どもの生活と学ぶ意欲を支える基
本となる自尊感情を高める取組を推
進する。

「豊かな心」を育
む

学習船「うみのこ」による探究的な体験学習の実施びわ湖フローティングスクール事業
小学校５年生全員を対象とした学習
船「うみのこ」による１泊２日の宿
泊体験型の児童学習航海を実施す
る。

学校教育課
びわ湖フローティ
ングスクール



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

年4回開催 年4回開催 年4回開催 年4回開催

年2回開催 年2回開催 年2回開催 年2回開催

実施校の拡充 全小学校で実施 全小学校で実施 全小学校で実施

学期毎に年間6種
目実施

学期毎に年間6種
目実施

学期毎に年間6種
目実施

学期毎に年間6種
目実施

小学校男女とも全
国平均値以上

実施校数　32校 実施校数　32校 実施校数　32校 実施校数　32校

「健やかタイム」の実施

体育授業力アップ研修の実施

チャレンジ・ランキングの実施と表彰

体育授業力向上事業
県内の全児童を対象に運動時間を設
定する等、子どもの運動遊びを促進
する取組を実施するとともに、県域
で体育の授業力の向上に向けた方策
を共有化する委員会を設置する。

文部科学省の「全国体
力・運動能力、運動習慣
等調査」における体力合
計点を比較し、小学校男
子・女子ともに全国平均
値以上
（参考）（H26調査）
全国男子平均　53.91
本県男子平均　53.45

全国女子平均　55.01
本県女子平均　53.82

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」における体力合計点

農作業体験学習または出前授業の実施

食のブランド推進
課

スポーツ健康課

滋賀県体育授業力向上委員会の設置・運営

子どもたちの「食」や農
業・水産業に対する理解
の醸成
32校（毎年）

農業・水産業を通じた子どもたちへ
の食育推進事業
学校給食を通じて、子どもたちに県
産食材のおいしさや生産者の苦労な
どを伝えることにより、生産者への
感謝の気持ちを育て、食の大切さへ
の理解を促す。また、教材の活用等
によって、子どもたちの滋賀の農
業・水産業に対する理解を促進す
る。

「健やかな体」を
育む



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

特別支援教育セン
ター学級の設置

特別支援教育セン
ター学級の設置

特別支援教育セン
ター学級の設置

特別支援教育セン
ター学級の設置

制度の研究 モデル事業実施 制度設計 普及啓発

特別支援教育支援
員の配置

特別支援教育支援
員の配置

特別支援教育支援
員の配置

特別支援教育支援
員の配置

雇用人数　10人 雇用人数　10人 雇用人数　10人 雇用人数　10人

実施校数　6校
参加生徒数1,000
人

実施校数　6校
参加生徒数1,000
人

実施校数　6校
参加生徒数1,000
人

実施校数　6校
参加生徒数1,000
人

小中学校への支援員・看護師の配置にかかるモデル事業の実施

副次的な学籍の研究

高等学校特別支援教育推進事業
高等学校において、障害のある生徒
への支援を行うスタッフを配置する
ことにより、障害のある生徒を支え
る体制を構築する。

「地域で学ぶ」支援体制強化事業
インクルーシブを見据えた就学指導
を推進するとともに、小中学校にお
ける障害のある児童生徒への支援を
行うスタッフや医療的ケアを行う看
護師の配置ならびに「副次的な学
籍」など柔軟な学びの仕組みづくり
の研究に取り組む。

高齢者とのふれあい交流事業
高校生が授業や特別活動などの中で
高齢者と交流する機会を設け、高齢
者から人生の知恵や地域の歴史・文
化などを学ぶとともに、高校生の高
齢者への理解を深める。

ふれあい交流事業の実施

障害者の雇用

高等学校において障害のある生徒を支援するための特別支援教育支援員の配置

教職員課

学校教育課

学校支援課

学校支援課

県立学校障害者雇用推進事業
県立学校における農場の施設管理等
のため、障害者を雇用し、農業に関
する知識・技術の取得を通じて就労
の機会の拡大につなげる。

市町において小中学校の
特別支援学級の中核的な
役割を担う特別支援教育
センター学級の設置

障害のある生徒の学校生
活の充実(県立高等学校)

柔軟な学びの仕組みづく
り

高校生の高齢者理解の推
進
6校（毎年）

共に学び、共に
生きる社会の絆
を育む

雇用人数　10人



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

研究指定校　8校
キャリア教育の
カリキュラムの
作成・検証

研究指定校　8校
キャリア教育の
カリキュラムの
確立、普及

キャリア教育の
カリキュラムの
普及

キャリア教育の
カリキュラムの
普及

250人 300人 350人 400人

全公立中学校
職業観・勤労観を
育成

全公立中学校
職業観・勤労観を
育成

全公立中学校
職業観・勤労観を
育成

全公立中学校
職業観・勤労観を
育成

しごと体験者数
2,000人

しごと験者数
2,000人

しごと体験者数
2,000人

しごと体験者数
2,000人

5日間以上の職場体験の実施

キャリア教育のカリキュラムの普及

しごとチャレンジフェスタの開催

研究指定校によるキャリア教育のカリ
キュラムの研究・開発

学校教育課

学校教育課

労働雇用政策課

しごとチャレンジプログラム推進事
業
小学生から中学１年生の児童・生徒
を対象に、様々な職業を紹介すると
ともに、実際のしごとを体験する場
を提供し、職業観・勤労観を育む
きっかけ作りを行う。

しごとチャレンジプログ
ラム推進事業によるしご
と体験者数　2,000人／年
度

社会人・職業人として自
立していくことができる
子どもの育成

専門高校プロフェッショナル人材育
成事業
専門高校において、社会の変化や産
業の動向に対応した、高度な知識・
技能を身につけ、各専門分野の第一
線で活躍できる地域人材を育成す
る。

学校教育課

県立高等学校キャリア形成支援事
業
社会人基礎力の育成や就業体験を効
果的に活用しながらキャリア教育の
実践研究に取り組み、社会的・職業
的自立を目指す効果的なカリキュラ
ムの研究・開発を行う。

研究指定校におけるキャ
リア教育のカリキュラム
確立、普及
8校（H27～H28継続）

各専門分野の外部講師による指導等

高度な資格を取得した生
徒数

H25:200人→H30:400人

中学生チャレンジウィーク
子どもたちの職業観・勤労観を育む
ため、県立中学生に対し5日以上の
職場体験を実施する。また、児童生
徒が学習の成果を蓄積し、自分の成
長を振り返るための「夢の手帖」を
作成し、発達段階に応じた系統的な
キャリア教育を推進する。

子どもの職業
観・勤労観を育
む



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

「しがしごと検
定」の模擬検定実
施

「しがしごと検
定」の試行

25% 28%

小中学校全学年で
実施

小中学校全学年で
実施

小中学校全学年で
実施

小中学校全学年で
実施

実施校　19校
1校当たり
支援図書1セット
(300冊)貸出

周辺校への指導・
助言

実施校　19校
1校当たり
支援図書1セット
(300冊)貸出

周辺校への指導・
助言

実施校　19校
1校当たり
支援図書1セット
(300冊)貸出

周辺校への指導・
助言

普及状況を勘案し
検討

研修会開催　2回 研修会開催　2回 研修会開催  2回 研修会開催　

職業教育の充実（「しがしごと検定」の実施など）

特別支援学校生徒の社会
的職業的自立の推進
（県立特別支援学校高等
部卒業生の就職率）
H25:25.0%→H30:28%

「しがしごと検定」の実施

県立特別支援学校高等部卒業生の就職率

小中学校図書館のリ
ニューアルおよび利活用
の支援を3年間で57校実施
するとともに市町内の周
辺校へその効果を波及す
ることで県内小中学校図
書館の活性化を図る

子どもと向き合う時間の確保事業
　＜少人数教育の推進＞
基礎・基本の確実な定着を図り、児
童生徒一人ひとりの個性や能力を伸
ばし、学力向上に取り組むため、き
め細かな指導を行うとともに、いじ
めから子どもを守るため、児童生徒
一人ひとりとしっかりと向き合い、
いじめの未然防止や早期発見・対応
ができる環境を整備するため、少人
数学級編制を小学校全学年に拡大
し、小中学校すべての学年で35人学
級編制を実施する。

職業的自立と社会参加をめざした
職業教育充実事業
これまで取り組んでいる企業の知見
を生かした作業学習の見直しや授業
改善を知肢併置特別支援学校各校へ
拡げるとともに、「しがしごと検
定」の模擬検定の実施や職業教育の
充実に向けた教育課程の研究に取り
組む。

小中学校全学年での35人
学級編制の実施

35人学級編制の実施

学校図書館活用支援事業
小中学校図書館の活性化を図るた
め、県立図書館に学校図書館支援員
を配置し、小中学校へ支援員を派遣
して、図書館リニューアルを実施す
るとともに、図書館利用や授業への
活用プランの作成を支援する。

学校図書館のリニューアル支援・図書セットの貸出

学校図書館司書等研修会の開催

子どもの職業
観・勤労観を育
む

子どもの育ちを
支える環境をつく
る

教職員課

学校支援課

生涯学習課
県立図書館



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

認知したいじめの
解消率100%
不登校児童生徒在
籍率を全国平均値
以下に

認知したいじめの
解消率100%
不登校児童生徒在
籍率を全国平均値
以下に

認知したいじめの
解消率100%
不登校児童生徒在
籍率を全国平均値
以下に

認知したいじめの
解消率100%
不登校児童生徒在
籍率を全国平均値
以下に

いじめ等相談電話
24時間体制の運用

いじめ等相談電話
24時間体制の運用

いじめ等相談電話
24時間体制の運用

いじめ等相談電話
24時間体制の運用

スクールソーシャ
ルワーカーが支援
した学校数100校
不登校児童生徒在
籍率を全国平均値
以下に

スクールソーシャ
ルワーカーが支援
した学校数100校
不登校児童生徒在
籍率を全国平均値
以下に

スクールソーシャ
ルワーカーが支援
した学校数100校
不登校児童生徒在
籍率を全国平均値
以下に

スクールソーシャ
ルワーカーが支援
した学校数100校
不登校児童生徒在
籍率を全国平均値
以下に

認知したいじめの
解消率100%

認知したいじめの
解消率100%

認知したいじめの
解消率100%

認知したいじめの
解消率100%

重大事案に対する
緊急対応支援

重大事案に対する
緊急対応支援

重大事案に対する
緊急対応支援

重大事案に対する
緊急対応支援

学校教育課

学校教育課

学校教育課

学校への配置・派遣を充
実させ、早期にきめ細か
な対応が取れるよう体制
を整備し、いじめ・不登
校問題の解決を図る

不登校児童生徒在籍率を
全国平均値以下にする

いじめで悩む子ども支援事業
　「相談支援員」を配置し、子ども
や保護者からの相談対応を行うとと
もに、解決に向けての支援を図る。
　また、市町との連携が必要な場合
には「相談調整員」が連携を図ると
ともに、定期的な情報交換を行う。

スクールソーシャルワーカー活用
事業
社会福祉等の専門的な知識を有する
スクールソーシャルワーカーをいじ
めや不登校の課題の大きい小学校へ
配置するとともに、教職員に福祉的
な視点を定着させる。

スクールソーシャルワーカーによる、いじめ・不登校問題の解決に向けた支援の実
施

第三者的な立場から子どもに寄り添いながら、いじめ解決に向けた支援の実施
第三者的な立場から、子
どもから思いを聞き取
り、子どもに寄り添いな
がら、いじめの解決に向
けて、学校、市町教委と
連携し、子どもを支援

認知したいじめの解消率
100%

生徒指導緊急サポート事業
子どもの命に関わる重大事案が発生
した場合、専門的知見による助言・
支援を行い、警察等司法に加え、福
祉や医療機関とも一体となった危機
対応を実施する。

子どもの命に関わる重大事案に対して専門家による緊急支援の実施
重大事案が発生した際
に、専門家を緊急派遣
し、学校への危機対応の
助言・支援を実施

夜間相談電話を開設し、
子ども・青少年局の「こ
ころんダイヤル」とあわ
せて、24時間体制の運用

夜間相談電話「子どもナイトだいやる」の開設

子どもの育ちを
支える環境をつく
る

スクールカウンセラー等の活用
スクールカウンセラーの派遣
・小学校：公立全校（中学校から校
区内の小学校へ派遣）、重点校15校
・中学校：公立全校（うち常駐校4
校、小中連携校8校）
・高等学校：県立全校（うち重点校
9校）

公立小中学校・県立高等
学校に配置・派遣するこ
とで、いじめや不登校に
早期に対応できる体制を
構築し、いじめ・不登校
等の未然防止、早期対応
を促進

認知したいじめの解消率
100%
不登校児童生徒在籍率を
全国平均値以下にする

いじめ・不登校等の未然防止、早期対応を促進のためにスクールカウンセラーを
配置・派遣

学校教育課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

学校と関係機関と
連携し、困難な課
題の解決

学校と関係機関と
連携し、困難な課
題の解決

学校と関係機関と
連携し、困難な課
題の解決

学校と関係機関と
連携し、困難な課
題の解決

市町生徒会サミッ
ト
実施率
40％

市町生徒会サミッ
ト
実施率
60％

市町生徒会サミッ
ト
実施率
80％

市町生徒会サミッ
ト
実施率
100％

推進委員会の開催

年4回

耐震改修工事実施 耐震改修工事実施
耐震化率100％達
成

退散対策推進(天井
落下防止対策工事)

耐震化率100％達
成

年1回開催 年1回開催 年1回開催 年1回開催

スポーツ健康課

教育総務課

教育総務課

警察OB派遣による学校と関係機関との連携強化

滋賀県いじめ問題生徒会サミットの開催

人権教育課

学校教育課

学校教育課

学校における安全管理・安全教育
の推進事業
危機管理意識の向上を図るため、校
長を対象としたトップセミナーを開
催し、学校の危機管理に関する知識
を深める。

学校の管理職が危機管理
に関する知識を深める

天井等落下防止対策事業
「学校施設における天井等落下防止
対策の手引」に基づき、落下防止対
策を計画的に実施する。

耐震化率100％達成(H27)

耐震対策費
旧耐震基準により建築された学校施
設について、順次、耐震診断調査結
果に基づき、耐震化工事を実施して
いく。

耐震化率100％達成(H29)

「学校の危機管理トップセミナー」の開催

警察OB派遣による学校と
関係機関と連携し、困難
な課題の解決

表者による意見交換の機
会を設定し、児童生徒の
自主的・自立的な活動の
充実

市町生徒会サミット等の
実施率　100％

滋賀県「絆をつむぐ学校づくり」推
進事業
滋賀県いじめ問題生徒会サミットを
開催し、各市町生徒会代表者による
意見交換の機会を設定し、児童生徒
の自主的・自立的な活動の充実を図
る。

いじめや差別を許さない
学校づくり推進のための
委員会開催回数
平成27年度　年4回

生徒指導緊急特別対応事業
警察OBを学校へ派遣し、警察等司法
に加え、児童相談所、医療機関等と
連携して、困難な問題の解決を図
る。

耐震対策推進（耐震改修工事）

子どもの育ちを
支える環境をつく
る

いじめや差別を許さない学校づくり
推進事業
人権尊重の視点に立った「授業づく
り」「環境づくり」「仲間づくり」
について、実践・研究を重ね、子ど
も一人ひとりが大切にされ、安心し
て生活できる人権教育を基盤とした
学校づくりを推進する。



H27 H28 H29 H30

就職者率
57.0％

就職者率
58.0％

就職者率
59.0％

就職者率
60.0％

就職者数
90人

就職者数
90人

就職者数
90人

就職者数
90人

参加者数
230人

参加者数
230人

参加者数
230人

参加者数
230人

参加者数
350人

参加者数
350人

参加者数
350人

参加者数
350人

若者の未来を拓
く

地域若者サポートステーション支
援事業
就労が極めて困難な若者の就労を支
援するため、地域若者サポートス
テーションにおける国の相談支援に
加え、県独自事業として、臨床心理
士によるカウンセリング、県内企業
での就労体験、交流サロン、訪問支
援を実施する。

労働雇用政策課

滋賀の“三方よし”若者未来塾事業
県内企業への就職を希望する若年求
職者に対して、県内企業のニーズに
応じた人材育成を行うことにより、
両者のマッチングを促進する。

就労体験の参加者数
230人(毎年)

交流サロンの参加者数
350人(毎年)

滋賀の“三方よし”若者
未来塾の就職者数
90人(毎年)

労働雇用政策課

研修および就職支援

就労体験

交流サロンの開設

施策１－３
若者や女性が働き、活躍できる社会づ
くり

○　若年者の失業率は他の年齢層に比べて高く、早期離職率も高いため、「おうみ若者未来サポートセン
ター」を中心に、若年求職者それぞれの実情に応じた支援を行っていくとともに、県内外の若年求職者に対
して県内中小企業の強みや魅力を発信し、両者が出会う場を提供し、若年者の地元就職を促進します。
○　女性は、仕事と子育ての両立が困難な状況にあり、継続就労が困難な環境にあることから、労働力率が
３０歳代を谷とするＭ字カーブを描いていますが、本県女性の労働力率のМ字カーブの深さ順位は全国３９
位と深くなっています。また、管理的職業に従事する者に占める女性割合は、11.7％で全国４３位と低位
です。
○　女性の活躍推進は、労働力の確保にとどまらず、企業にとっては経営戦略であり、地域や経済の活性化
につながるとともに、男女の希望の実現につながる取組です。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

おうみ若者未来サポートセンター
事業
ヤングジョブセンター滋賀等の若年
者就業支援機関を一体化した「おう
み若者未来サポートセンター」を運
営し、相談から就職までの一貫した
支援をワンストップで行う。

おうみ若者未来サポートセンターによる就職支援

労働雇用政策課

おうみ若者未来サポート
センターの就職者率
H25:55.4％→H30:60.0％



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

相談件数(近江八
幡、草津駅前)

5,400件

相談件数(近江八
幡、草津駅前)

5,400件

相談件数(近江八
幡、草津駅前)

5,400件

相談件数(近江八
幡、草津駅前)

5,400件

セミナーの開催
4回

セミナーの開催
4回

セミナーの開催
4回

セミナーの開催
4回

参加者数
150人

参加者数
150人

参加者数
150人

参加者数
150人

参加者数
120人

参加者数
120人

参加者数
120人

参加者数
120人

就職率
60%

就職率
60%

就職率
60%

就職率
60%

女性の活躍推進

働く女性が人生のターニ
ングポイントにおいても
仕事と家庭生活が両立で
きるよう支援

セミナー回数　16回
（H27～H30累計）

結婚前・育休復帰前の女性を対象とした支援

女性活躍推進課

女性の就労トータルサポート事業
子育て期の女性の就労意欲、起業意
欲などに応えるために、滋賀マザー
ズジョブステーションにおいて、就
労のためのキャリアカウンセラーに
よるカウンセリングやハローワーク
による職業相談を行うとともに、男
女共同参画センターにおいて、起業
等のためのチャレンジ支援を行う。

経営者を対象としたセミナーの開催経営者対象セミナー参加
者数
150人(毎年)

働く女性対象セミナー参
加者数
120人(毎年)

女性活躍推進課

女性のターニングポイント応援事
業
女性の継続就労を促進するため、結
婚前や育休復帰前といった女性の
ターニングポイントに焦点を絞り、
キャリアビジョンを描くためのセミ
ナーを開催する。

企業における女性活躍推進事業
企業における女性の活躍を促進する
ため、経営者や働く女性を対象とし
たセミナーを開催し、女性の継続就
労や管理職登用の拡大を促す。

働く女性を対象としたセミナーの開催

子育て女性等職業能力開発事業
出産や子育てを理由に離職し、再就
職を希望する女性等を対象に、民間
教育訓練機関等を活用した職業訓練
を実施し、就職を支援する。

労働雇用政策課

訓練受講者の就職率(3か
月間訓練)
60％

出産や子育てを理由に離職し、再就職を希望する女性等に対する職業訓練の実
施

女性活躍推進課
子ども・青少年局

子育て中の女性が、仕事
と育児を両立できるよう
支援

相談件数　21,600件
（H27～H30累計）

滋賀マザーズジョブステーションの運営



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

理解促進：
情報誌への掲載

見える化：
事例集の発行

奨励金の支給　7件奨励金の支給　7件奨励金の支給　7件奨励金の支給　7件

推進企業登録数
775件（累計）

推進企業登録数
820件（累計）

推進企業登録数
860件（累計）

推進企業登録数
900件（累計）

企業に対する育児休業取得促進

ワーク・ライフ・バランス推進事業
ワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）の普及啓発および実践
支援を行う「中小企業ワーク・ライ
フ・バランス対応経営推進員」を設
置し、中小企業団体と協働でセミ
ナーの開催やモデル事例の発信等を
行い、中小企業関係団体の主体的な
取組を促進する。

ワーク・ライフ・バランス推進企業登録制度の推進

労働雇用政策課

『俺の男女共同参画』推進事業
男性の多様な生き方を応援するた
め、実践している男性のモデルケー
スを情報誌に掲載し、発信する。ま
た、男性の育児休業の取得促進のた
めの奨励金を企業に対して支給す
る。

男性のワークライフバランス意識の醸成

女性活躍推進課

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進

ワーク・ライフ・バラン
ス推進企業登録数（累
計）
H26:730件(累計)→
H30:900件(累計)

男性の家庭と仕事の両立
を支援

奨励金支給件数　28件
（H27～H30累計）

事例発掘：写真コンテスト



 



関係部局：総合政策部、健康医療福祉部、商工観光労働部、病院事業庁

【目指す方向】

【平成30年度（2018年度）の目標とする指標】

1

2

3 平成24年度

4 平成24年度

5

6

2　すべての人に居場所と出番があり、最期まで充実した人生を送れる社会の実現

障害者や高齢者をはじめ、あらゆる人の職業能力の向上と多様なニーズに応じた就業の場の確保を推進するとともに、
地域での生きがいづくりや活躍の場づくりにつながる活動を支援します。

生活習慣病の予防や心の健康を保つための対策を推進するとともに、がん検診など、がんの早期発見・早期治療のため
の取組や、できる限り要介護状態になることを予防し、または改善するための対策を推進します。

医師・看護師などの医療専門職や介護職の人材確保・育成を図るとともに、在宅医療・介護連携を図るための体制整備
など、医療と福祉が一体となって県民を支える「滋賀の医療福祉」を実現します。

平成25年度 平成30年度

就業中の障害者数 5,444人 6,450人

シルバー人材センターの会員数 11,958人 13,200人

男性　79.79年
女性　83.29年

男性　80.13年
女性　84.62年

特定健康診査（メタボ健診）受診率 45.2% 70%

介護職員数（実数） 16,500人 20,000人

健康寿命（日常生活動作が自立している期間）

在宅療養支援診療所数 104診療所 160診療所



【施策2-1】

【施策2-2】

【施策2-3】

地域を支える医療福祉・在宅看取りの推進

在宅医療・介護の推進

医療・介護・福祉人材の確保育成

認知症対策の推進

的確診断・適切治療・早期社会復帰

医療福祉の拠点づくり

健康寿命を伸ばすための予防を重視した健康
づくりの推進

健康づくり、疾病・介護予防

疾病の早期発見・早期治療

高齢者や障害者をはじめ、誰もが働き、活躍
できる社会づくり

高齢者の社会参加と生きがいづくり

障害者のある人の働く場と地域生活の場の充実

地域のつながり確保・見守り支援

共生社会の実現



H27 H28 H29 H30

コーディネーター養
成講座　1回
サポーターリーダー
養成講座　3会場

コーディネーター養
成講座　1回
サポーターリーダー
養成講座　3会場

コーディネーター数
50人(累計)

センター立ち上げ

利用者数
2,750人

利用者数
2,950人

利用者数
3,150人

利用者数
3,300人

現状分析・具体的取組
方策研究

研究班による研究
モデル事業の検討

新たなサービスの在り
方検討

生活の再構築に必要
な支援について検討

（仮称）中高年齢者しごと応援センターによる就労支援

研修会　2回
(対象　60事業所)

研修会　2回
(対象　60事業所)

研修会　2回
(対象　60事業所)

研修会　2回
(対象　60事業所)

新たなサービスの開発

研究結果を踏まえたモデル的取組の展開

検討結果を踏まえた新たな取組の展開

障害のある人の
働く場と地域生
活の場の充実

発達障害者自立生活支援プログラ
ム普及事業
　支援プログラムやアセスメント
シートを、地域の障害者福祉サービ
ス事業所に波及させることにより、
身近な地域での発達障害に関する支
援サービスの充実を図る。
　また、虐待やひきこもり等により
生活の再構築が必要な発達障害者に
対する新たなサービスのあり方検討
を行う。

巡回支援や研修を通じた障
害福祉サービス事業所への
支援プログラムの普及、発
達障害に関する新たなサー
ビスのモデル実施

巡回支援や研修を通じた支援プログラムの普及

障害福祉課

施策２－１
高齢者や障害者をはじめ、誰もが働
き、活躍できる社会づくり

○　人口減少社会の到来による労働力の低下に対応するため、中高年齢者への就労支援により、中高年齢者の豊かな知
識と経験を活用して労働力を確保を進めます。

○　発達障害や高次脳機能障害等の障害特性に応じた支援の仕組みづくりを進めるとともに、発達障害者や知的障害者
等の就労の場の確保と職場定着支援を行い、法定雇用率の達成（H26.6.1現在:県内企業における障害者実雇用率
1.87％【法定雇用率2.0%】）と障害者の職業生活における自立と社会参加を促進します。

○　保護観察対象者等への見守り支援や障害者差別のない仕組みづくりを進めるとともに、ＮＰＯの活性化による多様
な主体の参画を促進し、誰もが活躍できる共生社会を目指します。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

「障害高齢者」支援研究事業
支援現場における障害高齢者への支
援方策の調査・研究を実施し、障害
高齢者に対する最適な支援の実現を
図る。

障害高齢者支援のモデル的
取組の実践

障害福祉課

高齢者の社会参
加と生きがいづく
り ネクストチャレンジ推進事業

中高年齢者を対象としたキャリアプ
ランニングやセミナー等を実施する
とともに、中高年齢者と企業との
マッチングを図り、離退職した中高
年齢者の就労を支援する。

（仮称）中高年齢者しごと
応援センターの利用者数

3,300人(H30)

労働雇用政策課

新たな取組の開発

コーディネーター等の育成高齢者が支える高齢者の生活支
援と介護予防事業
元気な高齢者をそのサービス提供主
体の一つとして養成するとともに、
自らの介護予防にもつながる対策を
一体的に実施する。

高齢者の生活基盤を支える
ための市町の生活支援コー
ディネーターの育成
　
50人(H27～H29累計)

医療福祉推進課
健康医療課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

職場サポーター
30名
地域サポーター
100名

職場サポーター
30名
地域サポーター
100名

職場サポーター
30名
地域サポーター
100名

職場サポーター
30名
地域サポーター
100名

研修開催　2回
巡回対象　13校

研修開催　2回
巡回対象　13校
事業評価の実施

支援計画の作成
関係者への助言
連絡会議の開催　6回

支援計画の作成
関係者への助言
連絡会議の開催　6回

支援計画の作成
関係者への助言
連絡会議の開催　6回

検討会議　2回 検討会議　2回
検討会議　2回
支援方策のとりまと
め

福祉施設から
一般就労への移行者
数
120人

福祉施設から
一般就労への移行者
数
132人

福祉施設から
一般就労への移行者
数
144人

福祉施設から
一般就労への移行者
数
155人

障害福祉課

高校・大学を対象とした巡回支援・研修の実施

事業評価の結果に基づく巡回支援・研修の
実施

障害のある人の
働く場と地域生
活の場の充実

高次脳機能障害支援の課題整理と今後の支援方策の検討

就労移行支援促進事業
障害のある人の一般就労を促進する
ため、就労支援を担う障害福祉サー
ビス事業所、学校、関係機関などの
職員の職業評価能力の向上等を図る
ための研修を実施する。

福祉施設から一般就労への
移行者数

H25:97人→H30:155人

福祉施設から一般就労への移行

障害福祉課

高次脳機能障害圏域支援体制整
備事業
圏域を担当する「高次脳機能障害支
援コーディネーター」を配置し、日
中活動の場の提供や連絡調整会議の
開催により関係機関による連携支援
を進める。

障害福祉サービス事業所に
おける支援の実施

モデル福祉圏域での高次脳機能障害者支援

障害福祉課

サポーターの養成

発達障害職場サポーター養成事業
発達障害を理解し、地域や職場で支
えるサポーターの養成を行い、発達
障害者が地域で安心して生活できる
地域づくりを進める。

サポーターの養成

職場サポーター120名
地域サポーター400名
(H27～H30累計)

障害福祉課

高校・大学を対象とした発達障害
早期支援モデル事業
発達障害のある生徒の特性に合わせ
た進路指導ができるよう、進路支援
コーディネーターを設置し、学校と
福祉が連携した就労支援を実施す
る。

高校や大学における発達障
害の特性に合わせた進路支
援の実施



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

登録者のうち在職者
数
2,413人

登録者のうち在職者
数
2,610人

登録者のうち在職者
数
2,808人

登録者のうち在職者
数
3,005人

研修修了者のうち介
護事業所等に就労す
る者の割合　35%

研修修了者のうち介
護事業所等に就労す
る者の割合　40%

研修修了者のうち介
護事業所等に就労す
る者の割合　45%

研修修了者のうち介
護事業所等に就労す
る者の割合　50%

職場体験者数
300人

職場体験者数
300人

職場体験者数
300人

職場体験者数
300人

フォーラム　1回 啓発事業の実施 啓発事業の実施 啓発事業の実施

登録者への支援の実施

障害福祉課

研修修了者と介護事業所等の雇用等の調整

登録者のうち在職者数

H25:2,018人→H30:3,005人

地域のつながり
確保・見守り支
援

保護観察対象者への就労応援事
業
刑務所出所者に更生保護の機会が提
供され、社会全体で見守り合い支え
合う、すべての人に居場所と出番が
ある社会づくりを目指すため、
フォーラムを開催する。

更生保護の取組への理解促
進

フォーラム開催(H27)

県民への啓発

健康福祉政策課

ポテンシャル発見!障害者雇用推進
事業
働き・暮らし応援センターと連携
し、就労を希望する障害者を対象に
職場体験を実施することにより、障
害者の就労意欲の向上を図るととも
に、事業所の障害者雇用に対する理
解を深め、障害者の就労を促進す
る。

職場体験者数

1,200人（H27～H30累計）

職場体験の実施

労働雇用政策課

障害のある人の
働く場と地域生
活の場の充実

障害者就業・生活支援センター事
業
障害者の就業およびこれに伴う日常
生活または社会生活必要な支援を行
う。また、発達障害者の生活相談支
援の中心を担う「生活支援担当員」
を設置することにより、センター機
能を強化し、発達障害者の就労継
続・定着支援を図る。

障害福祉課

介護等の場における知的障害者
就労促進事業
県独自資格認定制度の創設、介護事
業所等の職員に対する研修実施、雇
用等の調整を行う登録センターの設
置により知的障害者の雇用先として
期待される介護事業所等での就労促
進を図る。

研修修了者のうち介護事業
所等に就労する者の割合

H25:25％→H30:50%



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

研究会による施策の検
討

研究会の開催 5回
施策の方向性の決定

検討会　3回
検討結果に基づく取
組の実施

啓発、人材育成

連続講座 3回
シンポジウム 1回

職員対応要領の検
討・作成

障害者差別解消法の施行

障害者差別解消法の円滑な施行

多様な主体の協働の取組の促進、中間支援組織の育成・強化

研究会の検討結果に基づく事業の実施

県民活動生活課
県民活動・協働推
進室

共生社会の実現

誰もが活躍できるＮＰＯ活動活性
化事業
ＮＰＯ活動の活性化を図り、若者や
女性、高齢者、障害者、外国人など
誰もが活躍できる場を広げ、「全員
参加型社会」を実現するため、
「（仮称）滋賀県市民活動活性化研
究会」を設置し、ＮＰＯをはじめと
する多様な主体の協働の取組の促進
などについて検討する。

ＮＰＯをはじめとする多様
な主体の協働の取組の促進
や中間支援組織の育成・強
化についての検討、施策提
案とその事業展開

障害者差別のない共生社会づくり
推進事業
障害の有無にかかわりなく安心して
暮らせる「共生社会」の実現に向
け、自主的・継続的な取組を県下に
広げるための方策の検討や差別解消
のための仕組みの検討、啓発・人材
の養成を行う。

障害のある人もない人も相
互に人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会の実
現を目指した方策検討と啓
発、人材育成

障害福祉課

有識者による方策・仕組みの検討



H27 H28 H29 H30

滋賀の健康・栄養マッ
プ調査

調査企画検討会、県
民への健康状況や食
事状況等の調査、分
析

検討会の開催
リーフレットの作成
配布・ＨＰ掲載

データの更新、滋賀
の栄養マップ調査結
果の追加。

1,150団体 1,200団体 1,250団体 1,300団体

優れた取組の表彰
健康資源の情報発信

優れた取組の表彰
健康資源の情報発信

優れた取組の表彰
健康資源の情報発信

優れた取組の表彰
健康資源の情報発信

野菜一皿キャンペー
ン　19回

野菜一皿キャンペー
ン　19回

野菜一皿キャンペー
ン　19回

野菜一皿キャンペー
ン　19回

特定健康診査受診率
(H29)　70％

健康づくり、疾
病・介護予防

健康づくりに取り組む企
業、団体等の数

H26:1,096団体→H30:1,300
団体

健康医療課

健康情報の見える化と有効
活用

健康医療課
医療保険課

健康資源の発掘、表彰、発信

企業、団体等における健康づくりの取組推進

健康情報データ更新、ＨＰ掲載

健康データの集約・分析と見える化の推進

施策２－２
健康寿命を延ばすための予防を重視し
た健康づくりの推進

○　すべての県民の健康を支える環境を整備するため、健康情報の発信を行うとともに、特に食生活に重点を置いた取
組や心の健康を保つための取組を進め、予防を重視した対策を推進します。

○　がんや糖尿病に対する正しい知識・技術の普及・啓発を進めるとともに、圏域ごとの医療連携体制を構築し、早期
発見・早期治療を推進します。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

野菜摂取量の増加

野菜一皿キャンペーン(量
販店での野菜料理の展示と
レシピ配布)　19回(毎年)

健康医療課

特定健康診査受診率
の向上　70%(H29)

※H29の受診率が判明する
のがH30評価時点となる。

特定健診・特定保健指導事業実施率向上対策の実施

医療保険課

量販店でのキャンペーンの実施

実施率向上のための実態把握、検討、啓発等

健康寿命延伸プロジェクト
全ての県民の健康を支える環境を整
備するため、健康づくりに取り組む
企業、団体等を把握、健康情報を県
民へ発信するとともに、食生活の課
題解決に向け、野菜一皿キャンペー
ンを実施する。



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

マニュアル作成
検討会、情報交換会
の開催
啓発の実施

情報交換会の開催
啓発の実施

情報交換会の開催
啓発の実施

情報交換会の開催
啓発の実施

実施検討会、職員研
修会、保護者研修会
等の開催支援

実施検討会、職員研
修会、保護者研修会
等の開催支援

実施検討会、職員研
修会、保護者研修会
等の開催支援

実施検討会、職員研
修会、保護者研修会
等の開催支援

検討委員会
3回

検討委員会
3回

検討委員会
3回

検討委員会　3回
全体の評価　1回

2か所 4か所 4か所 2か所

2圏域 4圏域 6圏域 6圏域

相談数　160件 相談数　160件 相談数　160件 相談数　160件

養成者数
50人

養成者数
100人

養成者数
150人

養成者数
200人

健康づくり、疾
病・介護予防

障害福祉課

自殺リスクの高い人の相談
体制の構築
　
6圏域

自殺未遂者の継続支援体制構築
自殺対策推進事業
自殺予防情報センターに連携コー
ディネーターを配置し、自殺リスク
の高い人への相談体制の充実やゲー
トキーパー養成等を実施するととも
に、医療・保健・福祉・教育・労働
また民間団体との連携により自殺対
策の総合的な推進を図る。
また、自殺対策基本方針に基づき、
普及啓発、人材育成、団体活動支
援、市町支援など自殺対策事業を推
進する。

若者向けゲートキーパーの養成

対面相談件数
毎年160件

若者向けゲートキーパーの
養成　200人(H27～H30累
計)

市町支援の実施

対面相談支援事業

 「自らの健康づくりを先進的に支え
る」情報提供事業
健康情報提供事業で作成してきた有
用な健康情報の活用により健康づく
りの実践につなげるとともに、新た
に国内外の先進的な情報の収集・分
析・発信を行い、「自らの健康づく
りを先進的に支える」仕組みを構築
する。

フッ素でむし歯ゼロ作戦
県内すべての市町でフッ化物洗口が
開始され、ひいてはむし歯の地域格
差および個人格差の解消することを
実現するため、市町が実施するフッ
化物洗口事業開始にかかる支援を行
う。

「自らの健康づくりを先進
的に支える」仕組み構築検
討委員会の設置・検討およ
び評価の実施

検討委員会の設置・検討

成人病センター

「自らの健康づくり」支援
モデル事業の実施

12か所(H27～H30累計)

モデル事業の実施

成人病センター

市町や施設におけるフッ化
物洗口の普及

推進体制の整備

健康医療課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

69.3％（H25） 67.4%（H26) 65.5%（H27） 63.6%（H28)

10市町 15市町 19市町
19市町
各がん検診受診率50%

研修等の開催　3回 研修等の開催　4回 研修等の開催　5回 研修等の開催　5回

初回精密検査受検者
80人

初回精密検査受検者
80人

初回精密検査受検者
80人

初回精密検査受検者
80人

疾病の早期発
見・早期治療

個別受診勧奨の実施による
がん検診受診率の向上

各がん検診受診率50％

個別受診勧奨の実施市町と受診率

がんによる死亡者の減少を
図る(H18～H28の10年で2割
減)

がんによる死亡者の割合
63.6％(H28)

※H28の受診率が判明する
のがH30評価時点となる。

がんによる死亡者の割合

健康医療課

肝炎ウイルス精密検査の受検推進

薬務感染症対策課

ウイルス性肝炎重症化予防推進事
業
肝炎ウイルス検査の結果が判明した
肝炎ウイルス陽性者を早期治療に繋
げ、ウイルス肝炎患者等の重症化の
予防を図る。

肝炎ウイルス検査で「陽
性」と判定された者の初回
精密検査受検者数
320人（H27～H30累計）

糖尿病早期発見・早期対応促進事
業
糖尿病の疾病管理の強化を目的に、
圏域ごとに糖尿病の医療連携体制の
構築を図るとともに、糖尿病療養指
導士等を活用し、糖尿病の正しい知
識と技術の普及・啓発を推進する。

滋賀糖尿病療養指導士を活
用した研修会等の実施

滋賀糖尿病療養指導士の活用促進

健康医療課

がん対策強化事業
「滋賀県がん対策推進計画」および
「滋賀県がん対策推進条例」に基づ
き、がんによる死亡者の減少（75歳
未満の年齢調整死亡率の20％減少）
等を目指しがん対策を強力に推進す
る。



H27 H28 H29 H30

フォーラムの開催
1回（11月）
媒体を活用した情
報発信

フォーラムの開催
1回（11月）
媒体を活用した情
報発信

フォーラムの開催
1回（11月）
媒体を活用した情
報発信

フォーラムの開催
1回（11月）
媒体を活用した情
報発信

ワーキング等の開
催　10回

ワーキング等の開
催　10回

ワーキング等の開
催　10回

ワーキング等の開
催　10回

圏域協議会の開催

圏域の在宅医療介
護の推進に必要な
多職種連携、啓発
等の事業実施

圏域協議会の開催

圏域の在宅医療介
護の推進に必要な
多職種連携、啓発
等の事業実施

圏域協議会の開催

圏域の在宅医療介
護の推進に必要な
多職種連携、啓発
等の事業実施

圏域協議会の開催

圏域の在宅医療介
護の推進に必要な
多職種連携、啓発
等の事業実施

難病医療拠点病院
の整備

1カ所

1圏域実施 3圏域実施 6圏域実施

在宅医療・介護
の推進

施策２－３
地域を支える医療福祉・在宅看取りの
推進

○　医師・看護師などの医療専門職や介護職の人材確保・育成を図るとともに、在宅医療・介護連携を図る
ための拠点整備、さらには住民理解と主体的な取組を支援し、医療と福祉が一体となって県民を支える「滋
賀の医療福祉」を実現します。

○　大きな課題となっている認知症対策については、関係機関の連携強化や相談体制の充実、家族へのサ
ポート体制を強化し、総合的に取り組みます。

○　ＩＣＴを活用したネットワークシステムを構築し、疾病の的確な診断と治療を進め、早期社会復帰を目
指します。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

各圏域での在宅医療福祉の推進

「滋賀の医療福祉を守り育てる」推
進事業
在宅療養・在宅看取りの体制づくり
に向け、住民の理解と主体的な取組
を支援する。

難病医療提供体制整備事業
難病患者の安定した療養生活の確保
と、難病患者および家族のQOLの向
上を目的とし、難病患者に対する総
合的な相談・支援や受け入れ病院の
確保ならびに在宅療養上の適切な支
援を行う。

新・難病医療拠点病院
（総合型）の整備(H27)

障害福祉課

在宅医療・看取り情報の発信

各圏域ごとに難病対策地
域協議会を設置

6圏域(H29)

難病対策地域協議会の設置

医療福祉推進課

地域創造会議の運営

フォーラムの開催
　1回(毎年)

ワーキング等の開催
　10回(毎年)

圏域在宅医療福祉推進事業
二次医療圏域での医療福祉関係者の
連携促進や、在宅医療にかかる取組
の充実により、市町の後方支援体制
づくりを図る。

圏域協議会の開催(毎年) 医療福祉推進課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

在宅医療セミナー
開催　1回
在宅医交流会開催
1回
在宅医療体験事業
の実施(年間通じ
て継続実施)

在宅医療セミナー
開催　1回
在宅医交流会開催
1回
在宅医療体験事業
の実施(年間通じ
て継続実施)

在宅医療セミナー
開催　1回
在宅医交流会開催
1回
在宅医療体験事業
の実施(年間通じ
て継続実施)

在宅医療セミナー
開催　1回
在宅医交流会開催
1回
在宅医療体験事業
の実施(年間通じ
て継続実施)

後期研修医、指導
医ワークショップ
開催　各3回

後期研修医、指導
医ワークショップ
開催　各3回

後期研修医、指導
医ワークショップ
開催　各3回

後期研修医、指導
医ワークショップ
開催　各3回

研究会開催　1回 研究会開催　1回 研究会開催　1回 研究会開催　1回

新卒訪問看護師育
成　2人
訪問看護師キャリ
アアップ(研修)体
系検討

新卒訪問看護師育
成　2人
訪問看護師キャリ
アアップ研修実施

新卒訪問看護師育
成　2人
訪問看護師キャリ
アアップ研修実施

新卒訪問看護師育
成　2人
訪問看護師キャリ
アアップ研修実施

大規模化・多角化
推進ワーキングの
開催

大規模化・多角化
推進検討委員会開
催

大規模化・多角化
推進モデル事業実
施

大規模化・多角化
推進モデル事業実
施

医療・介護・福祉
人材の確保育成

24時間体制の訪問看護提供のしくみづくり（大規模化・多角化の推進）

医療福祉推進課

医療福祉推進課

在宅医人材の育成

家庭医養成の支援

在宅医療にかかわる多職種キャリアアップ・交流

在宅医療人材確保・育成事業
在宅療養を支える医師の確保を図る
とともに、多職種との交流の機会を
提供することで医療・介護連携の推
進を図る。

在宅医療セミナーの開催
(毎年)

在宅医交流会の開催
(毎年)

在宅医療体験事業の実施
(毎年)

後期研修医、指導医ワー
クショップ開催　各3回
(毎年)

在宅医療にかかわる多職
種キャリアアップ・交流
のための研究会開催(毎
年)

(仮称）訪問看護支援センター設
置・運営事業
訪問看護師の人材確保と訪問看護ス
テーションの体制整備への支援を行
うため、（仮称）訪問看護支援セン
ターを設置し、訪問看護提供体制に
かかる環境整備を図る。

新卒訪問看護師の育成
　2人(毎年)

訪問看護師キャリアアッ
プ研修の実施(H28～)

訪問看護体制の大規模
化・多角化モデル事業の
実施(H29～H30)

訪問看護師の人材確保・キャリアアップ



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

協議会開催3回
部会の設置3部会

協議会開催3回
部会の設置3部会

協議会開催3回
部会の設置3部会

協議会開催3回
部会の設置3部会

受講者数　90人 受講者数　90人 受講者数　90人 受講者数　90人

研修体系50事業所
環境改善40事業所

研修体系50事業所
環境改善40事業所

研修体系50事業所
環境改善40事業所

訪問数33校 訪問数35校 訪問数37校 訪問数39校

出張相談12か所 出張相談14か所 出張相談16か所 出張相談18か所

奨学金の新規貸与
10人

奨学金の新規貸与
10人

奨学金の新規貸与
10人

奨学金の新規貸与
10人

10,000件 10,000件 10,000件 10,000件

看護職員確保等対策の推進
県内の看護職員の不足を解消するた
め、職場環境の改善に向けた取組や
潜在看護職員の再就業を支援するた
め職場復帰に向けた研修・子育て支
援を実施し、特に在宅医療福祉を担
う看護職員の確保・養成を図る。

ナースセンターの
相談件数
　
年間10,000件

ナースセンターでの就業等相談

多様な人材層に応じた地域でのマッチング機能の強化

滋賀県介護職員人材育
成・確保対策連絡協議
会・部会の開催　3回(毎
年)

潜在有資格者再就業支援
研修受講者数　90人(毎
年)

職場環境改善アドバイ
ザーの派遣
研修体系の構築
50事業所(H27～H29)
職場環境の改善
40事業所(H27～H29)

健康福祉政策課

健康医療課

学校の生徒等に対する介護の仕事の理解促進による人材の「すそ野の拡大」

滋賀県介護職員人材育成・確保対策連絡協議会・部会の開催

潜在有資格者再就業支援研修の実施

介護の職場環境改善アドバイザー派遣事業

医療・介護・福祉
の人材確保育成

医師確保対策の推進
県内の医師不足に対応するため、
「滋賀県医師キャリアサポートセン
ター」や「滋賀県ドクターバンク」
による医師確保システムの構築、産
科医師確保支援などの魅力ある病院
づくり、さらには女性医師の働きや
すい環境づくりの3本柱による総合
的な対策を行う。

県内定着を条件とした
滋賀医科大学奨学金の
新規貸与者数

  40人（H27～H30累計）

医師養成奨学金の貸与

健康医療課

福祉人材バンク運営事業
県北部では福祉の人材不足がさらに
深刻な状況にあることから、地域
ニーズに応じたきめ細かな相談助言
等を行うため、福祉人材センターの
支所（福祉人材バンク）を設置し、
人材確保対策を推進する。

学校訪問数
144校（H27～H30累計）

出張相談所数
18か所(H30)

しがの介護人材育成・確保対策推
進事業
2025年を見据えた介護人材確保・育
成・定着を計画的に推進するため、
合同入職式の開催、潜在有資格者再
就業支援事業、介護の職場環境改善
アドバイザー派遣事業等を実施し、
魅力ある事業所づくりを支援する。

医療福祉推進課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

セミナーの開催
3回

セミナーの開催
3回

セミナーの開催
3回

医療・介護連携拠
点の設置数　12か
所

キャンペーン開催
1回

キャンペーン開催
1回

キャンペーン開催
1回

キャンペーン開催
1回

セミナー等開催
　1～2回
　参加者250人

セミナー等開催
　1～2回
　参加者250人

セミナー等開催
　1～2回
　参加者250人

セミナー等開催
　1～2回
　参加者250人

2,400件 2,400件 2,400件 2,400件

年1～2回開催 年1～2回開催 年1～2回開催

相談件数　350件 相談件数　350件 相談件数　350件 相談件数　350件

医療福祉推進課

認知症予防研修の実施

医療福祉の拠点
づくり

認知症相談支援事業
認知症にかかる相談・連携体制を充
実し、早期発見・早期対応につなげ
ることで、生活の自立をより長く維
持し、本人の不安や家族負担の軽減
を図る。

拠点機能未設置市町への支援

認知症疾患医療センター
での医療相談件数
2,400件(毎年)

認知症対策推進会議開催
(毎年)

もの忘れ介護相談の実施
350件(毎年)

市町医療・介護連携推進セミナーの開催

医療・介護連携拠点機能の整備

医療・介護連携拠点機能整備事業
市町が行う医療・介護連携拠点機能
の整備を支援し、在宅医療・介護の
一体的な推進を図る。

認知症医療介護連携・予防啓発事
業
医療・介護・行政等が一体となった
認知症予防啓発を行うことで、自発
的な認知症予防と支援の意欲向上を
図る。

認知症疾患医療センター【県内７病院１診療所】での医療相談支援の実施

10万人のオレンジリングキャンペーンの実施

セミナーの開催
3回

市町の医療・介護連携
拠点の設置数

12か所(全市町をカ
バー)(H29)

10万人のオレンジリング
キャンペーン※の実施(毎
年)

※オレンジリングキャン
ペーン…認知症サポー
ターを巻き込んだ認知症
啓発活動

認知症対策の
推進

認知症対策推進会議の開催

認知症予防啓発セミナー
等に参加した県民の数

1,000人（H27～H30累計）

医療福祉推進課

もの忘れ介護相談室の運営

医療福祉推進課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

デイケア等の実施
2病院

デイケア等の実施
3病院

デイケア等の実施
5病院

デイケア等の実施
7病院

修了者　270人(累
計)

修了者　405人(累
計)

修了者　540人(累
計)

修了者　675人(累
計)

3か所 5か所 7か所

疫学分析と人材育
成方策の研究

疫学分析と人材育
成方策のとりまと
め

14病院等(累計) 15病院等(累計) 16病院等(累計) 17病院等(累計)

全県型医療情報連携ネットワーク
推進事業
疾病構造の複雑・多様化や急速な高
齢化等を踏まえ、がんや脳卒中等の
疫学情報分析や医療福祉人材の育成
について、ICTの活用を視野に全県
でトータル的に進めるシステムの検
討を行う。

遠隔病理診断体制整備事業
遠隔病理診断ネットワークシステム
を整備・推進し、がんに対する全県
的な病理・画像遠隔診断を可能とす
る。さらに、近隣府県等との連携を
進める。

医療情報連携ネットワー
クシステムを活用した疫
学分析と人材育成

遠隔病理診断ネットワー
クへの参加病院等の数
H26:13病院等→H30:17病
院等

遠隔病理診断ネットワークへの参加病院等

一般病院でのデイケア等
の実施　7病院(H30)

一般病院における認知症
対応力向上研修の修了者
数
H26:135人（見込み）
→H30:675人(累計)
※1病院当たり10人

的確診断・適切
治療・早期社会
復帰

認知症対策推進事業
一般病院における認知症対応力の向
上や認知症にかかる医療・介護従事
者の人材育成を充実し、認知症医療
介護連携体制の構築を図る。

若年・軽度認知症総合支援事業
若年認知症等の人と家族が安心して
暮らせる社会の実現のため、初期段
階の支援から介護サービスの利用ま
で切れ目ない支援を行う。

一般病院における認知症患者対策の促進

医療従事者向け認知症対応力向上研修の実施

身近な地域における居場
所
(モデル事業実施箇所数)
7か所(H29)

認知症対策の
推進

健康福祉政策課

医療情報連携ネットワークシステムの拡充による疫学分析・
人材育成の実施

ネットワークシステムの拡充と運用

医療福祉推進課

身近な地域における居場所の確保

健康医療課
成人病センター

医療福祉推進課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

5病院 5病院 5病院 5病院

検討会の開催
ネットワークの整
備

ネットワークの稼
働

ネットワークの稼
働

的確診断・適切
治療・早期社会
復帰

放射線治療支援体制構築事業
2025年に向けて、がん患者の増加に
より放射線治療の有効性・有用性に
対する需要が高まるなか、安全、適
切、効率的に放射線治療を行うため
に必要・不可欠となる放射線治療専
門職を育成するとともに、県全域を
網羅する放射線治療支援ネットワー
クの構築を行う。

放射線治療に必要な知識
を有する人材の育成と病
院への派遣

医学物理士の養成　2名
(H27～H30累計)
放射線治療専門職の病院
への派遣　毎年5病院(H27
～H30)

医学物理士の養成

成人病センター

全県型の放射線治療支援
ネットワークの検討・構
築

放射線治療支援ネットワークの構築

放射線治療専門職の病院への派遣

養成数　1名 養成数　2名(累計)



 



関係部局：知事直轄組織、総合政策部、商工観光労働部、病院事業庁

【目指す方向】

【平成30年度（2018年度）の目標とする指標】

1

2

3 本社工場、マザー工場、研究開発拠点立地件数

4

5

3　滋賀の強みを活かし、新たな強みを生み出す滋賀発の産業の創造

中小企業・小規模事業者の事業活動活性化に向け、産業分野の特性に応じた支援を行うとともに、海外企業とのビジネ
スマッチングを支援し、アジアをはじめとした海外諸国での円滑な事業展開を促進します。

水・環境など、多様な分野の産業や技術、人材が集積し、豊富な地域資源を有する滋賀の強みを活かして、「水・エネ
ルギー・環境」「医療・健康・福祉」「高度モノづくり」「ふるさと魅力向上」「商い・おもてなし」の５つの切り口
でのイノベーションの創出に取り組むとともに、本社機能や研究開発拠点機能を有する企業の誘致を進めるなど、滋賀
発の力強い産業の創出を図ります。

本県の地域特性やポテンシャル等を踏まえた滋賀ならではのエネルギーの地産地消を推進するとともに、エネルギー関
連産業の振興や、エネルギーの利用や供給の効率化に係る技術開発の促進を図ります。

平成25年度 平成30年度

海外支援拠点の利用件数 0件 20件（累計）

中小企業の新製品等開発計画の認定件数 5件 32件（累計）

2件 10件（累計）

再生可能エネルギーの発電導入量 22.2万kW 47.2万kW

地域主導による再生可能エネルギー創出支援件数 4件 18件（累計）



【施策3-1】

【施策3-2】

【施策3-3】

滋賀の潜在資源を活かした地域産業の育成と
海外展開支援

企業の経営基盤の強化

これからの産業を担う人材力の強化

国際展開力の強化

地域主導による「地産地消型」・「自立分散
型」の新しいエネルギー社会づくり

地産地消型新エネルギー社会の実現

これからの時代を切り拓くイノベーションの
創出

水・エネルギー・環境イノベーションの創出

医療・健康・福祉イノベーションの創出

高度モノづくりイノベーションの創出

ふるさと魅力向上イノベーションの創出

商い・おもてなしイノベーションの創出



H27 H28 H29 H30

発信企業数
40社

発信企業数
40社

発信企業数
40社

発信企業数
40社

雇用創出数
60人

雇用創出数
150人

雇用創出数
160人

中小企業支援課

施策３－１
滋賀の潜在資源を活かした地域産業の
育成と海外展開支援

○　滋賀の地域経済および社会が今後も持続的に発展していくためには、県内企業数の99％以上を占め、
地域の経済や社会の担い手として大変重要な役割を果たしている中小企業・小規模事業者の事業活動の活性
化がますます重要となってきます。
○　そのために、中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化（経営力の向上、人材の確保・育成、創業支援
など）や、中小企業・小規模事業者と大企業や新たな進出企業等との事業機会の拡大に取り組みます。
○　また、人口減少・少子高齢化が急速に進展する中で、地域内での人・モノ・資金の循環の促進を図り、
地域の活性化につなげるため、様々な地域課題のニーズにきめ細かく対応し、生活の質の向上につながる商
品・サービスの創出や、地域における雇用の場の創出や起業を促進します。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

滋賀の“ちいさな企業”魅力発信事
業
県内各地域において、魅力的な製品
やサービスを提供している“ちいさ
な企業”の活性化を図るため、県民
等がお薦めする“ちいさな企業”を
募集し、推薦された企業の事業内容
や魅力等について、Webを活用して
情報発信を行う。

魅力発信を行う企業数
40社(毎年)

Webを活用した“ちいさな企業”の魅力発信

滋賀発の産業・雇用創造推進プロ
ジェクト事業
本県の特性や優位性を活かしなが
ら、戦略的分野における産業振興と
一体となった雇用政策として、人材
の確保・育成を促進する取組と新製
品開発・新規事業展開への流れを促
進し新たな雇用を創造する取組を進
め、雇用の受け皿づくりと安定的か
つ良質な雇用の創造を図る。

企業の経営基盤
の強化

滋賀発の産業・雇用創造
推進プロジェクトによる
雇用創出数
370人（H27～H29累計）

若年求職者向け研修、合同企業説明会、企業の新事業展開
への助成や人材力育成等による雇用創出

労働雇用政策課
商工政策課
モノづくり振興課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

成長産業調査分野
1分野

成長産業調査分野
1分野

成長産業調査分野
1分野

成長産業調査分野
1分野

1件 2件 3件 4件

参加社数
10社

参加社数
10社

参加社数
10社

参加社数
10社

8件 8件 8件 8件

本県に必要な誘致対象企業を明らかにするための成長産業4分野のサプライ
チェーン調査の実施

本社機能、研究開発拠点、マザー工場等の立地促進

近江金石会（県外版）の開催

成長産業サプライチェーン調査事
業
裾野の広い自動車・航空機産業等の
今後の成長が見込まれる産業におい
て、部品を製造する川上から、川中
を経て、最終製品を製造する川下ま
でのサプライチェーンを調査し、本
県に必要な企業を抽出し、誘致対象
企業の情報収集を行うことにより、
「滋賀に必要な企業」を戦略的に誘
致する。

本県に必要な誘致対象企
業を明らかにするための
成長産業4分野のサプライ
チェーン調査
1分野(毎年)

「Made in SHIGA」企業立地助成金
滋賀県経済の発展に必要な企業の戦
略的な誘致や、県内で操業中の企業
のさらなる設備投資を促進するた
め、本社機能、研究開発拠点、マ
ザー工場などの新規立地や県内工場
の増設に対し、その費用の一部を助
成する。

本社機能、研究開発拠
点、マザー工場等の立地
促進
立地件数
10件（H27～H30累計）

近江金石会（県外版）事業
大都市圏において、「近江金石会
（県外版）」を新たに開催し、県外
に本社機能を有する県内立地企業の
企業幹部との関係強化を図るととも
に、県内へのさらなる集約化や再設
備投資を促進する。

近江金石会(県外版)への
参加社数
延べ40社（H27～H30累
計）

企業誘致推進室

企業誘致推進室

プロジェクトチャレンジ支援事業
「滋賀県産業振興ビジョン」に定め
る本県経済を牽引するイノベーショ
ンにかかる新産業を創出するため、
技術開発計画から成果の事業化まで
の計画認定および認定された計画に
基づき企業が行う技術開発等に必要
な経費の一部を助成する。

中小企業者等が行う新製
品・新技術開発と事業化
に関する計画の認定数
32件（H27～H30累計）

モノづくり振興課

チャレンジ計画の認定

企業の経営基盤
の強化

企業誘致推進室



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

県産品等の率先購
入

県産品等の設置場
所数
5か所

10件 10件 10件 10件

発注元への受注側
企業紹介数
30件

発注元への受注側
企業紹介数
30件

発注元への受注側
企業紹介数
30件

発注元への受注側
企業紹介数
30件

受注側参加企業数
延べ100社

受注側参加企業数
延べ100社

受注側参加企業数
延べ100社

受注側参加企業数
延べ100社

10名 10名 10名

10回 10回 10回 10回

100社 100社 100社 100社

企業訪問等の実施
中小企業支援課

滋賀県産品県庁率先活用推進事
業
地域における経済循環を促進するた
め、県において、滋賀らしい価値観
を持つ商品等の率先購入に取り組む
とともに、県内外への発信に努め
る。

率先購入県産品等の設置
場所数
5か所

ちいさなものづくり企業等成長促進
事業
ものづくりに携わる中小企業・小規
模事業者が必要とする情報収集や、
受発注体制についての取組、自社分
析について支援を実施することで、
企業の自立的・持続的な成長を促進
する。

地域の創業応援隊事業
既存の支援策を理解した上で起業家
の立場で様々な相談に応じることの
できるノウハウをもった人材を養成
し、起業家の発掘および事業化の促
進、開業率の向上につなげる。

意見交換・企業訪問等の
実施、実施計画の説明資
料の配布
中小企業者・関係団体等
との意見交換
40回（H27～H30累計）
企業訪問等の実施
400社（H27～H30累計）

商工政策課

企業の経営基盤
の強化

インキュベーション・マ
ネージャー（IM）※の養
成　30名（H27～H29累
計）

※インキュベーション・
マネージャー…起業家等
を支援し事業化までを導
く専門家

企業情報シートの作成支
援
40件（H27～H30累計）
発注元への受注側企業紹
介数
120件（H27～H30累計）
受注側参加企業数
延べ400社（H27～H30累
計）

企業情報シートの作成支援

モノづくり振興課

ＩＭの養成

中小企業活性化推進事業
「滋賀県中小企業の活性化の推進に
関する条例」の普及啓発、中小企業
者等の意見の反映の推進と中小企業
活性化施策の周知を図るため、意見
交換会や企業訪問等を実施するとと
もに、分かりやすい実施計画の説明
資料を作成する。

発注元企業への訪問等

商談会の開催

中小企業者・関係団体等との意見交換の実施

中小企業支援課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

事業数
200事業

事業数
200事業

事業数
200事業

事業数
200事業

参加人数
200人

参加人数
200人

参加人数
200人

参加人数
200人

マッチング成立
4件

マッチング成立
4件

マッチング成立
4件

マッチング成立
4件

受講者数
100人

受講者数
100人

受講者数
100人

受講者数
100人

受講者
15人

受講者
15人

受講者
15人

受講者
15人

カイゼン派遣
5社

カイゼン派遣
6社

カイゼン派遣
7社

カイゼン派遣
7社

参加者数
200人

参加者数
200人

参加者数
200人

参加者数
200人

大学訪問数
20校

大学訪問数
20校

大学訪問数
20校

大学訪問数
20校

滋賀の“ちいさな企業”応援月間事
業
“ちいさな企業”向け施策について
周知等を図るため、10月を「滋賀の
“ちいさな企業”応援月間」として
定め、関係機関と連携してフォーラ
ムや施策説明会、相談会等を開催す
る。

研修会の受講者数
100人(毎年)

月間に位置付ける事業数
800事業(H27～H30累計）
※関係機関の事業も含む

フォーラム参加人数
800人(H27～H30累計）

中小企業支援課

中小企業支援課

企業の経営基盤
の強化

これからの産業
を担う人材力の
強化

カイゼンスクールの実施

カイゼン派遣事業の実施

中小企業人材育成促進事業
中小企業人材育成プランナーを配置
し、人材育成に関する相談・援助、
研修会の企画・実施、人材バンクの
運用を行うことにより、中小企業の
人材育成を支援する。

研修会の開催

ものづくり人材育成事業｢(仮称)滋
賀ものづくりカイゼンセンター｣
ものづくり企業に対し、いわゆる
「カイゼン」による生産性向上や経
営基盤安定を図るため、「カイゼ
ン」を学ぶスクール事業と「カイゼ
ン」インストラクターを派遣する事
業を実施する。

スクール受講者数
60人（H27～H30累計）
カイゼン派遣企業数
25社（H27～H30累計）

商工政策課

ふるさと滋賀就職応援事業
若年求職者と県内中小企業の出会い
の場として企業説明会を開催し、雇
用のミスマッチ解消やＵ・Ｉターン
就職の促進につなげる。

企業説明会の参加者数
200人(毎年)

大学訪問数
20校(毎年)

企業説明会の開催

労働雇用政策課

大学連携の推進

農商工連携推進事業
中小企業者が農林水産業者と連携し
て行う新商品の開発や事業化を促進
するため、研修会の開催、専門家の
派遣等による支援を行う。

中小企業者と農林水産業
者のマッチング成立件数
16件（H27～H30累計）

研修会の開催、専門家派遣の実施

フォーラムの開催

労働雇用政策課

滋賀の“ちいさな企業”応援月間の実施



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

10者 10者 10者 10者

出展者当たりの一
般商談件数
100件

出展者当たりの一
般商談件数
100件

出展者当たりの一
般商談件数
100件

出展者当たりの一
般商談件数
100件

国際展開力の強
化

海外環境見本市共同出展事業
海外で開催される環境関連見本市に
県内企業の参加を得て、びわ湖環境
ビジネスメッセコーナーを出展す
る。

海外でのびわ湖環境ビジ
ネスメッセコーナーへの
企業出展者数
延べ40者(H27～30累計)
出展者当たりの一般商談
件数
延べ400件(H27～30累計)

海外でのびわ湖環境ビジネスメッセコーナーへの企業出展の促進

モノづくり振興課一般商談の促進



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

出張相談の実施

出張相談件数
42件

出張相談件数
44件

出張相談件数
46件

出張相談件数
48件

中小企業の海外見本市への出展支援

支援件数
8件

支援件数
8件

支援件数
8件

支援件数
8件

海外現地（ホーチミン市等）における企業支援

現地支援件数
5件

現地支援件数
5件

現地支援件数
5件

現地支援件数
5件

県産品のPR

物産販売者数
10者
茶器等展示数
50点

国際展開力の強
化

マイヤーガーデン滋賀プロジェクト
事業
米国ミシガン州のマイヤーガーデン
（美術・植物庭園）にて開催される
滋賀特別展に合わせ、現地で滋賀の
物産等の紹介や情報発信などを行
う。

滋賀県の魅力の海外での
発信・アピール
物産販売者数
10者
茶器等展示数
50点

観光交流局

海外展開支援事業
（公財）滋賀県産業支援プラザ内に
貿易や海外投資等に関する相談窓口
を設置するほか、ベトナムホーチミ
ン市と締結した覚書に基づき、当該
地域におけるビジネス展開を重点的
に支援するなど、中小企業の海外に
向けた事業展開を支援する。

県内中小企業の海外での
事業展開支援
出張相談件数
180件（H27～H30累計）
海外見本市出展支援件数
32件（H27～H30累計）
海外現地（ホーチミン市
等）企業支援件数
20件（H27～H30累計）

商工政策課



H27 H28 H29 H30

見本市出展ブース
での相談・商談件
数
500件

見本市出展ブース
での相談・商談件
数
500件

見本市出展ブース
での相談・商談件
数
500件

見本市出展ブース
での相談・商談件
数
500件

ビジネスマッチン
グ件数
10件

ビジネスマッチン
グ件数
10件

ビジネスマッチン
グ件数
15件

ビジネスマッチン
グ件数
15件

ビジネスプロジェ
クト創出件数
1件

ビジネスプロジェ
クト創出件数
1件

ビジネスプロジェ
クト創出件数
1件

ビジネスプロジェ
クト創出件数
1件

 6回  6回  6回  6回

セミナーの開催

参加者
90名

個別相談の実施

10件

共同研究の実施

2件

再生可能エネルギー技術革新推
進事業
再生可能エネルギー分野への県内企
業の進出を支援するため、技術動向
等に関するセミナーや相談会を開催
するとともに、技術開発を目指す県
内企業との共同研究を実施する。

再生可能エネルギー分野
研究推進のためのセミ
ナー開催
90名（30名/1回×3回）
企業からの個別相談対応
数
10件
企業との共同研究数
2件

工業技術総合セン
ター

再生可能エネルギー総合推進事
業
地域主導による再生可能エネルギー
の導入促進を図るため、産学官金民
による推進会議、事業化を支援する
研修等を開催する。

事業化に向けた取組の交
流機会の実施
24回（H27～H30累計）

事業化に向けた取組の交流機会の実施

エネルギー政策課

水環境ビジネス関連プロジェクトの創出・展開

ウォーターバレー滋賀・水環境ビジ
ネス推進事業
本県の水環境保全への産学官民の取
組を「琵琶湖モデル」として発信
し、水環境課題の解決に向けた技術
や製品、情報をはじめ、企業や大学
等研究機関の集積をめざすととも
に、「しが水環境ビジネス推進
フォーラム」をプラットフォームと
して、その連携を通じて、具体的な
プロジェクト等を創出・展開し、ビ
ジネスの推進を図る。

見本市出展ブースでの相
談・商談件数
延べ2,000件（H27～H30累
計）

ビジネスマッチング件数
50件（H27～H30累計）

水環境ビジネス関連プロ
ジェクトの創出件数
4件（H27～H30累計）

国内見本市等への「しが水環境ビジネス推進フォーラム」の出展

商工政策課

水環境ビジネス関連のビジネスマッチングの推進

施策３－２
これからの時代を切り拓くイノベー
ションの創出

○　人口減少・少子高齢化の急速な進行や経済のグローバル化の進展など、経済・社会の構造的な変化が進
む中、滋賀から、これからの時代を切り拓く「新しい価値」を創造、発信し、本県経済の発展や雇用の維
持・拡大、地域の活性化につなげていくことが重要です。
○　こうした中、滋賀の持つ力を活かし、伸ばしていくことにより、「水・エネルギー・環境」、「医療・
健康・福祉」、「高度モノづくり」、「ふるさと魅力向上」、「商い・おもてなし」の５つの切り口からの
イノベーションの創出に重点的に取り組み、滋賀発の力強い産業の振興と魅力ある雇用の創出を図ります。
○　取組に当たっては、様々な産業や企業、人のつながりにより、５つの切り口が相互に連関し合いながら
展開し、さらに新たな価値を創造していくことを目指します。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

水・エネルギー・
環境イノベーショ
ンの創出



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

試作サンプルの提
供

2社

共同研究の実施

1件

水環境フォーラム
の開催

1回

1件（累計） 2件（累計） 3件（累計） 4件（累計）

応用研究（動物実
験等の実施）

応用研究（動物実
験等の実施）

開発に向けた臨床
研究

開発に向けた臨床
研究

治験 治験 治験 企業による承認申請

開発体制の調整
開発に向けた臨床
研究

治験 企業による承認申請

4回 4回 4回 4回

水・エネルギー・
環境イノベーショ
ンの創出

難聴治療薬の研究・開発

内耳検査機器の研究・開発

懇話会等の開催

医療・健康・福祉分野における競争的研究開発資金への応募

モノづくり振興課

観光交流局

湖南省友好県省連携事業
中国湖南省とのトップレベルでの友
好交流を推進するとともに、将来の
経済交流につながる技術協力を行
う。

水環境フォーラムの開催
1回（H27）

琵琶湖のヨシなどからつくる蓄電池
材料開発事業
再生可能エネルギー技術の振興と県
内地域資源の活用を促進するため、
琵琶湖のヨシなどを用いた蓄電池材
料の技術開発を実施する。

未利用資源を用いた蓄電
池材料の実用化に向けた
製造技術確立
試作サンプルの提供数
2社
企業との共同研究数
1件

東北部工業技術セ
ンター

医療・健康・福祉
イノベーションの
創出

健康創生産業育成事業
国内外において今後の成長が期待さ
れる健康創生産業の創出・振興を図
るため、国の総合特区制度を活か
し、医療・健康機器の開発や健康支
援サービスの提供への取組を支援す
るとともに、医療・健康分野への進
出や事業拡大に必要な成長資金の供
給を促進する。

医療・健康・福祉分野に
おける競争的研究開発資
金への応募件数
4件（H27～H30累計）

聴覚・コミュニケーション医療セン
ター事業
聴覚器障害を持つ小児や難聴を
患う高齢者がいきいきと健康的な生
活を送るため、成人病センター等
において、医療実践や病・産・官・
学の連携による聴覚器医療関連機
器等の開発等の「聴覚・コミュニ
ケーション医療の確立」を目指す。

大学・企業との連携によ
る新薬・機器開発にむけ
た臨床研究を実施

新型人工内耳の研究・開発

成人病センター

行政、医療関係者、患者
等の関係者による情報共
有のため懇話会の開催等
を実施
懇話会の開催回数
16回（H27～H30累計）



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

6件 6件 6件 6件

情報発信

100件以上

ビジネスモデル創
出件数
2件

ビジネスモデル創
出件数
2件

ビジネスモデル創
出件数
2件

ビジネスモデル創
出件数
2件

展示の実施

12ブース

ふるさと魅力向
上イノベーション
の創出

商工政策課

地域経済循環の活性化に
つながるビジネスモデル
創出件数
8件（H27～H30累計）

地場産業の魅力発信事業
陶芸の森25周年事業と連携した、県
内地場産業の魅力発信にかかる取組
を支援し、地場産地の活性化を図
る。

陶芸の森における各産地
および産地間連携にかか
る展示の実施
12ブースの出展

滋賀の資源をつなぐ絆プロジェクト
推進事業
地域における経済循環の促進を図る
ため、関係団体との協働により、県
内企業間のマッチングを行い、滋賀
の様々な技術や商品、サービス、地
域資源等のつながりの中から、暮ら
しの安全・安心を支え、また、地域
の魅力創造につながる新たなビジネ
スモデルの創出に取り組む。

滋賀の技術・商品・サービス等をつなぐコーディネート活動、事業化に向けた取組

高度モノづくりイ
ノベーションの創
出

産学官連携コーディネート拠点運
営事業
大学等の研究シーズを有効に活用
し、本県中小企業等の新製品・新技
術の研究開発等につなげる産学官連
携の支援体制を整備し、共同研究の
推進や研究成果の事業化を促進す
る。

産学官連携等共同研究体
の形成数
24件（H27～H30累計）

産学官連携等共同研究体の形成

モノづくり振興課

「こんなところに滋賀の技術」発信
事業
本県モノづくり企業の有する優れた
製品や技術の情報をまとめた冊子を
作成し、広く県内外企業やマスコ
ミ、県民等に発信する。

製品・技術の情報収集お
よび冊子発行
情報発信件数
100件以上

モノづくり振興課

モノづくり振興課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

利活用計画の検討

・検討会議開催
・有識者意見聴取
・検討調査実施
・利活用に向けた
　方向性の決定

支援件数
20件

支援件数
20件

支援件数
20件

支援件数
20件

マッチング件数
22件

マッチング件数
24件

マッチング件数
26件

マッチング件数
28件

ふるさと魅力向
上イノベーション
の創出

商い・おもてなし
イノベーションの
創出

利活用の実現に向けた取組

魅力あるお店創出支援事業
開業希望者を発掘・育成する創業支
援セミナー、受講者を具体的な開業
に導くフォローアップ、モデルとな
る店舗への支援により、魅力ある
リーディング店舗の創出を図ること
で、開業者の発掘・育成、独り立ち
までを一貫して支援する。

創業支援セミナー受講
者・修了者への支援件数
80件(H27～H30累計)

創業支援セミナー、修了者のフォローアップなどの支援

利活用計画の検討を踏まえた、具体的な取組

商店街等空き店舗活用マッチング
支援事業
しが空き店舗情報サイト「AKINAIし
が」の効果的な運用により、当サイ
トの一層の利活用を図るとともに、
「AKINAIしが」に登録した店舗につ
いて、商店街・地域のニーズに合っ
た借り手とマッチングさせるモデル
事業を展開することにより、商店街
の空き店舗の有効活用と小規模事業
者の創業を促進する。

しが空き店舗情報サイト
「AKINAIしが」による出
店希望者と店舗所有者・
管理者とのマッチング件
数
100件（H27～H30累計）

「AKINAIしが」の運用による空き家店舗の活用

中小企業支援課

米原駅周辺活性化による県広域振
興推進事業
米原駅周辺の活性化を図り、県東北
部の広域振興に資するため、米原駅
東口県有地を中心とした利活用計画
を検討する。

米原駅東口県有地(約
21,551m2)の利活用の方向
性の決定

新駅問題・特定プ
ロジェクト対策室

中小企業支援課



H27 H28 H29 H30

「道筋」の取りま
とめ

施策構築等へ反映 施策構築等へ反映 施策構築等へ反映

取組モデルの創出
支援件数
3件

取組モデルの創出
支援件数
3件

取組モデルの創出
支援件数
3件

取組モデルの創出
支援件数
3件

20件 20件 20件 20件

20件 20件 20件 20件

新しいエネルギー社会づくり検討
調査
エネルギー問題に詳しい学識経験者
やエネルギー関係者による有識者会
議を設置し、その意見を聞きなが
ら、原発に依存しない新しいエネル
ギー社会づくりに向けた具体的な方
策や進め方などを取りまとめる。

「道筋」(具体的な方策や
進め方等)を取りまとめ、
施策構築や政策提案へ反
映

エネルギー政策課

事業所創エネ・省エネ促進事業
中小企業者等による電気需要の平準
化、省エネ・創エネの取組を支援す
るため、専門家によるエネルギー診
断の受診や省エネ・創エネ設備の整
備に対し支援を行う。

「道筋」の取りまとめと施策構築等への反映

省エネ診断受診件数
80件(H27～H30累計)

創エネ・省エネ設備導入
支援件数
80件(H27～H30累計)

施策３－３
地域主導による「地産地消型」・「自
立分散型」の新しいエネルギー社会づ
くり

○　低炭素社会づくりの推進、地域内経済の活性化、災害時における代替エネルギーの確保の観点から、再
生可能エネルギー等の普及・拡大が求められています。
○　滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン（2013年2月策定）に基づき、再生可能エネルギーの導入
目標量を106万kW（2010年比約19.3倍)、再生可能エネルギーと天然ガスコージェネレーション等と併
せた分散型電源の比率を25%（2010年比約3.7倍）にまで高めることをめざしており、固定価格買取制度
（FIT）による導入拡大も受け、現在、県内の再生可能エネルギー発電設備の累積導入量は約29.7万kW
（2010年比約5.4倍、2014年9月末時点）の水準となっています。
○　今後、地域主導による「地産地消型」「自立分散型」の新しいエネルギー社会の創造に向けて、地域主
体の取組をさらに拡充させていくため、地域や事業所等における再生可能エネルギー等の導入取組の促進に
取り組んでいきます。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

エネルギー政策課

地域プロジェクト創出支援事業
地域資源や地域特性などを活かした
再生可能エネルギー導入の取組を支
援するため、市町、民間事業者、
NPO法人、地域協議会等による事業
化に向けた構想や計画の策定、市民
共同発電方式による導入取組に対し
助成を行う。

地域主導による再生可能
エネルギー導入取組モデ
ルの創出支援件数
20件（H25～H30累計）
※H25:4件､H26:4件

地域プロジェクトの創出支援

エネルギー政策課

地産地消型新エ
ネルギー社会の
実現

創エネ・省エネ設備導入に対する支援

省エネ診断受診の推進



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

創エネ分野の訓練
内容の検討

創エネ分野の訓練
の実施準備

創エネ分野の訓練
の開始

創エネ分野の人材
の輩出
20人

地産地消型新エ
ネルギー社会の
実現

省エネ・創エネ導入促進人材育成
事業
高等技術専門校において、省エネル
ギー住宅や安全・安心な住宅の施工
技術を有する人材および再生可能エ
ネルギーに関する幅広い知識・技能
を有する人材を育成する職業訓練の
実施に向け、カリキュラムの検討や
指導員の養成を行う。

再生可能エネルギー分野
の
新たな人材の輩出
20人（H30）

創エネ分野に係る訓練の実施

労働雇用政策課



関係部局：琵琶湖環境部、農政水産部、土木交通部

【目指す方向】

【平成30年度（2018年度）の目標とする指標】

1

2

3

4

5 平成26年度

再生可能エネルギーの発電導入量（再掲） 22.2万kW 47.2万kW

低炭素社会づくり学習講座の受講者数 3,244人 15,000人（累計）

環境保全行動実施率 67% 73%

琵琶湖漁業の漁獲量（外来魚を除く） 879トン（速報値） 1,400トン

琵琶湖水質に関する新たな指標の導入 ー 新たな指標の導入

4　琵琶湖をはじめとするめぐみ豊かな環境といのちへの共感を育む社会の実現

琵琶湖を健全な姿で次世代に引き継ぐために、「森～川～里～湖」という大きな視点から、これまでの水質保全対策に
加えて、在来魚の回復をはじめとする琵琶湖流域生態系の保全・再生や、暮らしと湖の関わりの再生を進めるととも
に、様々な生きものでにぎわう、生命あふれる自然環境の再生を進めます。

低炭素社会の実現を目指して、企業や家庭、個人が、自らのライフスタイルやビジネススタイルの転換を進め、節電や
省エネ行動をさらに広げていくとともに、エコ交通の普及や再生可能エネルギーなどの導入促進を図ります。廃棄物に
ついては、可能な限り適正な循環的利用を行い、循環型社会の形成に向けて取り組みます。

環境への関心と問題解決能力を高め、持続可能な社会づくりに向けて主体的に実践行動できる人育てを目指し、ライフ
ステージに応じた環境学習の充実を図るとともに、琵琶湖博物館や環境学習センターなど、環境学習の拠点機能を生か
した取組を進めます。

平成25年度 平成30年度



【施策4-1】

【施策4-2】

【施策4-3】

主体性をもった人育ち・人育て環境の未来を拓く「人」・「地域」の創造

琵琶湖の健全性確保と琵琶湖と人が共生する社会の継承

生きもののにぎわいとつながりのある豊かな社会づくり

低炭素社会・省エネルギー型の社会への転換

廃棄物の排出抑制や再使用に重点をおく3Ｒ取組のステップアップ

低炭素化など環境への負荷が少ない安全で快
適な社会の実現

琵琶湖環境の再生・継承



H27 H28 H29 H30

生息環境の現況把
握・評価（底質、
沿岸帯、森林・河
川、水田・内湖）

餌環境の現況把
握・評価（栄養塩
～動植物プランク
トン～魚介類）

補足調査・総合解
析・要因解明
結果の取りまとめ

研究会等　2回 研究会等 2回

施策4-1
琵琶湖環境の再生と継承

〇　琵琶湖においては、水質面では富栄養化が引き続き抑制されている一方で、外来魚の増加、水草の異常
繁茂、外来水生植物の増加など、生態系の面での課題が顕在化しています。琵琶湖を健全な姿に回復するた
めに、水質保全に加えて、より一層生態系の保全に取り組んでいきます。このため、琵琶湖環境研究推進機
構を中心に、森林から琵琶湖まで全体像を俯瞰したうえで、実効性のある統合的な施策を構築し、推進して
いきます。
〇　平成26年度に策定する「(仮称)生物多様性しが戦略」の行動計画に基づき、具体的な取組を推進すると
ともに、水草、侵略的外来水生植物等の喫緊の課題に、時機を逸することなく対応していきます。
〇　平成27年４月施行予定の「琵琶湖森林づくり条例」の改正や「滋賀県水源森林地域保全条例」の制定
を踏まえ、水源林保全のための具体的な取組を推進するとともに、新たに創設された国の「指定管理鳥獣捕
獲等推進事業」も活用しながら、ニホンジカ対策を強化します。
〇　湖南省における汚水処理の技術協力を進めるとともに、世界湖沼会議の成果のフォローや平成27年４
月に開催される世界水フォーラム等への参加を通じて、本県の培った環境技術や経験を世界に向けて発信し
ます。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

琵琶湖の健全性
確保と琵琶湖と
人が共生する社
会の継承

在来魚介類のにぎわい復活に向け
た研究
［琵琶湖環境研究推進機構］
琵琶湖流域における喫緊の課題であ
る「在来魚介類の減少」に対して、
県立試験研究機関と連携し、水系の
つながり（森-川-里-湖）の視点か
ら、その分断による底質環境への影
響評価や在来魚介類の分布・移動と
の関係把握を進めるとともに、餌環
境のつながりの視点から、琵琶湖で
の生物生産力の評価を行い、在来魚
介類の減少要因の解明とにぎわい復
活に向けた政策提案を行う。

環境政策課、琵琶
湖環境科学研究セ
ンター、琵琶湖博
物館、水産試験
場、農業技術振興
センター

在来魚介類のにぎわい復
活に向けた「生息環境の
再生」、「餌環境の再
生」についての総合解
析・要因解明を行い、施
策提案としてとりまとめ
た上、H29以降の施策化を
目指す。

連携研究の推進

外部知見との交流



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

TOC水質目標値設
定に向けた調査
（有機物の質の変
化が生態系に与え
る影響調査）

外部有識者による
調査内容等の検討

懇話会の開催 3回

TOCの導入に向け
て環境審議会での
検討

第７期湖沼水質保
全計画にTOCによ
る水質評価を反映

国とともにTOCの
水質目標値の設定
について検討

新たな水質評価指
標（環境基準）の
確立

流出水対策推進モ
デル計画策定調査

水質調査の実施
年1回

赤野井湾流域流出
水対策推進連絡会

会議の開催　年1
回

計画の策定および
推進

計画の推進 計画の推進

琵琶湖政策課

琵琶湖の健全性
確保と琵琶湖と
人が共生する社
会の継承

琵琶湖政策課

新たな水質評価指標（ＴＯＣ等）導入に向けた検討

水質評価指標としてのTOC等導入
に向けた調査研究
平成26年度に開催した「琵琶湖にお
ける新たな水質管理あり方懇話会」
での意見を踏まえ、新たな水質評価
指標（TOC等）の導入を進めるた
め、調査・検討を進める。

新たな水質評価指標とし
てのTOC等の導入

有機物の水環境への影響調査

TOC水質目標値設定に向けた調査
（湖沼における有機物の

役割や影響の調査）

計画の策定および推進

赤野井湾流域流出水対策
推進計画（第3期）の策定
（H28）と計画の推進

湖沼水質保全計画推進事業
赤野井湾流域流出水対策推進計画に
基づくモニタリング等を実施する。



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

第7回韓国
地方自治体プロセ
スおよび個別セッ
ションでの発表、
ブース出展

第8回ブラジル
地方自治体プロセ
スおよび個別セッ
ションでの発表、
ブース出展

第16回インドネシ
ア
開会式知事スピー
チおよび個別セッ
ションでの発表、
ブース出展

第17回（開催地未
定）
開会式知事スピー
チおよび個別セッ
ションでの発表、
ブース出展

水環境ビジネス展
開支援のための情
報発信

JICA事業評価報告
会・セミナー（湖
南省にて各1回開
催）

下水道課

JICA草の根技術協力事業
と連携した、中国湖南省
への汚水処理に係る技術
協力と水環境ビジネス関
連情報の発信の実施
JICA事業評価報告会　1回
セミナー　1回

湖沼問題の解決に向けた国際協
力と情報発信
琵琶湖の保全や管理で培った本県の
環境技術や経験を世界へ発信し、途
上国等への国際貢献やネットワーク
強化を図るため、「世界水フォーラ
ム」への参加を行うとともに、世界
湖沼会議をフォローし、関係機関と
の情報の共有を図る。

琵琶湖政策課

世界水フォーラムにおけ
る琵琶湖の取組について
の世界発信
　第7回参加（H27)
　第8回参加（H29）

世界湖沼会議における琵
琶湖保全の発信、交流の
推進と情報の共有
　第16回参加（H28）
　第17回参加（H30）

世界水フォーラムへの参加

世界湖沼会議への参加

汚水処理分野における技術協力プ
ロジェクト
「JICA草の根技術協力事業」と連携
して、中国湖南省に汚水処理に係る
技術協力を行う。併せて、水環境ビ
ジネスに結びつけるための国内外へ
の情報発信等を実施する。

琵琶湖の健全性
確保と琵琶湖と
人が共生する社
会の継承



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

県との共同研究、
試料・ﾌｨｰﾙﾄﾞの提
供、技術展示
（利用件数20件）

県との共同研究、
試料・ﾌｨｰﾙﾄﾞの提
供、技術展示
（利用件数20件）

県との共同研究、
試料・ﾌｨｰﾙﾄﾞの提
供、技術展示
（利用件数20件）

県との共同研究、
試料・ﾌｨｰﾙﾄﾞの提
供、技術展示
（利用件数20件）

水質管理技術支
援、普及啓発
技術講習会（2
回）
広報誌発行（2
回）
ｲﾍﾞﾝﾄ（1回）

水質管理技術支
援、普及啓発
技術講習会（2
回）
広報誌発行（2
回）
ｲﾍﾞﾝﾄ（1回）

水質管理技術支
援、普及啓発
技術講習会（2
回）
広報誌発行（2
回）
ｲﾍﾞﾝﾄ（1回）

水質管理技術支
援、普及啓発
技術講習会（2
回）
広報誌発行（2
回）
ｲﾍﾞﾝﾄ（1回）

累計　180団体 累計　200団体 累計　220団体 累計　240団体

築堤箇所実施設計

工事
(排水ポンプ設備)

工事
(排水ポンプ設備)

工事
(北区西側築堤)

工事
(南区西側築堤)

下水道水質管理技術支援
と普及啓発の実施

技術講習会　8回
広報誌発行　8回
イベント　　4回
（H27～H30累計）

下水道水質管理技術支援、普及啓発の実施

早崎内湖再生事業
早崎内湖再生事業の推進に必要とな
る築堤箇所の実施設計、排水ポンプ
設備工事等を実施する。 早崎内湖の再生のための

排水ポンプ設備、内湖建
設工事の実施

排水ポンプ設備および内湖建設工事の実施

琵琶湖政策課

マザーレイクフォーラム推進事業
多様な主体が思いと課題を共有し、
団体・地域・分野を超えたつながり
を育むとともに、マザーレイク21計
画の進行管理および評価・提言を行
う場となるマザーレイクフォーラム
を推進する。

下水道課

下水道課

マザーレイクフォーラム
への参加団体数
累計240団体

参考　H25までの累計135団体

マザーレイクフォーラムへの参加

琵琶湖政策課

淡海環境プラザ事業
矢橋帰帆島の淡海環境プラザにおい
て、技術の研究開発や普及促進支
援、下水道管理技術支援、下水道の
普及啓発等を行う。

企業等が行う水環境技術
の開発支援と普及促進支
援の実施
利用件数　80件
（H27～H30累計）

新技術開発等支援事業の実施

琵琶湖の健全性
確保と琵琶湖と
人が共生する社
会の継承



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

重量 960トン 重量 960トン 重量 960トン 重量 1,310トン

面積 300ha 面積 300ha 面積 300ha 面積 300ha

面積 25ha 面積 25ha 面積 25ha

重量 350トン 重量 350トン 重量 350トン

面積 20ha 面積 20ha 面積 20ha 面積 20ha

表層部刈取り

琵琶湖政策課

根こそぎ除去

琵琶湖政策課

琵琶湖政策課

南湖の水草異常繁茂への
集中的かつ柔軟な対応と
して、地域の要望に応じ
た機動的な表層刈取りに
より美観維持と生活環境
の改善。特に密集した群
落を対象とした根こそぎ
除去による拡散と繁茂の
抑制。
密集部根こそぎ除去
75ha
特定沿岸部刈取り
1,050t
（H27～H29累計）

密集部での根こそぎ除去

特定沿岸部での刈取 琵琶湖政策課

水草刈取事業
夏季の水草異常繁茂による航行障害
や悪臭などの生活環境への悪影響を
軽減するため、緊急性や公共性の高
いところから重点的に表層部の刈取
りを実施する。

自然環境や生態系への悪
影響を改善するため、南
湖南北方向の根こそぎ除
去
1,200ha（H27～H30累計）

ホンモロコが移動する南
湖東岸と西岸とを結ぶ南
湖横断部の根こそぎ除去
80ha（H27～H30累計）

水草対策事業
水草の異常繁茂による湖流の停滞、
湖底の泥化など自然環境や生態系へ
の悪影響を改善するため、南湖の南
北方向に水草の根こそぎ除去を実施
する。

生活環境への悪影響を軽
減するため、緊急性や公
共性の高い箇所の表層部
刈取り
4,190トン（H27～H30累
計）

南湖横断部水草除去事業
ホンモロコが南湖東岸の産卵繁殖場
から北湖まで移動できるように、南
湖東岸と北上ルートのある西岸とを
結ぶ経路を、水草を根こそぎ除去す
ることにより確保し、ホンモロコの
かつての賑わいを取り戻す。

南湖集中水草対策事業
南湖において特に水草が密集する群
落などを対象に根こそぎ除去作業を
行う。また、水草刈取船を新たに整
備し、地域からの要望が集中する区
域や特に美観維持が必要な場所につ
いて、集中的かつ機動的な表層刈取
りを実施する。

南湖横断部の根こそぎ除去

琵琶湖の健全性
確保と琵琶湖と
人が共生する社
会の継承



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

面積 150ha 面積 150ha 面積 150ha 面積 150ha

放流量 100万尾 放流量 100万尾 放流量 100万尾 放流量 100万尾

造成面積　1.3ha 造成面積　1.3ha 造成面積　1.2ha

造成面積　4.0ha 造成面積　4.0ha 造成面積　4.3ha

稚貝　1,200万個 稚貝　1,200万個 稚貝　1,200万個

実施日数 20日

実施人数 90人

ニゴロブナ稚魚
80万尾
ホンモロコ稚魚
60万尾

タモ網すくいによるオオクチバス稚魚の駆除

セタシジミ種苗の放流

赤野井湾における外来魚
の集中駆除とニゴロブナ
等の種苗放流

電気ショッカーボートに
よる駆除　20日(H27)
タモ網すくいによる駆除
90人(H27)
水田での種苗生産　二ゴ
ロブナ稚魚80万尾(H27)、
ホンモロコ稚魚60万尾
(H27)

外来魚の生息状況に応じて実施日数を設定

外来魚の生息状況に応じて実施人数を設定

ニゴロブナとホンモロコの再生産状況を勘案して放流量
を設定

水産課

下笠ヨシ帯沖の湖底耕耘

ホンモロコ標識種苗の放流

水産課

水産課

水産課

南湖のセタシジミ資源の
回復

セタシジミ稚貝放流
3,600万個（H27～H29累
計）

赤野井湾の在来魚復活事業
内湖的環境である赤野井湾におい
て、外来魚の集中駆除とニゴロブナ
等の種苗放流を実施し、これら取組
の効果を評価する。

電気ショッカーボートによる集中的な外来魚の駆除

水田を活用した種苗の生産

ヨシ帯の造成

砂地の造成

南湖のホンモロコ資源の
増産

下笠ヨシ帯沖の耕耘
150ha（毎年同水域）
ホンモロコ標識種苗の放
流（20mm種苗）　400万尾
（H27～H30累計）

琵琶湖の健全性
確保と琵琶湖と
人が共生する社
会の継承

セタシジミ種苗放流事業
セタシジミ資源の早期回復を図るた
め、セタシジミ種苗の生産・放流を
行うとともに、放流効果を検証す
る。

取り戻そう！南湖のホンモロコ復
活プロジェクト
南湖において水草を刈り取り、生息
環境の改善および魚の移動経路の回
復を図るとともに、種苗放流を実施
してホンモロコ資源の増産を図る。

水産基盤整備事業
在来魚貝類の産卵繁殖場を回復させ
るため、ヨシ帯および砂地の造成を
行い、水産資源の増大を図る。

ニゴロブナやセタシジミ
などの水産資源の増大

ヨシ帯造成
3.8ha（H27～H29累計）
砂地造成
12.3ha（H27～H29累計）



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

調査・データ解析 調査・データ解析 調査・データ解析 調査結果まとめ

把握試験 把握試験 把握試験 資源増大法の提示

235トン 235トン 235トン 235トン

600万尾 600万尾 600万尾 600万尾

10トン 10トン 10トン 10トン

マニュアル作成

マニュアル作成

水産課

チャネルキャットフィッシュの駆除マニュアル作成

外来魚の積極的な駆除に
よる生息量の低減

外来魚の捕獲
940トン（H27～H30累計）
外来魚稚魚の捕獲
2,400万尾（H27～H30累
計）

琵琶湖の生産力を利用し
たセタシジミ資源増大手
法の開発

既存漁法を用いた外来魚の捕獲

水産課

タモ網すくいによる外来魚稚魚の捕獲

外来魚産卵期集中捕獲事業
南湖や西の湖において、電気ショッ
カーボートによりオオクチバス親魚
を集中的に捕獲するとともに、その
効果調査を実施する。

セタシジミ資源の回復・向上試験事
業
シジミ漁場にポールなどの構造物を
設置し、好適な生息環境を造成する
ことにより琵琶湖の生産力を利用し
た資源増大手法の開発を行う。

漁場における構造物設置効果の把握

水産課

最適な構造物設置条件の把握

外来魚の集中的な捕獲

外来魚の捕獲
40トン（H27～H30累計）

水産課

新たな外来魚の拡散防止および効
率的駆除技術開発研究
特定外来生物に指定され、今後悪影
響が心配されるチャネルキャット
フィッシュとコクチバスの両外来魚
に対して、生息状況の把握や効率的
な駆除技術の開発を行い、漁業者が
継続的に駆除できるよう駆除マニュ
アルを作成する。

コクチバスの駆除マニュアル作成

チャネルキャットフィッ
シュとコクチバスの駆除
マニュアル作成

琵琶湖の健全性
確保と琵琶湖と
人が共生する社
会の継承

外来魚駆除促進対策事業
外来魚捕獲にかかる経費を補助す
る。

電気ショッカーボートによる外来魚の捕獲

生息状況調査・生態特性調査・駆除技術開発

生息状況調査・生態特性調査・駆除
技術開発



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

稚魚　28万尾 稚魚　28万尾 稚魚　28万尾 稚魚　28万尾

参加人数　150人 参加人数　150人 参加人数　150人 参加人数　150人

モデル調査、対策
計画策定
住民啓発19市町

各市町詳細調査

住民啓発19市町

対策工事

住民啓発19市町

対策工事

住民啓発19市町

課題整理、再発防
止対策のとりまと
め

再発防止対策 再発防止対策 再発防止対策

制度説明会の開催

説明会の開催
制度定着

巡視活動
延べ700日

巡視活動
延べ700日

巡視活動
延べ700日

巡視活動
延べ700日

水源林公的機能の
評価

水源林公的機能の
評価、
機能評価情報の発
信

機能評価情報の発
信

機能評価情報の発
信

森林政策課、森林
保全課

水産課

被害軽減対策の取りまと
め（H27）
再発防止対策の実施

被害軽減対策の実施

発生源対策計画の策定
（H27）
対策工事の実施

住民啓発の実施　19市町

発生源対策の実施

下水道課

下水道不明水※対策の取り組み
下水道不明水削減のための原因究明
や対策の検討・実施を行う。

※下水道不明水…下水道管の老朽化
による損傷個所や住宅排水設備の宅
内ますなどから流入する雨水、地下
水など。

琵琶湖固有種ワタカで学ぶ南湖再
生事業
水草を食べるワタカを南湖へ放流
し、漁場の改善を図るとともに、県
民参加型の環境学習と放流体験事業
を行う。

ワタカ稚魚放流の実施

水源林保全対策事業
平成16年に琵琶湖森林づくり条例を
制定し、森林の多面的機能の持続的
発揮に重点をおいた森林づくりを推
進してきたが、深刻化する鳥獣害や
他道県で判明した目的不明な水源林
の取得など、新たな課題に直面して
おり、琵琶湖の水源林を健全な姿で
未来に引き継ぐために、これらの課
題に的確に対応する水源林保全のた
めの取組を行う。

水源森林地域内における
林地取引の事前届出制度
の定着

水源林を保全するため
「水源林保全巡視員」配
置による巡視活動　年間
延べ700日

水源林保全に必要な巡視活動の実施

水源林保全の意識や気運
を醸成するための森林生
態系サービスの評価と県
民への情報発信

水源林の公的機能評価・情報発信

南湖の湖底環境の改善と
環境学習の開催

ワタカの稚魚放流
112万尾（H27～H30累計）
学習会の開催
600人(H27～H30累計）

琵琶湖の健全性
確保と琵琶湖と
人が共生する社
会の継承

環境学習会の開催



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

推進協議会開催
（1回）
モデル的取組の実
施

推進協議会開催
（2回）
モデル的取組の検
証

推進協議会開催
（2回）
取組の地域内展開

推進協議会開催
（2回）
取組の全県への波
及

巨樹・巨木林の分
布状況調査の実施

分布状況調査

保全対策検討会開
催　3回

保全対策の策定

自然環境保全課

恒久的な巨樹・巨木林の
保全対策の策定（H27）
保全対策に基づく保全の
実施(H28～H30)

恒久的な巨樹・巨木林の保全の実施

市町と連携した体制づく
りのための推進協議会の
開催
7回（H27～H30累計）

森林基礎情報整理手法の
モデル的取組の全県への
波及

森林の境界明確化推進機運の醸成

森林政策課

巨樹・巨木の森保全検討事業
航空写真分析と現地補足調査を組み
合わせて、巨樹・巨木林の分布状況
を把握するとともに、恒久的な保全
対策を検討する。

航空写真分析と現地補足
調査を組み合わせた巨
樹・巨木林の分布状況調
査の実施（H27）

保全対策に基づく保全の実施

琵琶湖の健全性
確保と琵琶湖と
人が共生する社
会の継承

森林境界情報強化事業
琵琶湖森林づくり条例改正を踏ま
え、境界明確化を加速させるための
推進体制を整備する。



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

生態系レッドリス
ト作成
保全対策の検討・
策定

利用モデルの策定

保全活動を評価・
認証する制度、
マッチングの仕組
みの構築

生物多様性自治体
ネットワーク総会
の開催（11月）
生物多様性に関す
る普及啓発

生態系サービスの持続可能な利用の推進

自然環境保全課

生物多様性に関する普及啓発

生物多様性の保全活動を
評価・認証する制度や、
マンパワー、フィール
ド、ノウハウ、マネー間
をマッチングする仕組み
の構築（H27）
保全活動の推進

生物多様性保全活動の推進

生態系レッドリストを活用した保全対策の実施

利用モデルに基づく持続可能な利用の推進

評価・認証制度やマッチングの仕組みを活用した保全活
動の推進

生物多様性自治体ネット
ワーク総会の開催（H27）

生物多様性に関する普及
啓発の実施

生物多様性の普及啓発の実施

生物多様性地域戦略の展開事業
平成26年度に策定する「（仮称）生
物多様性しが戦略」に基づき、生態
系レッドリストの作成や里山等を活
用した生態系サービス利用モデルの
検討、生物多様性の理解と行動を促
す取組を進める。

生態系レッドリストの作
成（H27）
生態系の多様性保全対策
の策定（H27）
保全対策の実施

生態系の多様性の保全の実施

生きもののにぎ
わいとつながり
のある豊かな社
会づくり

生態系サービスの持続可
能な利用モデルの策定
（H27）
持続可能な利用の推進



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

面積　30,000㎡ 面積　9,000㎡
管理可能な状態に
おける監視と早期
駆除

根絶

16,000頭 16,000頭 16,000頭 16,000頭

本県の春期生息数
の90%以上を捕獲

本県の春期生息数
の90%以上を捕獲

本県の春期生息数
の90%以上を捕獲

本県の春期生息数
の90%以上を捕獲

10市町 10市町 10市町 10市町

自然環境保全課

自然環境保全課

新規コロニー等拡大防止カワウ対
策事業
新たに発生もしくは急速に生息数が
増加しているコロニー（営巣地）等
において実施する捕獲への助成を行
う。

本県の春期生息数の90%以
上を捕獲(毎年)
※カワウ漁業被害防止対
策事業と連携して実施

カワウの捕獲

自然環境保全課

自然環境保全課

生きもののにぎ
わいとつながり
のある豊かな社
会づくり

オオバナミズキンバイの駆除
侵略的外来水生植物戦略的防除
推進事業
「オオバナミズキンバイ」、「ナガ
エツルノゲイトウ」等の侵略的外来
水生植物は、琵琶湖の生態系への悪
影響などを引き起こすことが懸念さ
れることから、琵琶湖外来水生植物
対策協議会による徹底的な駆除を支
援する。

森林動物対策事業
第2種特定鳥獣害管理計画基づくニ
ホンジカの個体数調整等を行う。 ニホンジカ年間捕獲数

年間　16,000頭

ニホンジカの捕獲

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事
業
野生鳥獣の増加に伴い、深刻化して
いる農業被害、森林生態系被害を防
止するため、市町が行う捕獲活動に
対して助成を行う。

計画を策定し、鳥獣被害
防止緊急捕獲等事業に取
り組む市町数　10市町(毎
年)

事業実施市町数

オオバナミズキンバイの
根絶（H30）



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

防鹿柵　200ｍ
単木保護工
10,000m2
踏み荒らし防止工
100ｍ

生息状況調査・植
生調査・捕獲計画
策定

捕獲の実施
（御池岳周辺地
域）

捕獲の実施
（御池岳周辺地
域）

捕獲の実施
（御池岳周辺地
域）

6,700羽
水産課

自然環境保全課

自然環境保全課

生きもののにぎ
わいとつながり
のある豊かな社
会づくり

貴重植物の植生保護対策
の実施
　防鹿柵
　単木保護工
　踏み荒らし防止工

カワウ漁業被害防止対策事業
漁業被害軽減のため、漁場や営巣地
において被害防除対策を実施する。

営巣地によるカワウの捕獲・駆除

鈴鹿生態系維持回復事業
鈴鹿国定公園内の北部域では、ニホ
ンジカの食害の影響により貴重種が
衰退し、嗜好性の低い植物のみが残
る等、自然生態系への脅威となり、
生物多様性が劣化する原因となって
いることから、有害鳥獣の捕獲とと
もに貴重種保全対策として単木保護
ネットや防鹿柵の設置を実施する。

ニホンジカの捕獲計画の
策定（H27）
計画に基づく捕獲の実施

ニホンジカの捕獲の実施

漁場およびアユ産卵場における被害防止対策の実施

ニホンジカの生息状況を勘案して防鹿柵、単木保護工、
踏み荒らし防止工を実施

カワウの捕獲や飛来防除
による漁業被害の軽減
※新規コロニー等拡大防
止カワウ対策事業と連携
して実施

毎年カワウの生息数に応じた捕獲目標数を設定

花火等による追い払い、銃器による捕獲、防鳥糸の設置による飛来防除

植生保護対策の実施



H27 H28 H29 H30

気候変動の影響評
価

気候変動の現状把
握、将来予測調査

全庁的な検討 適応策の策定

評価制度の検討

調査・検討
制度確立

貢献評価記載割合
50%

貢献評価記載割合
50%

貢献評価記載割合
50%

貢献評価記載割合
50%

30回 30回 30回 30回

150件 150件 150件 150件

地球温暖化対策推進事業
家庭での節電対策についての情報提
供や相談、うちエコ診断※等を実施
するとともに、滋賀県地球温暖化防
止活動推進センターの普及啓発事業
を推進する。

※うちエコ診断…公的資格を持つ診
断士が、各家庭の実情に合わせて省
エネ提案やアドバイスを行う。

節電・省エネ提案会の実
施
120回（H27～H30累計）

うちエコ診断の実施
600件（H27～H30累計）

節電・省エネ提案会の開催

うちエコ診断の実施

低炭素社会・省
エネルギー型の
社会への転換

県域での貢献量の集計

温暖化対策課

滋賀県気候変動適応策検討事業
新たに滋賀県や琵琶湖における気候
変動やその影響を分析・予測し、そ
の気候変動の影響に適応していくた
めの対策（適応策）を全庁的に検討
する。

温暖化対策課

施策4-2
低炭素化など環境への負荷が少ない安
全で快適な社会の実現

○　「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」に基づく施策について、行程表の見直しや適応策の検
討など更なる展開を図るとともに、「生活」「交通・運輸」分野において重点的な取組を推進します。
〇　太陽光発電を中心に、家庭や地域での再生可能エネルギー導入促進に重点を置いた取組を進めるととも
に、木質バイオマスや燃料電池車等の次世代自動車の普及促進などにも取組みます。
○　平成28年度予定の「第四次滋賀県廃棄物処理計画」の改定を見据え、廃棄物の排出抑制や再使用の促
進に引き続き取り組みます。また、不法投棄防止策を一層強化します。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

貢献量評価活用促進事業
創エネ・省エネ製品の生産等を通じ
て他者の温室効果ガス排出削減に貢
献する事業活動に対する評価制度の
普及を図る。 温暖化対策課

適応策の策定

滋賀県や琵琶湖における
気候変動やその影響の分
析・予測のとりまとめ

気候変動の影響に適応し
ていくため適応策の策定
（H28）

更なる取組推進のための
評価制度の確立

県内で生産する創エネ・
省エネ製品等の環境への
貢献評価記載割合　50%



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

3,750人 3,750人 3,750人 3,750人

方針の策定 方針の普及 方針の普及 方針の普及

燃料電池車の導入
（公用車1台）、
普及啓発の実施

普及啓発の実施 普及啓発の実施 普及啓発の実施

個人用既築住宅で
の太陽光発電シス
テム設置への補助

840件

8件（6市町） 5件（5市町）

低炭素社会づくり学習支援事業
学校や地域を対象に、多角的な視点
から低炭素社会づくりについての講
座を実施する。

次世代自動車普及促進事業
環境性能に優れた次世代自動車の普
及・啓発のため、燃料電池車を公用
車として1台導入する。

市町が行う再生可能エネ
ルギー導入事業への補助
13件（H27～H28累計）

低炭素社会づくり学習講
座の受講者数
15,000人（H27～H30累
計）

個人用既築住宅太陽光発電システ
ム設置推進事業
家庭部門での温室効果ガス排出量削
減のため、個人用既築住宅への太陽
光発電システムの導入と併せて省エ
ネ製品等を購入する者に対して支援
する。

公共的施設等再生可能エネル
ギー導入推進事業
再生可能エネルギー等の地域資源を
活かした環境先進地域の構築のた
め、市町が実施する防災拠点等への
再生可能エネルギー等の導入を支援
する。

低炭素社会・省
エネルギー型の
社会への転換

個人用既築住宅における
太陽光発電システムの設
置への補助
840件（H27）

「（仮称）滋賀県次世代
自動車普及方針」の策定
（H28）
方針の普及

「（仮称）滋賀県次世代自動車普及方針」策定・普及

温暖化対策課
燃料電池車の導入1台
（H28）
次世代自動車普及啓発の
実施

次世代自動車普及啓発の実施

エネルギー政策課

市町への補助件数

エネルギー政策課

低炭素社会づくり学習講座の実施
温暖化対策課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

各施設の現地調査
（30施設）
太陽光パネル設置
想定図の作成
（10施設）
県有施設の屋根貸
しの公募等
（7施設）

県有施設の屋根貸
しの公募等
（5施設）

県有施設の屋根貸
しの公募等
（5施設）

県有施設の屋根貸
しの公募等
（5施設）

調査検討の実施

基本条件整理
導入調査とりまと
め

施設建設工事の実
施

施設の完成
燃料化物製造
1,700トン

燃料化物製造
1,700トン

燃料化物製造
1,700トン

60台 60台 60台

低炭素社会・省
エネルギー型の
社会への転換

下水道課

下水熱、再生水の利用可
能性調査検討の実施

各施設の屋根の形状等の
調査　30施設
太陽光パネル設置想定図
の作成　10施設
（H27）

県有施設の屋根貸しの公
募等　22件（H27～H30累
計）

現地調査、県有施設屋根貸しの公募等の実施

流域下水道建設事業費
（下水熱と再生水の利用可能性の
検討調査）
省エネと低炭素社会づくりに貢献す
るため、下水熱と下水再生水の利用
可能性を検討する。

下水道課

太陽光発電設置調査事業
県有施設（屋根）における太陽光発
電システムの設置を促進するため、
各施設の調査や屋根貸しのための資
料作成等を行う。

エネルギー政策課

汚泥燃料化施設の完成
(H27)

汚泥燃料化施設の管理・
運営
燃料化物製造　5,100トン
(H28～H30累計)

木質バイオマス利活用促進事業
木材の有効活用を促進するために、
家庭や事業書等に設置する薪ストー
ブやペレットストーブの導入経費に
ついて支援する。

薪ストーブやペレットス
トーブ普及のための購入
支援
180台（H27～H29累計）

森林政策課

薪ストーブ・ペレットストーブの購入支援

湖西浄化センター下水汚泥燃料化
事業
湖西浄化センターの汚泥処理に燃料
化方式（下水汚泥から燃料化物を製
造）を導入することとし、施設の建
設を進める。

施設の管理・運営



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

20事業所 30事業所 40事業所 50事業所

廃棄物に係る現状
把握・課題抽出・
将来予測

計画策定

有識者による検討

環境審議会での検
討(年5回)

資源循環フォーラ
ムの開催

1回

114日×3地域 114日×3地域 114日×3地域 114日×3地域

監視カメラ整備12
台・活用

監視カメラ活用 監視カメラ活用 監視カメラ活用

実施回数2回 実施回数2回 実施回数2回 実施回数2回

3事案 3事案 3事案 3事案

低炭素社会・省
エネルギー型の
社会への転換

エコ通勤優良事業所認証
を取得した事業所の数
累計50事業所

参考　H26.12月までの累計10事
業所

廃棄物の排出抑
制や再使用に重
点をおく３Ｒ取組
のステップアップ

エコ交通協働推進事業
「エコ交通」を推進するため、交通
事業者や県内企業・団体等との連携
による会議を開催し、公共交通の利
用促進策等について研究を行う。ま
た、県内企業を対象にエコ交通の実
態把握を行うとともに、「エコ交通
優良事業所」の認証取得を全県下に
呼びかける。

第四次滋賀県廃棄物処理
計画の策定（H28）

第四次滋賀県廃棄物処理計画の策定

産業廃棄物の不法投棄等
の撲滅を目指し、発生年
度内における解決率85％
以上を継続 民間航空機・県防災ヘリ活用による広域監視

監視通報機器の整備・活用

循環社会推進課

産業廃棄物不法投棄防止対策事
業
不法投棄等の未然防止、早期発見に
よる事案の是正や拡大防止に取り組
むため、民間委託パトロール、不法
投棄通報窓口の周知、小型監視カメ
ラの整備等の対策を一層強化し、地
域住民等の協力も得ながら、不法投
棄等を許さない地域づくりを推進す
る。

民間委託による早朝夜間休日の監視パトロール

地域住民との協働による不法投棄の原状回復

交通戦略課

エコ通勤優良事業所認証取得の推進

循環型社会形成に向け県
民意識の醸成を図るため
の資源循環フォーラムの
開催
1回（H27）

廃棄物処理計画策定事業
第四次滋賀県廃棄物処理計画策定の
ため、県内における廃棄物の発生、
再生利用および処分ならびに県外か
らの流入等の状況を把握するととも
に将来予測を行う。
また、先進的な取組等の紹介や意見
交換を行う資源循環フォーラムを県
民団体等と協働で開催し、当該計画
に反映させるとともに、循環型社会
形成推進に向けての普及啓発を図
る。

循環社会推進課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

技術開発研究 1件
施設整備　　 1件

技術開発研究 1件
施設整備　　 1件

技術開発研究 1件
施設整備　　 1件

技術開発研究 1件
施設整備　　 1件

廃棄物土掘削(A工
区)および底面・
側面遮水工

廃棄物土掘削(B工
区)および底面・
側面遮水工

廃棄物土掘削(C・
E工区)および底
面・側面遮水工

廃棄物土掘削(D工
区)、有害物掘削
の開始

4回 4回 4回 4回

廃棄物の排出抑
制や再使用に重
点をおく３Ｒ取組
のステップアップ

二次対策工事の着実な実施

ＲＤ最終処分場等周辺環境影響調査の実施

産業廃棄物の減量化およ
び資源化の促進のための
補助
　技術開発研究4件
　施設整備　　4件
（H27～H30累計）

二次対策工事を計画の着
実な実施

最終処分場特別対策事業
旧アール・ディエンジニアリング産
業廃棄物最終処分場からの生活環境
保全上の支障やそのおそれを除去す
るための対策工事等を実施する。

浸透水の周辺地下水への
影響を把握するためのモ
ニタリング調査の実施
16回(H27～H30累計)

滋賀県産業廃棄物減量化支援事業費補助金の交付

循環社会推進課

産業廃棄物減量化支援事業
産業廃棄物の減量化および資源化を
促進するため、施設整備や研究開発
のための経費に対して支援を行う。

最終処分場特別対
策室



H27 H28 H29 H30

活動費支援　20校 活動費支援　20校 活動費支援　20校 活動費支援　20校

5回（25園参加） 5回（25園参加） 5回（25園参加） 5回（25園参加）

1回 1回 1回 1回

90件 90件 90件 90件

6人 6人 6人 6人

登録者交流会の開催

環境政策課

県内の環境学習活動の
訪問・取材件数
360件（H27～H30累計）

環境学習活動の訪問・取材

施策4-3
環境の未来を拓く「人」・「地域」の
創造

○　持続可能な滋賀社会の実現に向けた環境人材を育成するとともに、県内のみならず淀川下流域などの
人々とともに、共感と協働による琵琶湖保全活動を推進します。
〇　地域の資源を活かしながら、乳児期、幼児期、学童期などライフステージに応じた環境学習の展開を
図っていきます。
○　環境学習の拠点である琵琶湖博物館の展示空間の再構築を進めるとともに、これと合わせて博物館を滋
賀・びわ湖ブランドとして強力に発信・広報します。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

体系的な環境学習推進事業
環境学習の体系的・総合的な推進を
図るため、「滋賀県環境学習推進計
画」の改定を行うとともに、幼児の
自然体験型環境学習や小学校等にお
けるエコ・スクールの実践支援など
を行う。

小中高等学校におけるエコ・スクールの実践

環境政策課
県内幼稚園、保育園等の保育者に対する「幼児の自然体験型環境学習実践学習
会」の実施

エコ・スクール認定校数
80校（H27～H30累計）

幼児の自然体験型環境学
習実践学習会の開催
20回（H27～H30累計）
参加園数　25園(毎年)

びわっこ大使の募集・国内外交流会への派遣

自然環境保全課

主体性を持った
人育ち・人育て

びわっこ大使の育成
36人（H27～H30累計）

環境学習センター拠点機能強化事
業
環境学習の拠点である琵琶湖博物館
環境学習センターの機能充実を図
る。

環境学習情報ウエブサイ
ト登録者交流会の開催回
数
4回（H27～H30累計）

ラムサールびわっこ大使事業
県内小学生の中から「ラムサールび
わっこ大使」を募集し、環境に関す
る国際的な交流の場等での発表の機
会を経験させることにより、環境保
全活動の核となる次世代のリーダー
を育成する。



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

2市町 3市町 4市町 5市町

4校 4校 5校 5校

工事開始
リニューアルオー
プン
 入館者数418千人

実施設計 工事開始
リニューアルオー
プン
　入館者571千人

森林政策課

林業職場体験実施中学校数

森林政策課

市町の取組への支援

第2期分（交流空間）リ
ニューアルオープン
入館者数571千人（H30）

第1期分（C展示室・水族
展示室）リニューアル
オープン
入館者数418千人（H28）

環境政策課
（琵琶湖博物館）

第1期C展示室と水族展示室リニューア
ル

第2期交流空間リニューアル

主体性を持った
人育ち・人育て 琵琶湖博物館展示交流空間再構

築事業
「新琵琶湖博物館創造基本計画」に
基づき、第１期分として、Ｃ展示室
と水族展示室のリニューアル工事を
行う。

ウッドスタート支援事業
市町が実施する新生児や乳幼児に木
の玩具や食器をプレゼントする事業
に対して支援する。

ウッドジョブ体感事業
「やまのこ」学習を経験した生徒に
対して市町が実施する林業職場の体
験の場を提供する事業に対して支援
する。

新生児や乳幼児を対象と
する森林環境学習（木
育）推進のための市町支
援
5市町(H27～H30累計)

林業職場体験
実施中学校数
18校（H27～H30累計）



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

第1期リニューア
ルプレイベント
イベントへの参画
企業・団体数3

イベントへの参画
企業・団体数3

イベントへの参画
企業・団体数5

イベントへの参画
企業・団体数5

県民参加型展示
(仮称)「私の琵琶湖
自慢」の実施

県民参加型展示の
実施
写真応募数100点

関西圏を中心に実
施(目標：４か所)

関西圏を中心に実
施(目標：４か所)

東海圏・首都圏を
中心に実施(目
標：４か所)

東海圏・首都圏を
中心に実施(目
標：４か所)

広報戦略企画提案
コンペの実施
博物館の知名度
20%

集中的な広報の実
施
博物館の知名度
30%

広報戦略企画提案
コンペの実施
博物館の知名度
40%

集中的な広報の実
施
博物館の知名度
50%

企業からの寄付金
の獲得、法人会員
登録の推進等
寄付金3,000万円

企業からの寄付金
の獲得、法人会員
登録の推進等
寄付金3,000万円

企業からの寄付金
の獲得、法人会員
登録の推進等
寄付金3,000万円

企業からの寄付金
の獲得、法人会員
登録の推進等
寄付金3,000万円

会員募集・登録
会員数3,000人

会員募集・登録
会員数7,000人

会員募集・登録
会員数12,000人

会員募集・登録
会員数18,000人

（仮称）「新琵琶湖博物
館フェスティバル」の開
催
イベントへの参画企業・
団体数　16（H27～H30累
計）

(仮称）「新琵琶湖博物館フェスティバル」の開催

環境政策課
（琵琶湖博物館）

環境政策課
（琵琶湖博物館）

環境政策課
（琵琶湖博物館）

会員制度「倶楽部LBM」の
創設
会員数累計　18,000人

会員制度「倶楽部ＬＢＭ」の創設

新琵琶湖博物館「(新)サテライトミュージアム」の実施

広報・メディア戦略の展開

企業連携の推進

広報・メディア戦略の展
開
関西圏での博物館の知名
度　50％

企業連携の積極的な推進
寄付金12,000万円
（H27～H30累計）

主体性を持った
人育ち・人育て

新琵琶湖博物館創造推進事業
博物館のリニューアルを契機とし
て、博物館利用者の拡大と定着を図
るため、多様な主体と連携した効果
的な認知度向上の取組を推進する。

県民参加型展示（仮称）
「私の琵琶湖自慢」の実
施
写真応募点数100点

新琵琶湖博物館「（新）
サテライトミュージア
ム」の実施
16か所（H27～H30累計）



関係部局：知事直轄組織、総合政策部、総務部、琵琶湖環境部、商工観光労働部、農政水産部

【目指す方向】

【平成30年度（2018年度）の目標とする指標】

1

2

3

4

5 4,800万人

新規就農者数 130人 400人（累計）

世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の取組面積 33,062ha 37,000ha

環境こだわり農産物水稲栽培面積割合 39% 50%

観光消費額 1,545億円 1,640億円

観光入込客数（延べ） 4,523万人

5　豊かに実る美しい地域づくりと滋賀・びわ湖ブランドの発信

農林水産業の担い手の確保・育成とその経営の複合化・多角化等による体質強化、安全・安心な農林水産物の生産・供
給により、産業として競争力のある農林水産業の確立を図ります。農地や森林等の豊かな地域資源を適切に維持すると
ともに、新たな魅力として創出・発信することで、農山漁村の活性化を図ります。

環境こだわり農産物をはじめとする農林水産物の流通・販売の促進や地産地消の取組を進めるとともに、「滋賀・びわ
湖ブランド」として、滋賀ならではのブランド力の向上を図ります。

琵琶湖に代表される滋賀ならではの素材や強みを掘り起こし、観光ブランド「ビワイチ」の推進により、広く発信して
いくとともに、豊かな自然や歴史・文化の魅力を活かした特色あるツーリズムを展開し、さらに首都圏における情報発
信機能を強化することにより、国内外から観光客の増加を図ります。

平成25年度 平成30年度



【施策5-1】

【施策5-2】

【施策5-3】

滋賀の魅力発信・観光ブランド力の向上
「滋賀ならでは」の特色を活かした、魅力あ
ふれる観光の創造

キラリと輝く観光地「滋賀」へ

特色あるツーリズムの展開

「おもてなし」環境の整備

滋賀のブランド力向上と地産地消の推進

滋賀・びわ湖ブランドの全国展開

滋賀の食のブランド力向上

地産地消の推進

滋賀の強みを活かした農林水産業振興と魅力
ある農山漁村づくり

担い手の確保・育成と経営体質の強化

需要に即した農林水産物の生産

農山漁村をはじめとする活力ある地域づくり



H27 H28 H29 H30

話合いを行った集
落
累計数　30集落

話合いを行った集
落
累計数　200集落

話合いを行った集
落
累計数　500集落

農業体験の開催

参加者　20名 参加者　20名

新規の集落営農法
人　20法人

新規の集落営農法
人　20法人

新規の集落営農法
人　20法人

新規の集落営農法
人　20法人

新規就農者100名 新規就農者100名 新規就農者100名 新規就農者100名

農業経営課
農村振興課

若い世代に農業の体験を
通して、農業の魅力を肌
で感じてもらい、就農意
欲を醸成

参加者数20名(毎年)

集落営農組織の法人化支援

施策５-１
滋賀の強みを活かした農林水産業振興
と魅力ある農山漁村づくり

○　担い手の減少や高齢化の進行、生産物価格の低迷など本県の農林水産業を取り巻く環境は厳しい状況に
あることから、認定農業者や集落営農等の担い手の確保・育成と、農地の集積・集約化や６次産業化の推進
等による経営体質の強化を図ります。
○　市場や消費者の需要に即して、近江米や近江牛をはじめ安全で安心な農畜水産物の生産振興を図るとと
もに、県産材の利用拡大と安定供給体制の確立を進めます。
○　農地や森林等の豊かな地域資源を適切に維持するとともに、こうした資源を活かして、新たな魅力を創
出・発信することにより、農山漁村地域の活性化を図ります。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

担い手の確保・
育成と経営体質
の強化

新規就農者確保事業
就農予定者（45才未満）に対し、
技術習得等を図る研修の期間に応
じて、準備型青年就農給付金を助
成する（最長２年）。
また、農業経営を開始した青年就
農者（45才未満）に対し、就農初
期（最長５年）の経営の安定を図
り定着を促進するため、経営開始
型青年就農給付金を助成する。

就農希望者への支援によ
る新規就農者の確保

新規就農者数
　100人（毎年)

農業経営課

農業経営課

農業経営課

五感で感じる滋賀の農業体験事業
若い世代に農業を体感する機会を
提供し、職業選択肢としての農業
への関心を高め、新規就農者の確
保を図る。

しがの担い手体質強化総合支援
事業
集落営農組織等の組織化・法人化
の取組を支援するとともに人・農
地プランに位置付けられた中心経
営体等の農業用機械等の導入に対
し助成する。

新規就農者の確保

取組集落の普及・拡大「人」と「地域」が織りなす滋賀の農
業・農村活力創造プロジェクト
(仮称)地域農業戦略指針を活用し、
集落が地域の実情に応じた今後の
農業・農村の目指す姿を定め、そ
の実現に向けた活動が行えるよ
う、農業者、関係者が一体となっ
た取組を展開する。

集落において、今後の農
業・農村の目指す姿につ
いての話合いを推進

500集落(H27～H29累計)

集落営農組織、中心経営
体の法人化等による経営
体質強化

新規の集落営農法人数
　20法人(毎年)



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

「みずかがみ」の作
付推進

作付面積
　2,000ha

「みずかがみ」の安
定栽培技術の推進
指導

１等比率　90%

高能力繁殖牛増頭
50頭

高能力繁殖牛増頭
50頭

「近江牛」調査結果
報告会および「近
江牛」販売戦略検
討会開催

販売戦略の構築
報告会開催1回
検討会開催4回

HACCPによる衛生
管理で処理される
牛の割合
100%

HACCPによる衛生
管理で処理される
牛の割合
100%
(H28年度以降の支
援のあり方につい
ては、H27年度に
検討予定）

HACCPによる衛生
管理で処理される
牛の割合
100%

HACCPによる衛生
管理で処理される
牛の割合
100%

需要に即した農
林水産物の生産

「近江牛」ブランド販売
戦略の構築

販売戦略報告会　1回
販売戦略検討会　4回

三方よし「近江牛」ブランド力強化
推進事業
繁殖肥育一貫経営の推進により、
「近江牛」の生産基盤を強化する
とともに、販売戦略の構築等によ
りブランド力の向上を図り、「近
江牛」ブランドの全国的な広がり
を目指す。

食のブランド推進
課
農業経営課

“安全・安心”しがの畜産物流通促
進事業費補助金
近年、食の安全・安心に対する消
費者の関心が高まっている中、滋
賀食肉センターにおけるHACCP(高
度な衛生管理）の運用を支援する
ことで、より衛生的で安全な畜産
物の安定的な供給を図る。

「みずかがみ」産地化スタートダッ
シュ事業
県外に販路を拡大した「みずかが
み」が消費者の信頼を得、近江米
のブランド力をけん引するよう、
均質で高品質な生産と県外販売に
見合う流通量の確保、および認知
度向上による流通販売の促進を図
る。

高能力繁殖牛導入支援
（牛群のレベルアップと増頭）

滋賀食肉センターでのHACCPによる衛生管理の推進

畜産課

「近江牛」生産基盤強化
の推進
100頭（H27～H28累計）

畜産課

滋賀食肉センターにおけ
る牛の食肉処理でのHACCP
運用

「みずかがみ」の作付拡
大および品質の高位安定
化

作付面積　2,000ha(H27)
１等比率　90%（H27)

(参考)
作付面積　1,100ha（H26)
１等比率　61.5%（H26.12末現
在)



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

45,000m3 54,000m3 61,000m3 68,000m3

コーディネーター設
置による販売量の
確保

20,000m3

20,000m3 25,000m3 30,000m3

県下5地域 県下5地域 県下5地域

500m3 1,000m3  1,500m3 1,500m3

10回 10回 10回

需要に即した農
林水産物の生産

県産材生産ネットワーク構築支援
事業
森林組合の県産材生産量の目標達
成のために設置する協議会の運営
に対して支援する。

森林政策課

未利用材の地域エネル
ギー利用
4,500m3（H27～H30累計）

未利用材の地域エネルギー利用

自伐型林業実施に係る技
術力の向上のための技術
講習会の開催
30回（H27～H29累計）

森林政策課

木材安定供給体制強化事業
滋賀県森林組合連合会木材流通セ
ンターの集約販売を推進して県産
材の安定供給体制を強化するた
め、集約販売にかかる運搬経費に
対して支援する。

森林政策課

自伐型林業を行う団体へ
の支援

県下5地域(毎年)

活動に必要な機械器具等の支援

技術講習会の開催

木の駅プロジェクト推奨事業
地球温暖化対策や地域のエネル
ギー利用に繋げるために、林地に
放置された未利用材の有効活用を
拡大させる活動に対して支援す
る。

森林組合の県産材生産量

(H25:30,385m3→
H30:68,000m3）

林業・木材産業コーディ
ネーター設置による販売
量
20,000m3（H27）

運搬経費支援による木材
流通センターの供給量
75,000m3（H27～H29累
計）

林業・木材産業流通コーディネー
ター設置事業
県産材の利用拡大と安定供給体制
の構築を推進するため、滋賀県森
林組合連合会木材流通センターの
需給調整機能の強化に不可欠な流
通コーディネーター設置に対して
支援する。

森林政策課

森林組合の県産材生産量

運搬経費支援による供給量の確保



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

販売用野菜の作付
推進

作付面積
　1,500ha

果樹・花きの新規
栽培農業者の確保

30農業者

（累計100農業
者）

連続講座の修了者
30名

連続講座の修了者
30名

36,300ha 36,600ha 36,800ha 37,000ha

交付面積
1,670ha

交付面積
1,770ha

交付面積
1,820ha

交付面積
1,870ha

需要に即した農
林水産物の生産

農山漁村をはじ
めとする活力あ
る地域づくり

農村振興課

新技術で実る「しがの園芸」育成事
業
農業技術振興センターが開発・確
立した技術等を導入することによ
り、果樹・花き等園芸生産の面的
な拡大を図るとともに、水田農業
経営の複合化・多角化を推進す
る。

しがの水田野菜生産拡大推進事
業
野菜を本県の水田農業における戦
略作物として位置付け、水田にお
ける生産拡大を推進する。

女性のためのアグリビジネス・サ
ポート事業
農や食に関心のある女性を対象
に、ビジネスの具体的イメージが
膨らむ連続講座を開催し、女性の
感性等を活かしたアグリビジネス
にチャレンジする女性の創出を図
る。

世代をつなぐ農村まるごと保全事
業
地域共同で行う農地・水路等の日
常管理と農村環境を保全する活動
および多面的機能の増進を図る活
動、さらには施設の長寿命化を図
る取組等に対して支援を行い、農
村地域力の向上を図る。

世代をつなぐ農村まるご
と保全向上対策の取組面
積拡大
　　　33,062ha（H25）
　　　　　↓
　　　37,000ha（H30）

【農地維持支払の交付対
象面積を計上】

アグリビジネス連続講座の開催

販売用野菜の作付拡大

作付面積　1,500ha
（H27）

（参考）
作付面積　1,291ha（H25）

農業経営課

農業経営課

果樹、花きの新規栽培農
業者の育成

100農業者（H23～H27累
計）

自家生産物や、地域の資
源を活用する新規ビジネ
スにチャレンジする女性
の創出

連続講座の修了者数30名
(毎年)

農業経営課

世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の推進

中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等における耕作放棄地
の発生を未然に防止し、農業・農
村の多面的機能を確保する観点か
ら、農業生産活動を行う農業者に
対し、直接支払を実施する。

耕作放棄地の発生防止な
ど農業・農村の多面的機
能の確保
（対象面積　2,240ha）
　交付面積　H26:1,575ha
　　　　　　　　↓
　　　　　　H30:1,870ha

中山間地域等直接支払交付金の交付面積拡大

農村振興課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

県ホームページの
活用
セミナー、研修会
等の開催　2回

県ホームページの
活用
セミナー、研修会
等の開催　2回

県ホームページの
活用
セミナー、研修会
等の開催　2回

県ホームページの
活用
セミナー、研修会
等の開催　2回

11活動団体の課題
抽出・対策の検討

対策のとりまとめ

都市農村交流の情
報ネットワークの
構築
11活動団体

遊漁者のニーズ調
査

河川漁業振興プラ
ンの策定

釣り教室　4回
魚ふれあい学習会
の開催　3回
釣りガイドの配置
20人

釣り教室　4回
魚ふれあい学習会
の開催　3回
釣りガイドの配置
20人

19市町 19市町 19市町 19市町

農山漁村をはじ
めとする活力あ
る地域づくり

都市農村交流対策事業
都市農村交流に取り組んでいる地
域に対して、事業効果を高めるた
めの助言等を行うとともに、農村
地域の魅力を発信する。

地域資源を活用した都市
と農村との交流を促進

各地で取り組まれている活動の情報発信

農村振興課
活動団体の交流・調査・普及啓発

河川漁業の魅力向上調査の実施

河川の楽しい機能体験活動の実施

全市町での提案事業の実施人口減少社会対応市町提案事業
（自治振興交付金）
人口減少社会を見据えた市町の創
意と工夫のある施策展開や相互連
携を促す新たな提案型事業を創設
する。

提案事業に取り組む市町
数
19市町(毎年)

市町振興課

魅力ある河川漁業推進事業
河川漁業の振興のため、魅力ある
河川漁場づくりと遊漁者の増加に
向けた取組を実施する。

魅力的な河川漁場の創出
と初心者への支援による
遊漁者数の増加

河川の魅力向上調査
河川の楽しい機能体験
  釣り教室　4回（毎年）
  学習会　　3回（毎年）
  ガイド　 20人（毎年）

水産課



H27 H28 H29 H30

年間　18回 年間　18回 年間　18回 年間18回

年間　2回 年間　2回 年間　2回 年間　2回

滋賀の魅力のリ
サーチ・発信の実
施（3テーマ）

滋賀・びわ湖ブラ
ンドネットワーク
交流会の開催
1回

滋賀の魅力の発
信・浸透

滋賀・びわ湖ブラ
ンドネットワーク
交流会の開催
1回

滋賀の魅力の発
信・浸透

滋賀・びわ湖ブラ
ンドネットワーク
交流会の開催
1回

滋賀の魅力の発
信・浸透

滋賀・びわ湖ブラ
ンドネットワーク
交流会の開催
1回

首都圏における拠
点の整備・検討

首都圏と滋賀を”
ＭＵＳＵＢＵ”イ
ベントの開催
1回

首都圏における拠
点の整備・検討

首都圏と滋賀を”
ＭＵＳＵＢＵ”イ
ベントの開催
1回

首都圏における拠
点の整備・検討

首都圏と滋賀を”
ＭＵＳＵＢＵ”イ
ベントの開催
1回

首都圏における拠
点の整備・検討

首都圏と滋賀を”
ＭＵＳＵＢＵ”イ
ベントの開催
1回

施策５-２
滋賀のブランド力向上と地産地消の推
進

○　本県には、琵琶湖、豊かな歴史文化をはじめ、「近江牛」、「信楽焼」のように知名度が高い産品など
様々な地域資源がありますが、それが必ずしも滋賀県とつながっておらず、全国的にみると滋賀のブランド
力は低い評価にとどまっていることから、その向上に向けた様々な取組を進めます。
○　「ココクール　マザーレイク・セレクション」や「環境こだわり農産物」など滋賀ならではの地域の産
品の価値をさらに高め、流通・販売を促進するとともに、琵琶湖をはじめとする地域資源の魅力を一つひと
つしっかり”滋賀”と結びながら、情報、人、ものが集中する首都圏で整備を進める情報発信拠点等を通じ
て全国、世界に発信することにより「滋賀・びわ湖ブランド」の向上を図ります。
○　県内における生産者と消費者とのつながりを深めることなどで、近江米をはじめとする県産物の地産地
消の取組をさらに推進します。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

滋賀の戦略的県外ＰＲ事業
本県の魅力的なコンテンツを発掘
し、首都圏や大都市圏のメディアに
対して、戦略的にターゲットに届く
ＰＲ発信を行う。

県外向け情報の発信

メディアリリース　18回
(毎年)
プレスツアー　2回(毎年)

県外向けメディアリリースの実施

滋賀・びわ湖ブラ
ンドの全国展開

滋賀・びわ湖＋DESIGNプロジェクトの推進

滋賀・びわ湖ブランド推進事業
「滋賀・びわ湖ブランドネットワー
ク」を中心に、滋賀の価値を効果的
に発信する。
 また、滋賀の認知度・ブランド力
の向上に資するため、首都圏におけ
る新たな情報発信拠点を整備する。

「近江牛」「信楽焼」など
の地域資源をしっかりと
“滋賀”と結びつけ、ブラ
ンド力を向上する。

首都圏における拠点の整備
企画調整課

プレスツアーの実施
広報課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

「いいね」件数
1,000件

「いいね」件数
1,500件

「いいね」件数
2,000件

「いいね」件数
2,500件

大規模展示会出展
(1回)での来場者
カード回収数
200件

小規模展示会(2
回)での来場者
カード回収数
200件

小規模展示会(2
回)での来場者
カード回収数
200件

小規模展示会(2
回)での来場者
カード回収数
200件

東京、大阪での滋
賀の食材ＰＲイベン
トの実施

東京イベント　1
回
大阪イベント　1
回

展示商談会におけ
る滋賀県ブースの
設置

東京での商談会
1回
大阪での商談会
1回

首都圏発信フェア 出展
ブース来場者カードの回収
数
800件（H27～H30累計）

商工政策課

「滋賀の食材」大都市で魅力発信
事業
県外において、「滋賀の食材」のブ
ランド力向上を図り、見える形で県
外取扱店舗を開拓、強化を行うた
め、大都市圏での「滋賀の食材」全
体の認知度向上を図るとともに、生
産者団体間の連携を推進し、意欲あ
る生産者等の県外展開を支援する。

滋賀の食のブラ
ンド力向上

東京、大阪の消費者を対象
とした滋賀の食材（米、
牛、茶、魚、野菜）の発信

食のブランド推進
課

滋賀の感性を伝える「ココクー
ル」事業
滋賀らしい魅力をもつ商品やサービ
スの開発と販路開拓を促進するとと
もに、滋賀のブランド価値の向上を
図るため、「ココクール　マザーレ
イク・セレクション」の選定と、そ
の広報を行う。

「ココクール　マザーレイク・セレク
ション」首都圏発信事業
首都圏において「ココクールフェ
ア」を開催することで、「ココクー
ル」の認知度向上を図るとともに、
滋賀のブランド価値や魅力の向上を
図る。

首都圏発信フェアの開催

商工政策課

滋賀・びわ湖ブラ
ンドの全国展開

「ココクール」Ｆａｃｅｂｏｏｋにおける情報発信

事業者を対象とした展示商
談会への滋賀県ブース設置
による販路拡大

「ココクール」Facebookに
おける「いいね」件数
7,000件（H27～H30累計）



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

ﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ数
50万PV

ﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ数
57万PV

ﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ数
64万PV

ﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ数
71万PV

輸出戦略構築

滋賀県産農畜水産
物の輸出戦略策定

伝統野菜・地域特
産野菜の作付面積
75ha

伝統野菜・地域特
産野菜の作付面積
80ha

伝統野菜・地域特
産野菜の作付面積
85ha

水稲の栽培面積に
占める環境こだわ
り水稲の割合
50%
次期環境こだわり
農業推進基本計画
の策定

「滋賀のおいしいコレクション」ページビュー（PV）数美味しい「食」の情報発信総合事
業
滋賀の食材の地域ブランド力を高め
るため、また、地産地消の取組を進
めるため、消費者の求める情報をタ
イムリーにインターネットで発信す
る。

近江の野菜「漬物」で魅力発信事
業
伝統野菜や地域特産野菜を中心に
「近江の野菜」を振興するため、こ
れらが培われた歴史や食文化などの
ストーリーを色濃く反映する「漬
物」に焦点をあて、食材やその食文
化が持つ魅力を広くＰＲし、消費の
拡大を図る。

県内生産者、加工事業者、
販売事業者、消費者を対象
としたイベントによる、近
江の野菜の生産振興（伝統
野菜、地域特産野菜の作付
面積 H26 71ha →H29
85ha(20%増)）

滋賀の食のブラ
ンド力向上

滋賀県産農畜水産物海外販路開
拓支援事業
県産農畜水産物の輸出の現状を調
査・分析し、今後の輸出戦略を構
築、組織化の検討を行うことによっ
て、自主的・積極的に県産農畜水産
物の輸出に取り組む事業者を支援
し、輸出の促進を図る。

滋賀県産農畜水産物の輸出
実態調査、分析を通じて今
後の輸出の方向性を決定

食のブランド推進
課

伝統野菜・地域特産野菜の推進

次期環境こだわり農業推進計画に基づいて作付推進

食のブランド推進
課

環境こだわり農業支援事業
環境こだわり農業の実践に加え、地
球温暖化防止や生物多様性保全等に
効果の高い営農活動に取り組む場合
に、国、市町とともに支援を行う。

環境こだわり農産物の作付
拡大

水稲の栽培面積に占める環
境こだわり水稲の割合
50%(H27)

インターネットによる情報
発信

食のブランド推進
課

食のブランド推進
課

環境こだわり農産物の実践支援、作付推進



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

認知度向上のため
のPR等の実施

認知度向上のため
のPR等の実施

県民の認知度
47.0%

認知度向上のため
のPR等の実施

認知度向上のため
のPR等の実施

県民の認知度
50.0%

新たな実践者数
10事業者

新たな実践者数
10事業者

新たな実践者数
10事業者

新たな実践者数
10事業者

登録事業者数50 登録事業者数50

滋賀の食のブラ
ンド力向上

ウェブサイトやSNSを活用した情報運用、企画旅行への
誘導

参画事業者の募集･登録、商品開発と広域的なPR

新たに6次産業化に取り組む農林漁業者の育成

環境こだわり農産物のPRの実施

環境こだわり農産物「流域まるご
と」消費拡大事業
琵琶湖・淀川流域（県内外）の消費
者に対して、メディアを通じた情報
発信やＰＲ・啓発のための資材作成
等を行う。

環境こだわり農産物の認知
度向上・利用の拡大
（県民の認知度
H26:43.5% →
H30:50.0%）

食のブランド推進
課

「琵琶湖八珍」ブランド化事業
H25に安土考古博物館が提案した
「琵琶湖八珍」の観光資源としての
価値の構築を目指し、飲食店、旅館
など事業者による活用の促進と、観
光客や消費者への利用訴求を展開す
る。

琵琶湖八珍*を活用した事
業展開による中小企業の振
興と湖産魚介類の消費拡大

登録事業者数100（H27～
H29累計）

*琵琶湖八珍…①ビワマス
②コアユ③ニゴロブナ④ハ
ス⑤ホンモロコ⑥イサザ⑦
ビワヨシノボリ⑧スジエビ

水産課

６次産業化ネットワーク活動事業
６次産業化を推進する体制を整備す
るとともに、農林漁業者が行う６次
産業化ネットワークによる新商品開
発や販路開拓などの取組を支援す
る。また、６次産業化総合化事業計
画の認定者等が実施する、農林水産
物の加工・販売等にかかる施設、機
械の整備を支援する。

新たな加工・販売等に取り
組む実践者の育成

新たな実践者数10事業者
(毎年)

農業経営課

事業者の参画促進

消費者の利用訴求



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

宣言をした県民の
数 4,000人

宣言をした県民の
数 3,000人

宣言をした県民の
数 3,000人

近江米使用を表示
する飲食店等の数
100店舗

近江米使用を表示
する飲食店等の数
100店舗

近江米使用を表示
する飲食店等の数
100店舗

推進店舗数
累計 1,280店舗

推進店舗数
累計 1,330店舗

推進店舗数
累計 1,380店舗

推進店舗数
累計 1,430店舗

交流会 2回 交流会 2回 交流会 2回

「びわサーモン
フェア」開催支援
5カ所

「びわサーモン
フェア」開催支援
5カ所

「びわサーモン
フェア」開催支援
5カ所

「びわサーモン
フェア」開催支援
5カ所

直売会等よる生産
者のＰＲ活動を支
援　12回

直売会等よる生産
者のＰＲ活動を支
援　12回

直売会等よる生産
者のＰＲ活動を支
援　12回

直売会等よる生産
者のＰＲ活動を支
援　12回

地産地消の推進

「おいしが　うれしが」キャンペーン
推進事業
地産地消の推進を図るため、「おい
しが うれしが」推進店への登録の
呼びかけ、情報発信等を行う。あわ
せて、推進店を巡るラリー企画の実
施により、消費者ニーズを把握する
とともに、生産者と推進店の連携を
より強化するための食材交流会を開
催する。

食のブランド推進
課

もっと食べよう「近江米」！県民運
動推進事業
関係団体等と連携し、近江米の消費
拡大に向けた県民参加の運動を展開
するとともに、直売所、飲食店など
に働きかけ、中食・外食での近江米
の利用促進に取り組む。

食のブランド推進
課

「しがの水産物」流通拡大対策事
業
イベントや物産展での県産魚介類の
イメージアップ活動や、生産者が開
催する直売会による消費促進活動に
対して支援する。

「おいしが うれしが」キャンペーンの推進

食材交流会の開催

生産者による消費促進活動の実施

中食・外食での近江米利用
の促進
300店舗（H27～H29累計）

近江米のファン確保
10,000人(H27～H29累計）

近江米もっと食べます！宣言の募集

中食や外食事業者に対する近江米使用の働きかけ

「おいしが うれしが」
キャンペーンの一層の活性
化
（県内推進店舗数累計
H25:1,180店舗→H30:1,430
店舗）

生産者と推進店との連携の
強化
食材交流会の開催2回（毎
年）

養殖ビワマスのイメージアップ活動の実施

地産地消の推進による県産
魚介類の消費拡大

びわサーモンフェア
　　　　　5カ所（毎年）
生産者によるPR活動
　　　　　12回（毎年）

水産課



H27 H28 H29 H30

情報収集
準備会議開催
基本計画書作成

推進協議会設置
テーマ決定
プレキャンペーン
ガイドブック作成

キャンペーンガイ
ドブック作成
プレイベント開催

観光キャンペーン
実施

アクセス数
460万件

アクセス数
520万件

アクセス数
570万件

アクセス数
620万件

来場者数
93,000人

来場者数
94,000人

来場者数
95,000人

来場者数
96,000人

観光素材開発件数
15件

観光素材開発件数
15件

観光素材開発件数
15件

（H30からは個人
周遊促進のステー
ジに移行する予
定）

観光交流局

観光ブランドビワイチの推進

首都圏における観光PRや情報発信首都圏観光情報発信事業
首都圏において、東京観光物産情報
センターを核として、観光ＰＲや情
報発信を展開することで、観光地
「滋賀」の認知度向上を図るととも
に、宿泊を伴う観光誘客を促進す
る。

東京観光物産情報センター
への来場者数
96,000人(H30)

観光交流局

キラリと輝く観光
地「滋賀」へ

観光キャンペーン推進事業
大型観光キャンペーンの実施に向
け、その企画検討を行うとともに、
県内各市町や観光関連団体、観光事
業者等と連携し、協議会設立の準備
を進める。

平成30年度を目標年度とし
て、県内の官民が一体と
なって、滋賀県において大
型観光キャンペーンを実施
する。

観光物産情報発信事業
ホームページやメディアを活用した
情報発信、交通機関と連携したキャ
ンペ－ンの展開、首都圏等で開催さ
れる観光展への出展などを通じ、多
様な観光資源やイベント等の情報を
効果的に発信する。

滋賀県観光情報ホームペー
ジへのアクセス数
620万件(H30)

観光ブランド「ビワイチ」推進事業
本県の観光地としての認知度と評価
の向上を目指し、滋賀を周遊するこ
とを象徴的に表現する「ビワイチ」
（びわ湖一周）というフレーズを用
いた旅のブランドづくりを行う。

観光素材（ビワイチマテリ
アル）開発件数
45件（H27～H29累計）

滋賀の魅力発
信・観光ブランド
力の向上

施策５-３
「滋賀ならでは」の特色を活かした、
魅力あふれる観光の創造

○　観光客数は、本県ゆかりの大河ドラマの放映による増加や新型インフルエンザ発生による減少など、外
的要因の影響を受けやすいため、持続的な誘客が求められています。また、観光地としての滋賀の認知度が
十分でなく、地域資源を活用した特色あるツーリズムを展開していく必要があります。
○　そこで、琵琶湖に代表される滋賀ならではの素材を掘り起こし、豊かな自然や歴史・文化の魅力を活か
した特色あるツーリズムを展開し、広く発信することにより、国内外からの観光客の誘客を図ります。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

大型観光キャンペーン実施

ホームページによる情報発信、マスコミを通じた情報発信、交通機関と連携した観
光キャンペーンの実施

観光交流局

観光交流局



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

旅行博での発信強
化
5地域
エージェント、メ
ディア等の招請数
20者

旅行博での発信強
化
5地域
エージェント、メ
ディア等の招請数
20者

旅行博での発信強
化
5地域
エージェント、メ
ディア等の招請数
20者

旅行博での発信強
化
5地域
エージェント、メ
ディア等の招請数
20者

民間コールセン
ターを活用した多
言語通訳サービス
の実施

支援件数
25件

支援件数
25件

支援件数
25件

支援件数
25件

支援件数
55件

支援件数
60件

支援件数
65件

支援件数
70件

補助イベント
8件

補助イベント
8件

補助イベント
8件

補助イベント
8件

シナリオハンティ
ング支援件数
5件

シナリオハンティ
ング支援件数
5件

シナリオハンティ
ング支援件数
5件

シナリオハンティ
ング支援件数
5件

観光交流局

観光交流局

観光交流局

技術動向等を踏まえた多言語案内環境の構築

情報発信・誘客の強化

多言語案内環境の構築

特色あるツーリ
ズムの展開

地域観光活性化支援事業
県内各地域観光振興協議会等の行う
観光活性化およびＪＲ等の駅を利用
した交通2次アクセスの利便性の向
上のための事業を支援し、誘客を図
る。

地域が行う広域的な観光活
性化事業に対する補助
100件（H27～H30累計）

地域が行う広域的な観光活性化事業に対する補助

観光イベント推進事業
観光客の積極的な誘致を図るため、
一定の観光誘客が見込める地域主催
のイベントに対して助成する。

映像誘致戦略展開事業
本県での映像製作を促進するため、
滋賀を舞台とした作品が製作される
ようＰＲを行うなど、一層のロケ展
開を図る。

地域主催のイベントに対す
る補助
32件（H27～H30累計）

地域主催のイベントに対する補助

国際観光推進事業
訪日旅行者を本県に誘致するため、
東アジアや伸びが大きい東南アジア
を中心にプロモーション活動を実施
するほか、パンフレットの充実や多
言語対応など、受入環境整備の向上
を図る。

旅行博での発信強化
延べ20地域（H27～H30累
計)

エージェント、メディア等
の招請数
80者（H27～H30累計)

滋賀の魅力発
信・観光ブランド
力の向上

観光交流局

観光交流局

コンベンション招致事業
国内外の会議や大会等のコンベン
ションを本県に招致するため、大学
や会議主催者、旅行会社関係者等を
対象に、滋賀の魅力をＰＲする。

シナリオハンティング支援
件数
20件（H27～H30累計）

シナリオ構想段階からの取材支援

コンベンション支援件数
250件（H27～H30累計）

助成金の交付、マップ・パンフ等の配布、アフターコンベンションの斡旋等の支援



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

多言語化対応

利用状況調査
英語字幕作成

受入体制の検討・
整備

受入体制の整備 受入体制の整備

協議会発足
取組計画策定(整
備目標設定)
県立施設Wi-Fi整
備(9箇所)

取組計画に基づき
整備促進
利便性向上検討
利用促進

取組計画に基づき
整備促進
利便性向上検討
利用促進

取組計画に基づき
整備促進
利便性向上検討
利用促進

全体研修会参加者
数
420人

全体研修会参加者
数
440人

全体研修会参加者
数
460人

全体研修会参加者
数
480人

観光交流局

文化振興課

情報政策課

文化施設における訪日外国
人の受入体制整備

県域無料Wi-Fi整備促進事業
観光・商業の振興、災害対策等に有
効となる無料Wi-Fi環境の県内にお
ける整備の促進および利便性向上を
図る。

無料Wi-Fi整備促進協議会
の設置
協議会により取組計画策定
県域無料Wi-Fi環境の増加
無料Wi-Fiの利便性向上

県域の無料Wi-Fi環境の整備促進、利便性向上

「おもてなし」環
境の整備

「ウェルカム滋賀」推進事業
観光ボランティアガイドの活動によ
り、来訪者を温かく迎える「おもて
なし」の向上を図り、地域の活性化
や観光振興につなげる。

観光ボランティアに対する
全体研修会の参加者数
480人（H30）

研修会の開催

文化施設多言語化対応事業
文化施設における外国人の利用状況
やチケット販売システムの外国語対
応に関する調査を行い、訪日外国人
の受入体制について検討するととも
に、日本語オペラの英語字幕を制作
し、外国人対応鑑賞公演として誘客
を図る。



 



関係部局：総合政策部、健康医療福祉部、教育委員会

【目指す方向】

【平成30年度（2018年度）の目標とする指標】

1

2

3

4

5

6
障害者スポーツ県大会およびスペシャルスポーツ
カーニバルの参加人数

1,527人 2,000人

77.3% 85%

文化財の指定件数 1,325件 1,365件

成人の週１回以上のスポーツ実施率 45.2% 国の数値を上回る
（平成25年度：47.5％）

１年間に芸術文化を鑑賞したことのある県民の割
合

6　「文化とスポーツの力」を活かした元気な滋賀の創造

オリンピック・パラリンピック東京大会の開催効果を本県に取り込むため、参加国代表選手（団）の事前合宿を誘致
し、県民との交流機会を設けるとともに、オリンピック憲章に基づき、本県の特色ある文化の魅力を世界に発信するた
め、文化プログラムを展開します。

地域の歴史文化遺産の魅力を掘り起こし、積極的に発信するとともに、その保存・継承を支援します。神と仏の美や
アール・ブリュットなど滋賀ならではの「美」の魅力を発信します。「美の滋賀」づくりをはじめ、創造的な地域づく
りにつながる文化活動を支援します。

すべての県民が日常的にスポーツを「する」「みる」「支える」ことができるよう、地域における運動・スポーツ活動
を充実させるとともに、スポーツ環境の充実やプロスポーツチームとの連携を推進し、地域の活力を向上させます。国
体・全国障害者スポーツ大会の開催に向け、競技力の向上に努め、本県出身のトップアスリートを育成します。

平成25年度 平成30年度

文化やスポーツを楽しめるまちづくりに満足して
いる県民の割合

34.6% 50%

１年間に文化創作活動を行ったことのある県民の
割合

71.4% 75%



【施策6-1】

【施策6-2】

【施策6-3】

県民が元気になるスポーツ振興と県民総参加
による国体・全国障害者スポーツ大会の開催

競技力向上と世界で活躍する滋賀のトップアスリートの育成

障害者スポーツの振興とスポーツを通じた共生社会の実現

関西ワールドマスターズゲームズ2021開催準備と
生涯スポーツの振興

身近にスポーツを楽しめる環境の整備と健康づくりの推進

国民体育大会と全国障害者スポーツ大会の成功に向けた準備

東京オリンピック・パラリンピックで元気な
滋賀づくり

東京オリンピック・パラリンピック事前合宿等の誘致

滋賀ゆかりのトップアスリート等と県民との交流機会の創出

滋賀の特色ある文化プログラムの発信と世界の文化との交流促進

「世界遺産」・「日本遺産」登録推進

地域を元気にする文化振興と「美の滋賀」づ
くり

未来の文化の担い手の育成

文化芸術の力を活かした創造的な地域づくり

滋賀が誇る歴史文化遺産の保存と活用

アール・ブリュットの魅力発信

「美の滋賀」の拠点となる新生美術館整備



H27 H28 H29 H30

誘致活動展開
スポーツ交流創出
計画検討

誘致活動展開
視察問合せ対応
スポーツ交流創出

誘致活動展開
視察問合せ対応
スポーツ交流創出

誘致活動展開
受入体制検討
スポーツ交流創出

スポーツ大使
20名

スポーツ大使
10名

スポーツ大使
10名

スポーツ大使
10名

スポーツの子
参加児童生徒数
2,800人

スポーツの子
参加児童生徒数
3,500件

スポーツの子
参加児童生徒数
4,200件

スポーツの子
参加児童生徒数
4,900件

東京オリンピック・パラリンピック事前合宿等の誘致

「しがスポーツ大使」を任命し、県民との交流の機会を支援

しがスポーツの子事業の実施

企画調整課

企画調整課

企画調整課

施策6-1
東京オリンピック・パラリンピックで
元気な滋賀づくり

○　国体・全国障害者スポーツ大会に向けて、県民の機運を醸成するため、東京オリンピック・パラリン
ピックの事前合宿等の誘致をはじめ、本県ゆかりのトップアスリートやプロスポーツチームとの交流機会の
創出、総合情報サイトの構築などにより、スポーツの魅力を総合的に発信し、元気な滋賀づくりを進めま
す。
○　東京オリンピック・パラリンピックに併せて全国で展開される文化プログラムを県内で推進するととも
に、彦根城の世界遺産・日本遺産への登録を推進し、本県の特色ある文化の魅力を世界に発信します。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

東京オリンピック・パラ
リンピックの事前合宿等
誘致

しがスポーツ大使の人数
50名（H27～H30累計）

東京オリンピック・パラリンピック事
前合宿の誘致
2020年東京オリンピック・パラリン
ピックの事前合宿等を誘致し、世界
のトップアスリートと県民との交流
機会を創出する。

滋賀のトップアスリート魅力発信
「しがスポーツ大使」
本県ゆかりのトップアスリートやプ
ロスポーツチーム等を「しがスポー
ツ大使」に任命し、地域の運動会や
子ども体験教室などで県民との交流
機会を支援することにより、スポー
ツの魅力を発信する。

プロスポーツ等観戦促進事業
「しがスポーツの子」
本県を本拠地として活躍するプロス
ポーツチーム等のトップレベルの競
技を生で観戦する機会を子どもたち
に提供し、スポーツに対する夢や希
望を育む。

しがスポーツの子
参加児童生徒数
15,400人
（H27～H30累計）
※参考：ホールの子初年
度参加人数2,800人

東京オリンピッ
ク・パラリンピック
事前合宿等の誘
致

滋賀ゆかりのトッ
プアスリート等と
県民との交流機
会の創出



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

スポーツナビ！
構築
アクセス件数
32,000件（9月～3
月）

スポーツナビ！
アクセス件数
55,000件

スポーツナビ！
アクセス件数
60,000件

スポーツナビ！
アクセス件数
65,000件

文化プログラムの
検討・作成

調査研究、保存管
理計画の支援

登録可能性の見極
め

認定支援
人材育成、情報発
信等支援

認定支援
人材育成、情報発
信等支援

認定支援
人材育成、情報発
信等支援

認定支援
人材育成、情報発
信等支援

総合情報発信サイト「しがスポーツナビ！」の構築・運営

企画調整課

文化財保護課
（観光交流局）

滋賀の特色ある文化プログラムの発信

文化振興課

文化プログラムを実施

「彦根城」世界遺産登録
準備の支援

「日本遺産」認定・活用
の支援

「彦根城」世界遺産登録準備の支援

総合情報発信サイト「しがスポーツ
ナビ！」構築・運営
「しがスポーツ大使」の活動紹介
や、県内で開催されるスポーツイベ
ント、施設、指導者、ボランティア
募集など、本県のスポーツに関する
情報を一元的に発信する県民参加型
のポータルサイトを構築し、スポー
ツ活動の利便性を向上する。

しがスポーツナビ！
アクセス件数
212,000件
（H27～H30累計）
※参考：佐賀県の類似の
WEBサイトの年間アクセス
件数55,654件（H25）

東京オリンピック・パラリンピック文
化プログラム推進事業
東京オリンピック・パラリンピック
開催に併せて全国で展開される文化
プログラムを県内で推進するため、
関係団体等で組織する準備会を立ち
上げ、県民とともに滋賀らしい文化
プログラムを検討し、発信・実施し
ていく。

「日本遺産」認定・活用の支援

文化プログラムの展開

滋賀の特色ある
文化プログラム
の発信と世界の
文化との交流促
進

「世界遺産」・「日
本遺産」登録推
進

「世界遺産」・「日本遺産」登録推進
事業
「彦根城」の世界文化遺産登録の準
備のため引き続き彦根市を支援す
る。新たに「日本遺産」の認定推進
を図り、国内外に情報を発信するた
め市町を支援する。

滋賀ゆかりのトッ
プアスリート等と
県民との交流機
会の創出



H27 H28 H29 H30

8,600人 10,400人 12,200人 14,000人

3人 3人 3人 3人

50校 50校 50校 50校

学校関係者向け研
修会　1回

学校関係者向け研
修会　1回

学校関係者向け研
修会　1回

学校関係者向け研
修会　1回

順次派遣

美ココロ・パートナー育
成数
　12人（H27～H30累計）

美ココロ・パートナーの育成

文化振興課

滋賀次世代文化芸術センターの支
援
文化施設・芸術家と学校等を結び、
小中高の学校の授業等で文化芸術体
験を行うためのコーディネートや、
それをサポートする文化ボランティ
アの育成等を行う「滋賀次世代文化
芸術センター」を支援する。

文化芸術体験実施校
200校（H27～H30累計）

児童・生徒を対象とした文化芸術体験授業（連携授業）実施する学校の拡大

文化振興課

取組の普及啓発

文化振興課

美ココロ・パートナーを文化芸術体験プログラム講師として派遣

｢美ココロ｣パートナーシップ事業
県内小中学校の児童・生徒などに対
し文化芸術に触れる体験授業を実施
している滋賀県次世代文化芸術セン
ターにおいて、通常学級に通えない
子どもたちを対象に文化芸術体験プ
ログラムを実施するとともに、若手
芸術家を「美ココロ・パートナー」
として育成する。

施策６－２
地域を元気にする文化振興と「美の滋
賀」づくり

○　これからの滋賀の文化を担う人々を育成・支援するとともに、文化資源を活かした創造的な地域づくり
や「美の滋賀」の拠点として新生美術館を整備を進め、滋賀ならではの文化の魅力を発信することにより、
文化の力で元気な滋賀を目指します。
○　県内に広く分布し、それぞれの地域の暮らしの中に根付き、大切に守られてきた、地域の歴史文化遺産
の魅力を掘り起こし、積極的に発信するとともに、文化財の価値や魅力を守り、次世代へ引き継ぐことがで
きるよう「文化財保存基金」を活用した保存修理を行っていきます。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

未来の文化の担
い手の育成

びわ湖ホール舞台芸術体験事業
県内の子どもたちが優れた舞台芸術
に触れる機会を提供するため、県内
小学生等をびわ湖ホールに招き、
オーケストラと声楽アンサンブルに
よる音楽公演を実施する。

参加児童数
14,000人/年（H30）

優れた舞台芸術を体験した児童数の拡大



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

27.4% 27.4%以上 27.4%以上 27.4%以上

取組事業数16 取組事業数20 取組事業数30 取組事業数40

研修会1回 研修会1回 研修会1回 研修会1回

探訪会1回 探訪会2回 探訪会2回 探訪会1回

講座修了者200人 講座修了者200人 講座修了者200人 講座修了者100人

モデル地区現地探訪会
3か所6回（H27～H30累

計）

滋賀のまつり継承支援モデル事業
祭の保護団体等に、祭の保存継承に
関する意識調査を実施し、対策や組
織づくりを検討する。また、モデル
地区で祭の保護団体と来訪者が交流
する現地探訪会を実施し、祭が持つ
意義や魅力を地域と来訪者が共有す
る機会を作る。

「千年の美つたえびと」づくり事業
文化財を守る地域のリーダーとし
て、また県内の博物館や美術館と地
域を結び、来訪者に魅力を伝える人
材として、｢千年の美つたえびと｣を
養成する。

養成講座修了者
700人（H27～H30累計）

「千年の美つたえびと」養成講座の開催

文化財保護課

地域の元気創造・暮らしアート事業
多彩な文化プログラムの展開を目指
し、アートや暮らしの中にある美の
資源を活用して地域を元気にする取
組を支援し、ネットワーク化および
広域展開を促進する。

地域の元気創造・暮らし
アート事業取組事業数
・16→40事業（H27～
H30）

地域を元気にする取組の活発化

高等学校文化祭事業
全国・近畿高等学校総合文化祭等の
活動発表の機会の提供、平成２７年
度には、本県で第３９回全国高等学
校総合文化祭を開催することによ
り、主体的に文化芸術活動に取り組
む高校生の増加を図り、次代の文化
芸術活動の担い手の育成につなげ
る。

主体的に文化芸術活動に
取り組む高校生の増加を
図り、次代の文化芸術活
動の担い手の育成につな
げる。

県内の高校生の
文化部加入率
H26・・・26.3％
H27・・・27.4％目標
H30・・・27.4％以上を
　　　　 維持

県内の高校生の文化部加入率の向上

学校教育課

研修会の実施　4回
（H27～H30累計）

文化財保護課

未来の文化の担
い手の育成

滋賀が誇る歴史
文化遺産の保存
と活用

文化芸術の力を
活かした創造的
な地域づくり

研修会において保存継承についての検討

現地探訪会の実施

文化振興課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

先進地調査
有識者による懇話
会（～H28）

条例等公文書管理
規程の検討
歴史的文書利活用
策の検討

条例等公文書管理
規程の検討
歴史的文書利活用
策の検討

条例等公文書管理
規程の制定
県政史料室の機能
強化

戦後文書の目録整
備

戦後文書の目録整
備

戦後文書の目録整
備

戦後文書の目録完
成

モデル地区探訪1
回
一般地区探訪8回

モデル地区探訪1
回
一般地区探訪8回

モデル地区探訪1
回
一般地区探訪8回

モデル地区探訪1
回
一般地区探訪8回

支援件数50件
参加人数5,000人

支援件数50件
参加人数5,000人

支援件数50件
参加人数5,000人

支援件数50件
参加人数5,000人

戦国探訪4回
シンポジウム1回
県外講座2回

戦国探訪4回
シンポジウム1回
県外講座2回

戦国探訪4回
シンポジウム1回
県外講座2回

戦国探訪4回
シンポジウム1回
県外講座2回

インターネットに
よる情報発信

インターネットに
よる情報発信

インターネットに
よる情報発信

インターネットに
よる情報発信

修理件数　23件 修理件数　29件 修理件数　32件 修理件数　20件

インターネットによる情報発信

文化財保存基金を活用した文化財
保存修理等の推進
文化財保存基金を活用し、「近江の
文化財風土」ともいえる、地域で守
られている文化財の計画的な保存修
理等について、所有者等を支援す
る。

指定文化財等の保存修理
等修理件数
104件（H27～30累計）

指定文化財等の保存修理等の計画的な実施

公文書の管理体制と歴史
的文書の活用策の確立

モデル地区における史跡
活用団体による探訪会開
催　4回〈H27～30累計）

一般地区における探訪会
開催　32回〈H27～30累
計）

文化財保護課

県民活動生活課県
民情報室

公文書管理・活用のあり方検討

戦後文書の目録整備

特別モデル地区としての新たな活用

近江歴史探訪案内メールによる市町等支援

英語版解説資料の作成

文化財保護課

文化財保護課

滋賀が誇る歴史
文化遺産の保存
と活用

「戦国の近江」魅力発信事業
城跡や古戦場など、戦国時代の遺跡
の魅力を発信するため、探訪やシン
ポジウムを県内外で開講し、来訪者
の誘致を図る。また彦根城・安土
城、忍者を紹介する英語版資料をイ
ンターネットで発信し、外国人来訪
者の誘致を図る。

探訪等参加者2,600人
県外講座参加者2,800人
　　　　（H27～30累計）

シンポジウム・講座

人と地域が輝く歴史遺産活用モデ
ル事業
県内の史跡等でモデル地区を設定
し、活用の担い手となる大人や子ど
もを募集し、学習会などで人材を育
成する。さらに、担い手の自発的な
企画による探訪などの事業を支援
し、来訪者との交流に協働して取り
組む。

歴史的文書の保存・活用事業
県民の共有財産である公文書を、適
切に保存・管理し、将来に引き継ぐ
ため、公文書管理法の趣旨を踏まえ
た仕組みの確立やその価値を活用す
るための施策の検討を行う。



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

指定件数　10件 指定件数　10件 指定件数　10件 指定件数　10件

５施設 １０施設 １５施設 １５施設

フォーラム1回
会員交流会2回

フォーラム1回
会員交流会2回

フォーラム1回
会員交流会2回

フォーラム1回
会員交流会2回

応募者数　265人 応募者数　270人 応募者数　275人 応募者数　280人

支援者の育成
8人

支援者の育成
8人

支援者の育成
8人

支援者の育成
8人

10団体 10団体

15,000人 15,000人

展覧会を通じて多くの人が「美の滋賀」
の魅力に触れる機会を提供

障害のある人を対象とした公募作品展の開催

育成した支援者数
32人（H28～H30累計)

音楽等表現活動を支える人材育成 障害福祉課

県内文化財の指定
県民の財産である文化財を末永く保
存していくため、滋賀県文化財保護
審議会を開催し、文化財の指定を進
める。

情報交換の場づくり

アール・ブリュットの魅力発信事業
公立・民間施設等で作品を展示し、
身近な場所からアール・ブリュット
の魅力を発信する取組を進める。

魅力発信に取組む民間施
設数
５→１５施設（H27～
H30）

県内各地からのアール・ブリュットの魅力発信

文化振興課

国・県の指定を受けた文
化財数
40件（H27～30累計）

新たな文化財の指定の推進

文化財保護課

「美の滋賀」の拠点をめざす展覧会
開催事業
「美の滋賀」の拠点となる新たな美
術館の方向性に沿い、地域の施設や
団体等と連携し、県民に幅広い美術
の魅力を伝える展覧会を開催する。

展覧会の実施における施設・団体等との
連携の拡大

文化振興課
文化振興課新生美
術館整備室

「美の滋賀」の拠
点となる新生美
術館整備

交流機会の提供
フォーラム1回
会員交流会2回

文化振興課

アール・ブリュッ
トの魅力発信

事業実施にあたり連携し
た施設・団体の数
　　10団体
　（H27・H28)

展覧会観覧者数
　　15,000人
　（H27・H28)

アール・ブリュット振興事業
関係団体等が集い意見交換を行うと
ともに広く情報提供を行う全国ネッ
トワークの活動を推進する。

滋賀が誇る歴史
文化遺産の保存
と活用

障害者芸術・文化活動推進事業
障害のある人を対象とした公募作品
展の開催、障害のある人と一般の
アーティストの作品を並列展示する
企画展の開催、障害のある人の音
楽・ダンス等の表現活動を地域で支
える人材の育成などを通して、障害
のある人の活躍の場を広げ、安心し
て芸術・文化活動に取り組むことが
できる環境づくりを進める。

公募展の応募者数
280人（H30)



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

16団体 20団体 30団体 30団体

16回 20回 30回 30回

70団体 80団体 90団体 100団体

3,000人 4,000人 5,000人 6,000人

基本設計完了
実施設計完了
整備工事着工

整備工事 整備工事

整理調査
1,950点

整理調査
1,950点

整理調査
1,950点

修理点数
26点

修理点数
23点

修理点数
23点

修理点数
23点

美術館地域連携プログラム事業
美術館の活動や作品の魅力を多くの
方に知っていただくため、地域や活
動団体との協働により、出前トーク
や子どもを対象としたワークショッ
プ等を県内各地で行う。

地域と美術館のつながりの拡大

文化振興課
文化振興課新生美
術館整備室地域と美術館のつながりの拡大

みんなで創る美術館プロジェクト事
業
多くの県民の理解と参画のもと美術
館の整備を進めるため、建築イメー
ジを紹介するフォーラムの開催や
リーフレット等の制作、アートイベ
ントの開催、地域や施設等と美術館
を結ぶバスのモデル運行等を行う。

事業参加者数
　3,000人→6,000人
　（H27～H30)

美術館の整備における多くの県民の参画の促進

事業実施にあたり連携し
た施設・団体の数
　70団体→100団体
　（H27～H30)

美術館の整備における多くの団体の参画の促進

事業実施にあたり連携し
た施設・団体の数
　16団体→30団体
　（H27～H30)

整理調査実施収蔵品数
　5,850点(H27～29累計)

修理実施収蔵品点数
　　 95点(H27～30累計)

収蔵品修理の実施

収蔵品整理調査の実施

文化財保護課

文化振興課新生美
術館整備室

「美の滋賀」の拠
点となる新生美
術館整備

新生美術館への琵琶湖文化館機
能移転準備事業
琵琶湖文化館が寄託等により保管し
ている国宝・重要文化財を含む約
7,800点の収蔵品を、新生美術館に
円滑に移転することができるよう収
蔵品の整理調査・修理等を進める。

新生美術館整備事業
新たな美術館の実現に向け、基本設
計・実施設計および機能整備の取組
を行う。

平成31年度までのオープ
ンに向け、建築工事等の
整備を進める。

施設整備の促進
文化振興課新生美
術館整備室

取組事業数
　16回→30回
　（H27～H30)



H27 H28 H29 H30

平成32年（充実
期）までに
国体目標点数
1,200点
国体目標順位
10位台
インターハイ入賞
数 　40

1期生事業2年目
2期生事業募集・1
年目

1期生連結
2期生2年目、3期
生事業募集・1年
目
(対策本部事業)

2期生連結
3期生2年目、4期
生事業募集・1年
目
(対策本部事業)

3期生連結
4期生2年目、5期
生事業募集・1年
目
(対策本部事業)

競技に必要な特殊
用具の更新

競技に必要な特殊
用具の更新
(対策本部事業）

競技に必要な特殊
用具の更新
(対策本部事業）

競技に必要な特殊
用具の更新
(対策本部事業）

施策６－３
県民が元気になるスポーツ振興と県民
総参加による国体・全国障害者スポー
ツ大会の開催

○　2024年（平成36年）の国民体育大会・全国障害者スポーツ大会の開催に向け、会場地選定や主会場
整備、県立の体育施設の整備と充実、子どもや若者参画などの準備を計画的に進めるとともに、競技力の向
上に努め、世界で活躍する滋賀のトップアスリートを育成します。
○　すべての県民が日常的にスポーツを「する」、「みる」、「支える」ことができるよう、地域における
運動・スポーツ活動を充実させることで生涯スポーツを振興し、平成３０年度に成人の週１回以上のスポー
ツ実施率が国の数値を上回るようにするとともに、スポーツ環境の充実やプロスポーツチームとの連携を推
進して、地域の活力を向上させます。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

競技力向上と世
界で活躍する滋
賀のトップアス
リートの育成

推進計画策定・見直し
次年度事業計画策定
女性アスリートの育成・支援
オリンピック・パラリンピック選手の輩出
広報の充実

国体に向けた競技力向上対策事
業
滋賀県競技力向上対策本部が実施す
る次世代・女性アスリート育成等の
事業に対して負担金を支出するとと
もに、特殊競技用具の充実を図る。

平成28年（準備期）まで
に

国体目標点数　1,000点
国体目標順位 　20位台
インターハイ入賞数 　30

滋賀県競技力向上対策本部事業

スポーツ健康課

次世代アスリート発掘・育成事業

特殊用具の充実



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

参加人数
1,550人

参加人数
1,700人

参加人数
1,850人

参加人数
2,000人

組織委員会への滋
賀県主催競技種目
及び開催地申入れ

滋賀県開催競技種
目・開催地決定
滋賀県実行委員会
の設立

実行委員会を中心
とした滋賀県開催
に向けた準備

実行委員会を中心
とした滋賀県開催
に向けた準備

ランニングステー
ション　合計5施
設
サイクルスタンド
の設置　合計20箇
所

登録者数500名

年４回開催
基礎的講習会（一般登録者向け）

関西ワールドマ
スターズゲーム
ズ2021開催準備
と生涯スポーツ
の振興

関西ワールドマスターズゲームズ２
０２１の開催準備
平成33年に開催される関西ワールド
マスターズゲームズ2021の開催準備
を円滑に進めるため、組織委員会へ
負担金を支出する。

2021年（平成33年）の関
西ワールドマスターズ
ゲームズ2021の開催に向
けて、計画的に開催準備
を進める。

関西ワールドマスターズゲームズの開催準備

ビワイチジョギング・サイクルツーリ
ング支援事業
琵琶湖をはじめとした美しい自然環
境を有する本県の特性を活かした生
涯スポーツの振興を図るため、既存
施設等の活用により、幅広い年齢層
に人気のあるジョギングやサイクリ
ングを行う者の利便性を向上させ
る。

ランニングステーション
の指定　5施設

サイクルスタンドの設置
現在15箇所に5箇所追加

ランニングステーション・サイクルスタンドの設置・運営

施設の管理・運営

スポーツボランティア支援事業
県内のスポーツ大会や国体等の円滑
な運営につなげるため、ボランティ
アの養成とボランティアネットワー
クの構築を行う。

スポーツボランティアメ
ンバー登録者数500名
（H30）

ボランティアメンバーの募集

リーダーを中心としたボランティア
組織の確立

登録者データベース化
ボランティアメンバーの参加拡大

ボランティア研修の開催

障害者スポーツ
の振興とスポー
ツを通じた共生
社会の実現

障害者スポーツ県大会お
よびスペシャルスポーツ
カーニバルの参加人数
2,000人（H30）

障害者スポーツ大会開催事業
　障害児・者を対象としたスポーツ
競技会や知的障害児・者を対象とし
たスペシャルスポーツカーニバルを
開催、障害者スポーツの振興を図
る。

障害児・者を対象としたスポーツ競技大会等の開催

障害福祉課

リーダー養成講座
ボランティア資格の取得支援

ボランティア派遣システムの構築

情報伝達系統の確立

スポーツ健康課

スポーツ健康課

スポーツ健康課



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

広報基本方針策定 広報基本計画策定
県民運動基本方針
策定

県民運動基本計画
策定

養成計画策定

募金推進要綱・推
進計画策定・募金
開始

調査・研究
報告会1回

調査・研究
報告会1回

調査・研究
報告会1回

調査・研究
報告会1回

基本計画策定
基本設計

基本設計
実施設計

実施設計

募金活動の推進

基盤整備ほか

既存施設解体・基盤工事等

施設整備

都市公園計画・設計

国体準備室

国民体育大会と
全国障害者ス
ポーツ大会の成
功に向けた準備

基本設計・実施設計

競技役員等の養成・編成

募金・協賛

子とも・若者参画

国民体育大会主会場整備事業
国体主会場として（仮称）彦根総合
運動公園を整備するため、公園整備
基本設計に着手するとともに、所要
の調査や測量等を行う。

（仮称）彦根総合運動公
園整備基本計画を策定
し、基本設計・実施設計
を行うとともに、基盤工
事等に着手する。

国民体育大会開催準備事業
平成36年に本県で開催する国民体育
大会の開催準備を円滑に進めるた
め、第79回国民体育大会滋賀県開催
準備委員会に対する負担金の拠出等
を行う。

2024年(平成36年)の国民
体育大会・全国障害者ス
ポーツ大会の開催に向け
て、計画的に開催準備を
進める。

会場地選定

競技運営

競技役員等養成基
本方針、養成基本
計画策定

国体準備室

会場地選定（正式競技・特別競技）

会場地選定（公開競技）

広報・県民運動

広報活動の推進



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

県立社会体育施設
整備方針決定

全体土地利用計画
等の検討

検討懇話会開催
検討調査実施

将来ビジョンの策
定

基本計画の策定

ユニバーサルデザインの
考え方のもとでの体育施
設の計画的な整備・充実

体育施設の計画的な整備・充実

国体準備室
障害福祉課
スポーツ健康課整備方針に基づく具体的な取組

文化振興課

基本計画に基づく具体的な取組

具体化に向けた取組希望が丘文化公園将来ビジョン策
定事業
希望が丘文化公園将来ビジョンおよ
び基本計画を策定するにあたり、有
識者による懇話会を開催するととも
に調査委託を行う。

希望が丘文化公園将来ビ
ジョンおよび基本計画の
策定・推進

将来ビジョンおよび基本計画の策定

身近にスポーツ
を楽しめる環境
の整備と健康づ
くりの推進

県立の体育施設の計画的な整備・
充実
　国体・全国障害者スポーツ大会の
開催を見据え、競技力向上の拠点づ
くりや、障害の有無・年令などにか
かわらず、すべての人が安全に安心
してスポーツを楽しむことができる
環境の充実を図る。

新駅問題・特定プ
ロジェクト対策室

具体化に向けた取組

全体土地利用計画等に基づく具体的な取組

びわこ文化公園都市(仮称)スポー
ツ・健康づくり拠点整備計画等検討
事業
「びわこ文化公園都市」の強みを活
かして、スポーツ・健康づくりの拠
点施設の整備を中心とした、全体の
土地利用計画を検討する。

「びわこ文化公園都市」
全体の土地利用計画の策
定とスポーツ・健康づく
り拠点施設整備の方向性
の決定



 



関係部局：知事直轄組織、総合政策部、琵琶湖環境部、健康医療福祉部、農政水産部、土木交通部、教育委員会、企業庁、警察本部

【目指す方向】

【平成30年度（2018年度）の目標とする指標】

1

2 平成24年度

3

4

5 人口１万人あたりの刑法犯認知件数 108.8件 全国平均以下
（平成25年：102.9件）

土砂災害警戒区域指定率 73.3% 100%

危機管理センターにおける研修等の受講者数 ー 延べ3,600人（累計）

個別インフラごとの長寿命化計画の策定 9計画 34計画

鉄道輸送人員 357,617人 363,000人

7　人やものが行き交う活力ある県土づくりと安全・安心社会の実現

滋賀の「地の利」を活かした広域交通のあり方の検討や、県内産業の活性化と地域間交流促進のための道路整備、バス
利用環境の維持・改善、まちづくりとともに進めるＬＲＴ等新交通システムの検討など、地域を支える公共交通ネット
ワークの整備を推進するとともに、老朽化した社会資本の維持管理や更新を戦略的・計画的に進めます。

平成27 年度完成予定の危機管理センターを中心に、市町との連携を強化しながら、様々な危機事案への対応能力の向
上を図ります。災害時に備えた強い交通網や避難場所となる都市公園の整備、流域治水政策、土砂災害対策等を推進す
るとともに、巨大地震や原子力災害への備えを充実します。併せて、自助・共助による地域防災力の強化を図ります。

関係団体等による重層的な防犯ネットワークを構築し、その支援を行うこと等で、県民全体の自主防犯意識や交通安全
意識、社会規範意識の向上を図るとともに、通学路や身近な道路を中心とした交通安全対策を推進します。また、多様
化するサイバー犯罪など、新たな犯罪に対応します。

平成25年度 平成30年度



【施策7-1】

【施策7-2】

【施策7-3】

地域の活力を支える県土基盤づくり

犯罪の起きにくい社会づくりと事故のない交
通環境の構築

防犯ネットワークづくりや自主防犯団体支援

交通安全対策の推進

災害時に備えた強い交通網の整備の推進

地域防災力の向上

子供や高齢者を守る交通環境の整備

災害に強い県土づくりと自助・共助による地
域防災力の向上

県の危機管理機能強化

水害・土砂災害に強い県土づくり

地震災害に強い県土づくり

原子力防災対策の強化

コンパクトシティに関する調査・研究
（人口減少社会における“まち”の再生）

交通ネットワークの充実と社会インフラの戦
略的維持管理

老朽化した社会インフラの戦略的維持管理

持続可能な交通体系づくり

新交通システムの検討

広域交通ネットワークの強化

観光スポットを結ぶ交通ネットワークの整備



H27 H28 H29 H30

累計　24計画 累計　26計画策定 累計　30計画策定 累計　34計画策定

危機管理体制の確
立

危機管理手引きの
作成（電子媒体）

集約化に伴う用水
使用量の把握

効率的な施設管理
に向けた検討・取
りまとめ

3.2万件 3.4万件 3.6万件 3.8万件

3営業所エリア
累計
4営業所エリア

累計
5営業所エリア

累計
6営業所エリア

2箇所 累計　6箇所 累計　10箇所

自転車プロジェクト推進事業
自転車利用を進めるため、自転車
の魅力を高め、利用しやすい体制
の構築・普及啓発を進める。

自転車の利用しやすい体
制の構築・普及啓発を図
る。

ホームページアクセス件
数　(H25:1.2万件→

自転車利用の啓発・情報発信　ホームページアクセス件数の向上

交通戦略課

バスロケーションシステム導入促
進事業
全ての人に使いやすく分かりやす
いサービスの提供と円滑な移動環
境を形成するため、バス事業者が
行うバスロケーションシステム整
備を促進する。

県内のほぼ全ての路線バ
スについて、利用者に運
行情報等が提供されるこ
とを目指す。

バスロケーションシステ
ムの導入数　(H26:1営業
所エリア→H30:6営業所エ
リア)

駅等の案内モニター設置
箇所数　10箇所(H28～H30

バスロケーションシステムの導入促進

交通戦略課

駅等の案内モニター設置促進

個別インフラごとの長寿命化計画の策定

施策7-1
交通ネットワークの充実と社会インフ
ラの戦略的維持管理

○　滋賀の「地の利」を活かした広域交通のあり方を見据え、県内産業の活性化と地域間交流促進を支える
道路整備、バス等利用環境の維持・改善、まちづくりとともに進める新交通システムの検討、地域を支える
持続可能な公共交通ネットワークの整備を推進します。
○　老朽化した社会資本の維持管理や更新を戦略的・計画的に進めるため、個別インフラごとの長寿命化計
画の策定を推進します。（4年間で17計画を策定）

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

老朽化した社会
インフラの戦略
的維持管理

農業水利施設の戦略的保全管理
促進事業
農業水利施設の戦略的な保全管理
を促進するため、危機管理手引き
の作成および電子化システムの開
発、アセットマネジメントの啓発
資料の作成、農地を集約化された
地域の用水使用量調査を行う。

農業水利施設アセットマ
ネジメントの円滑な推進

耕地課

個別インフラごとの長寿
命化計画の策定

4年間で累計17計画策定
H26:17計画→H30:34計画

インフラ長寿命化計画の策定・着
手
社会インフラの戦略的維持管理の
ため、長寿命化にかかる各種計画
の策定およびその取組を推進する

森林保全課
耕地課
農村振興課
道路課
砂防課
流域政策局
企業庁

農地の集約化に対応した効率的な用水
管理方法の検討

持続可能な交通
体系づくり



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

50,500人 51,000人 51,500人 52,000人

社会実験の実施 1か所 1か所 1か所

導入ルート・道路
空間のあり方検討

地域公共交通網形
成計画策定に向け
た検討

地域公共交通網形
成計画策定に向け
た検討

地域公共交通網形
成計画策定に向け
た検討

米原駅サイクルステーション検討
事業
米原駅前へのサイクルステーショ
ン設置検討と、レンタサイクル広
域利用システムを検討するために
実施する社会実験等に対して支援
する。

米原駅前サイクルステー
ションとレンタサイクル
広域システム構築

社会実験の実施(H27)
サブサイクルステーショ
ンの設置　3箇所(H28～
H30累計)

米原駅前サイクルステーション・サブサイクルステーションの設置

交通戦略課

湖西線利便性向上対策事業
湖西地域の持続的な発展に欠かす
ことができない幹線交通である湖
西線の利便性向上や利用促進に係
る課題を検討していくことを目的
に設置した「湖西線利便性向上プ
ロジェクトチーム」において取り
組む事業に対して必要な支援を行
う。

湖西線沿線3市（大津市・
高島市・長浜市）と連携
して、湖西線利用者を増
やし、地域活性化を図る
湖西線利用者を増やす。

湖西線(大津京～永原間)
の1日あたり乗車人員
(H25:49,933人→
H30:52,000人)

湖西線の利用促進

交通戦略課

LRT導入に係る実現可能性に向けた調査検討

交通戦略課

新交通システム導入も踏
まえた人と環境に優し
い、歩いて暮らせるまち
づくりを目指す。

新交通システム
の検討

大津湖南地域新交通システム導入
可能性検討事業
人口増加と発展が見込まれる大津
湖南地域において地域の持続的発
展を図っていくためには、公共交
通を軸とした駅を中心としたまち
づくりを進めていく必要がある。
これを実現していくツールとし
て、新交通システム(LRT等)の導入
可能性について検討を行う。

持続可能な交通
体系づくり



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

－
スマートIC整備
1箇所

開通延長
　7km

開通延長(累計）
　22km

開通延長(累計）
　26km

開通延長(累計)
　33km

記念事業の実施

出発式（米原駅）、
記念イベント（木ノ
本駅）等の実施

調査と地域のまち
づくり会議2回

街道景観形成指針
の作成

湖国のみち開通目標における道路開通延長

H29年度のD51運行開始に
向けてSL北びわこ号運行
20周年記念事業を実施
し、北びわこ地域の活性
化を図る。

コンパクトシティ
に関する調査・
研究（人口減少
社会における”ま
ち”の再生

湖国のみち開通目標※に
おける道路開通延長：
33km(H27～H30累計）

※湖国のみち開通目標…
道づくりの情報をお知ら
せするため、開通時期、
効果を公表するもの

広域交通ネット
ワークの強化

スマートIC、幹線道路等の計画的
整備
道路整備アクションプログラムに
基づくスマートIC、幹線道路等の
計画的整備を行い、高速道路への
アクセスや物流拠点間のネット
ワークの強化等を図り、県内産業
における既存施設の付加価値の向
上や新規成長産業の創出、地域間
交流の促進等を目指す。

観光スポットを
結ぶ交通ネット
ワークの整備

SL北びわこ号運行20周年記念事
業
SL北びわこ号は平成7年の運行開始
から来年で20周年を迎えるととも
に、来夏には乗客30万人を達成す
る見込みである。SL北びわこ号運
行20周年記念事業の開催を契機
に、米原駅の徹底活用と北びわこ
地域の活性化を促進する。

スマートインターチェン
ジの整備：1箇所(H28）

歴史的街道のつながりある景観形
成によるまちづくり事業
歴史的な街道のつながりある景観
形成に取り組むことで、子育て世
代から高齢者までが地域に愛着を
持ち持続して住み続けられるよう
な町づくりを進め、人口減少社会
における”まち”の活力の再生に
寄与する。

歴史的な街道の景観ネッ
トワークを形成するた
め、東海道、杣街道をモ
デルとして地域の歴史文
化資源を調査し、街道景
観形成指針を作成すると
ともに、これを活用し
て、市町が実施する景観
形成事業を支援する。

道路課
都市計画課

交通戦略課

スマートインターチェンジの整備

東海道、杣街道をモデルとして地域の
歴史文化資源の調査、街道景観形成指
針の作成

都市計画課

残る街道について、景観形成指針に基
づく市町支援

街道景観形成指針に基づき、市町が
実施する景観形成事業を支援



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

（仮称）建設フェ
スタの開催
（年1回）

（仮称）建設フェ
スタの開催
（年1回）

（仮称）建設フェ
スタの開催
（年1回）

（仮称）建設フェ
スタの開催
（年1回）

訪問指導件数
　70社

訪問指導件数
（累計）140社

基礎調査
会議開催5回

詳細調査
会議開催5回
モデル団地の選定

結果検証
モデル団地におけ
る事業者支援

結果検証
モデル団地におけ
る事業者支援

地域の活力を支
える県土基盤づ
くり

年間の訪問指導件数：
140社（H27～H28累計）

滋賀県空き家団地リノベーション支
援事業
社会インフラが整備されている既
存の住宅団地に発生した空き家を
子育て世帯向けにリノベーション
する事業者を支援するため、支援
対象とする団地や住宅の基準につ
いて調査検討を行う。

既存住宅団地の現地調査
および検討会議を実施す
るとともに、モデル団地
を選定してリノベーショ
ンを実施する事業者への
支援を行う。

住宅課

建設産業魅力アップ事業
若年者および女性の建設産業への
入職促進を図るため、広くその魅
力を発信する。
また、相談・指導事業を実施し、
建設業取引の適正化を推進するこ
とで、建設産業の活性化を図る。

官民が一体となった建設
産業の魅力発信、イメー
ジアップ

建設産業魅力アップイベント等の開催

監理課

年間の訪問指導件数

現地調査および検討会議 事業者支援



H27 H28 H29 H30

危機管理センター
の設置

供用の開始

広報資材の作成

紹介映像制作
パンフレット作成

受講者数　40人 受講者数　40人 受講者数　40人 受講者数　40人

フォローアップ研修の実施

施策７－２
災害に強い県土づくりと自助・共助に
よる地域防災力の向上

○　平成27年度(2015年度)完成予定の危機管理センターを中心に、市町との連携を強化しながら、様々な
危機事案への対応能力の向上を図ります。
○　気候変動に伴い激化する水害・土砂災害に備え、流域治水政策、土砂災害対策を推進します。災害時に
備えた強い交通網や避難場所となる都市公園の整備等を推進するとともに、巨大地震や原子力災害への備え
を充実します。
○　災害時における地域への情報発信を迅速かつ的確に行うことで、自助・共助による地域防災力の強化を
図るため、年1回の情報伝達訓練を実施します。また、自助・共助による地域防災体制の確立に資するた
め、消防団活動への理解の促進を図る取組を実施します。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

災害医療コーディネーター研修
大規模災害発生時に県全体の災害医
療全般を調整、指揮する災害医療
コーディネーターの育成および資質
向上を図る。

災害医療コーディネー
ターの資質向上

講習会の実施　80人(H27
～H28累計)
フォローアップ研修の実
施　80人(H27～H28)

健康医療課

県の危機管理機
能強化

講習会の実施

危機管理センター広報事業
各種広報資料を作成することによ
り、センターの認知度を高め、利用
促進を図る。

防災危機管理局

危機管理センターの紹介
映像およびパンフレット
の作成

危機管理センター整備事業
地震等の自然災害をはじめ、テロや
新型インフルエンザ等、様々な危機
事案に対し、迅速・的確に対応する
とともに、自助・共助による地域防
災力の向上に資するため、危機管理
の拠点となる危機管理センター、防
災行政無線および防災情報システム
等の整備を行う。

危機管理センターの設置 防災危機管理局
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取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

保養キャンプ等事
業　 2件

交流事業　1件

保養キャンプ等事
業　 2件

交流事業　1件

保養キャンプ等事
業　 2件

交流事業　1件

保養キャンプ等事
業　 2件

交流事業　1件

地区数(累計)
 10地区

地区数(累計)
 20地区

地区数(累計）
 30地区

地区数(累計)
 40地区

延長(累計)
 6.0㎞

延長(累計)
 9.0㎞

延長(累計)
 12.0㎞

延長(累計)
 14.0㎞

流域政策局

流域政策局

どのような洪水からも命を守る「流
域治水推進事業」
どのような洪水からも命を守るた
め、「地先の安全度」が示す水害特
性を踏まえ、避難体制などの確保に
よる地域防災力の向上や安全な住ま
い方への誘導により「水害に強い地
域づくり」を着実に実現していく。
さらに、水害体験の聞き取り調査を
活用した水害意識の向上や浸水被害
危険度調査事業による安全な道路盛
土の設置等に向けた検証を実施す
る。

水害に強い地域づくり
取り組み地区数　H26:0地
区→H30:40地区(累計)

水害に強い地域づくりの取組推進

東日本大震災被災者に対する自
然体験活動・交流等支援事業
子ども・被災者支援法の趣旨を踏ま
え、自然体験活動を通じた被災者の
心身の健康保持や県内避難者の生活
再建、県民の防災意識の向上を図る
ため、放射能の影響から屋外で安心
して遊べない子どもたちや今なお被
災地から避難するなど、不便な生活
を強いられている避難者を対象に、
民間団体等が実施する保養キャンプ
や県内避難者と県民との交流会等の
活動を支援する。

自然体験活動を通じた被
災者の心身の健康保持や
県内避難者の生活再建、
県民の防災意識の向上

対象事業の募集と支援
被災した子どもたちを対
象とした保養キャンプ等
事業　 2件(毎年)

県内避難者と県民との交
流事業　1件(毎年)

民間団体等の事業の支援

防災危機管理局

河川改修事業
大雨による洪水被害を軽減するた
め、河積拡大・流路是正・天井川の
切下げ・堤防強化等の河川整備を推
進する。

平成26年3月に策定した
「河川整備5ヵ年計画」に
かかる河川整備完了区間
延長　H26:2.6km→
H30:14.0㎞(H26～H30累
計)

「河川整備5ヵ年計画」にかかる河川整備完了区間延長

水害・土砂災害
に強い県土づく
り
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取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

480人 480人 480人 480人

350戸 累計700戸 累計1,050戸 累計1,400戸

50戸 累計100戸 累計150戸 累計200戸

気象パターン別大
気拡散予測結果の
把握・可視化

モニタリング計画
等への反映

琵琶湖水環境中に
おける放射性物質
の中長期影響予測

モニタリング計画
等への反映

副読本などを活用しての住民説明

砂防課

大気への影響把握

琵琶湖環境（底質・生物）への影響把握

既存建築物耐震改修促進計画策
定事業
耐震改修促進法の改正を受けて、要
緊急安全確認建築物および要安全確
認計画記載建築物に対する取組方針
を定めるとともに、住宅の耐震化計
画を見直すため、『滋賀県既存建築
物耐震改修促進計画』の次期計画を
策定して、建築物の耐震化促進を図
る。

住宅の耐震診断戸数：
1,400戸(H27～H30累計)

木造住宅耐震診断員派遣事業費補助戸数

建築指導室

木造耐震改修・バリアフリー改修事業費補助戸数

モデルを用いた大気や水
質・生態系への放射性物
質の影響の予測と、原子
力発電所事故発生時のモ
ニタリング計画改定を支
援する。

防災危機管理局
環境政策課
琵琶湖環境科学研
究センター

水害・土砂災害
に強い県土づく
り

原子力防災対策
の強化

地震災害に強い
県土づくり

放射性物質拡散シミュレーションに
よる地域防災計画改定支援事業
原子力発電所事故発生時における放
射性物質の大気中の動態や琵琶湖環
境への影響を、シミュレーションモ
デルを用いて把握することにより、
モニタリングのあり方の検討やモニ
タリング計画の改定に寄与する。

住宅の耐震改修戸数：
　200戸(H27～H30累計)

土砂災害に備えるための住民理解
促進事業
土砂災害から命を守るために、土砂
災害危険箇所や避難の重要性につい
て、副読本などを活用して、住民の
理解促進を図る。

副読本などを活用しての
情報発信

住民説明480人（毎年）
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取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

原子力防災訓練の
実施

資機材の充実、維
持・管理

原子力防災専門会
議開催

モニタリング実務
研修等への参加

環境放射線モニタ
リングの強化

原子力防災訓練の
実施

資機材の充実、維
持・管理

原子力防災専門会
議開催

モニタリング実務
研修等への参加

環境放射線モニタ
リングの強化

原子力防災訓練の
実施

資機材の充実、維
持・管理

原子力防災専門会
議開催

モニタリング実務
研修等への参加

環境放射線モニタ
リングの強化

原子力防災訓練の
実施

資機材の充実、維
持・管理

原子力防災専門会
議開催

モニタリング実務
研修等への参加

環境放射線モニタ
リングの強化

原子力防災関係者
育成研修会開催

原子力防災関係者
育成研修会開催

原子力防災関係者
育成研修会開催

原子力防災関係者
育成研修会開催

情報連絡の円滑化

広域的防災体制構築に向けた連携
国への働きかけ

リスクコミュニケーションの推進

原子力防災対策強化事業
多重防護体制を強化し、原子力災害
に対する県民の安全・安心を確保す
るため、地域防災計画の推進、原子
力防災対策の実践力向上、環境放射
線モニタリングの強化および職員の
専門知識の向上を図る。

今後、若狭地域におい
て、東京電力（株）福島
第一原子力発電所におけ
る事故と同規模の事故に
も対応できる体制を構築
する。

防護体制強化

防災危機管理局

原子力防災対策
の強化



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

原子力防災専門会
議開催(安全対策)

原子力防災専門会
議開催(安全対策)

原子力防災専門会
議開催(安全対策)

原子力防災専門会
議開催(安全対策)

原子力安全対策連
絡協議会開催

原子力安全対策連
絡協議会開催

原子力安全対策連
絡協議会開催

原子力安全対策連
絡協議会開催

原子力防災講習会
開催、出前講座

原子力防災講習会
開催、出前講座

原子力防災講習会
開催、出前講座

原子力防災講習会
開催、出前講座

受講者数　10人 受講者数　10人 受講者数　10人 受講者数　10人

養成者数　100人 養成者数　100人 養成者数　100人 養成者数　100人

箇所数 8箇所
箇所数（累計）
　13箇所

箇所数（累計）
　19箇所

箇所数（累計）
　25箇所

原子力事業者や関係機関との連携強化

リスクコミュニケーションの推進

健康医療課

防災危機管理局

専門研修の受講

道路災害防除事業
近年多発する集中豪雨や台風の影響
による道路の通行規制が頻発してお
り、地域の孤立や緊急車両の不通を
回避するため、道路法面対策を実施
し、大雨時でも通行可能な信頼性の
高い道路を目指す。

国が定めるＵＰＺはもと
より、県全域を対象とし
て原子力防災に関する対
応能力の向上を図る。

原子力防災対策の実行能力の強化

防災点検要対策箇所における対策の実施

スクリーニング者の養成

道路課

原子力防災対策
の強化

原子力災害医療体制整備事業
地域防災計画（原子力災害対策編）
の緊急被ばく医療計画に基づき緊急
被ばく医療に従事する人材の育成を
行う。

防災点検要対策箇所にお
ける対策着手箇所数：25
箇所（H27～H30累計）

災害時に備えた
強い交通網の整
備の推進

スクリーニング者等の緊
急被ばく医療人材育成の
ための専門研修の受講者
数　40人(H27～H30累計)

スクリーニング者養成数
400人(H27～H30累計）

原子力防災対策実効性向上事業
国が定めた緊急時防護措置準備区域
（ＵＰＺ）以遠においても原子力災
害に対する防護対策を実施し、本県
の原子力防災対策の実効性の向上を
図る。



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

「道の駅」における
無線LAN整備

整備箇所 10箇所

毎日 毎日 毎日 毎日

「Tudo Bem！
SHIGA」の放送

年間　12回 　 　 　

年間　2回 年間　2回 年間　2回 年間　2回

広報課

道路課

県民と知事との県政テレビ対話

広報課

県民の暮らし安全・安心情報提供
事業
びわ湖放送において、毎朝の通勤・
通学前の時間帯に県民の暮らしの安
全・安心につながる情報番組を放送
する。

毎日、生放送で安全・安
心につながる情報を提供

「しらしがテレビ」の放送による安全・安心情報の提供

広報課地域防災力の向
上

「道の駅」情報発信機能強化事業
「道の駅」の情報発信機能強化の支
援を行うことで、災害時において道
路利用者等へ迅速な情報提供が可能
となり、「道の駅」が防災拠点とし
て機能を発揮することができる。

「道の駅」における無線
LAN整備箇所数：10箇所
（H27）

在住外国人のための命と暮らしを
守る情報発信事業
在住外国人のために、ポルトガル語
で「命と暮らしを守る情報番組」を
放送するとともに、英語に翻訳し、
YouTubeにアップして24時間視聴で
きるようにする。

在住外国人が必要とする
安全・安心情報をポルト
ガル語で提供

県民と知事との県政テレビ対話事
業
県政の重要課題等をテーマにした県
民と知事とのテレビ対話番組を放送
し、参加者および番組視聴者からの
意見を聴き、県政に活かす。

県民と知事との県政テレ
ビ対話を毎年2回開催し、
県の施策構築等に県民の
声を活かす



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

湖北地域での実施
訓練実施　1回
(地域未定)

訓練実施　1回
(地域未定)

訓練実施　1回
(地域未定)

特別番組の制作・
放送

特別番組の制作・
放送

特別番組の制作・
放送

特別番組の制作・
放送

調査研究
パイロット事業の
検討

パイロット事業の
実施

啓発資材（パンフ
レット、展示パネ
ル、啓発物品）の
作成・配布

啓発資材（パンフ
レット、展示パネ
ル、啓発物品）の
作成・配布

啓発資材（パンフ
レット、展示パネ
ル、啓発物品）の
作成・配布

啓発資材（パンフ
レット、展示パネ
ル、啓発物品）の
作成・配布

研修会　1回 研修会　1回 研修会　1回 研修会　1回

避難支援等関係者
への啓発

啓発資材の作成

メディア活用地域防災力向上事業
滋賀県総合防災訓練と合同で関係機
関との連携による情報伝達訓練を実
施し、情報を迅速かつ的確に地域住
民へ広報を行う。
また、訓練の模様をメイン会場へ映
像発信を行い、見学者に滋賀県の災
害対策を見てもらうとともに、自
助・共助による地域防災力の向上に
資するため、特別番組を制作・放送
することで県民の防災意識の醸成を
図る。

情報伝達訓練の実施

防災危機管理局

防災意識の醸成

市町職員等を対象とした研修会の開催

防災危機管理局
健康福祉政策課

情報伝達訓練の実施(毎
年)

特別番組の制作・放送(毎
年)

消防団応援制度の実施
(H29)

入団促進等啓発パンフ
レット等の作成・配布(毎
年)

消防団を中核とした地域防災力充
実強化支援事業
地域防災力の中核となる消防団員を
確保し、自助・共助による地域防災
体制の確立に資するため、地域をあ
げて消防団を支援する機運を醸成
し、消防団活動への理解の促進を図
る取組を実施する。

消防団応援制度の構築・実施

防災危機管理局

全県的制度の構築・実施

入団促進等啓発パンフレット等の作成・配布

地域防災力の向
上

災害時要配慮者支援体制整備事
業
災害時に、高齢者や障害者等の要配
慮者が円滑な避難支援を受けられる
よう市町の取組を促進するため、市
町・市町社会福祉協議会職員等を対
象とした研修会を開催するととも
に、啓発資材を作成する。

災害時における要配慮者
の円滑な避難向けた研修
と啓発
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3市町 5市町 5市町 2市町

研修会4回 研修会3回 研修会3回 研修会2回

人材育成4人 人材育成4人 人材育成4人 人材育成4人

防犯ネットワーク
づくりや自主防
犯団体支援

施策７－３
犯罪の起きにくい社会づくりと事故の
ない交通環境の構築

○　振り込め詐欺による高齢者の被害が後を絶たない状況が続いているほか、女性に対するわいせつ事犯や自転車盗な
ど、生活に身近な犯罪が依然として多発しており、県民の治安に対する不安は高くなっています。
○　多発している高齢者による死亡事故抑止への取組に加え、子どもの通学路や身近な道路環境等の継続した整備が求め
られています。
○　関係ボランティア団体による重層的なネットワークの構築、活動への支援等を行うことで、県民全体の防犯・交通安
全意識、規範意識の向上を図るとともに、多様化するサイバー犯罪など、新たな課題にも対応していきます。
○　こうした取組を推進し、人口１万人あたりの犯罪発生率について全国平均以下を目標とし、安全・安心を体感できる
社会づくりを目指します（暫定　平成26年　全国94.4＞滋賀87.5）。

取組項目 事業概要 事業目標
年次計画

所管する部署

犯罪被害者支援強化事業
犯罪被害者支援の体制を強化するた
め、「性暴力被害者総合ケアワンス
トップびわ湖SATOCO」を支援するこ
とにより、安全・安心な社会づくり
に寄与する。

SATOCO研修会の実施
10回(H27～H30累計)

SATOCO事業に対応できる人材（相談
員、支援員、看護師等）の育成
16人(H27～H30累計)

県民活動生活課

地域安全まちづくり活性化事業
地域の実情に即した効果的な防犯活
動を活性化させるため、「地域防犯
力活性化計画」を策定した市町が実
施する自主防犯活動団体の支援や犯
罪弱者を守る活動などに対して支援
し、県民の安全や安心を高める。

市町による「地域防犯力活性化計画」
の策定の支援

15市町(H27～H30累計)

県民活動生活課

SATOCO事業に対応できる人材の育成

市町による「地域防犯力活性化計画」の策定

SATOCO事業の運営支援



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

中学校23校、高校
13校（累計164
校）

再診料、検査費用
の支援実施

再診料、検査費用
の支援実施

再診料、検査費用
の支援実施

再診料、検査費用
の支援実施

40回 40回 50回 50回

169回 169回 169回 169回

高齢者を振り込め詐欺から守るシ
ルバーガード推進事業
高齢者を振り込め詐欺等の特殊詐欺
から守るため、高齢者による高齢者
への防犯指導を行うとともに、詐欺
電話防止機器の貸出し事業を実施す
る。

詐欺被害防止地域アドバイザーによる
防犯活動の実施回数　210回(H27～H30
累計)

詐欺被害防止地域アドバイザーによる防犯活動の実施

警察本部
（生活安全企画課）

21回 42回 63回 84回

新たに対象を選定して広く県民の参加を募った事業を実
施

犯罪の起きにくい社会づくり推進事
業
犯罪の起きにくい社会を実現するた
め、重層的な防犯ネットワークを構
築してボランティア活動の活性化を
図るとともに、積極的な情報発信に
より県民の防犯意識の高揚を図る。
また、少年による非行を防止するた
め、小学校高学年と中学生を対象と
して、少年と保護者に非行防止教材
を配布し、規範意識を醸成して非行
少年を生まない社会づくりを推進す
る。

ヤングボランティアによる防犯活動の
実施回数　180回(H27～H30累計)
少年警察ボランティア等による非行防
止活動の実施回数　676回(H27～H30累
計)

ヤングボランティアによる防犯活動の実施

警察本部
（生活安全企画課）

警察本部
（少年課）

警察本部
（警察県民セン
ター）

少年警察ボランティア等による小中学生を対象とした非行防止活動等の実施

性犯罪被害者への支援強化事業
性犯罪被害者に対して、性感染症な
どの検査にかかる再診料及び検査費
用を公費負担し、被害者への支援を
強化する。

性犯罪被害者の負担軽減を進め、警察
への届出促進・被害の潜在化防止を図
る。

再診料、検査費用に対する公費負担の
実施(毎年)

性犯罪被害者への支援強化

警察本部
（警察県民セン
ター）

防犯ネットワーク
づくりや自主防
犯団体支援

「命の大切さを学ぶ教室」推進事業
将来の社会を担う中学・高校生を対
象に、犯罪被害者遺族等を講師とす
る「命の大切さを学ぶ教室」を開催
し、社会全体の規範意識の向上を図
る。
平成28年度以降も、新たに対象を選
定して実施予定。

「命の大切さを学ぶ教室」を開催する
中学校・高校数
中学校23校、高校13校（平成23年度か
ら平成27年度までに累計164校で実
施。県内一巡）

「命の大切さを学ぶ教室」の開催



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

県民大会(1回)
キャンペーン実施
(2ヶ所）

県民大会(1回)
キャンペーン実施
(2ヶ所）

県民大会(1回)
キャンペーン実施
(2ヶ所)

県民大会(1回)
キャンペーン実施
(2ヶ所)

販売店　0軒 販売店　0軒 販売店　0軒 販売店　0軒

薬物乱用防止対策事業
薬物乱用の有害性について広く周知
し、麻薬等取扱者等に対しては、適
正な取扱いや保管管理を指導すると
ともに必要な取締りを行う。

若年層への啓発のための県民大会、
キャンペーンの実施
県民大会　1回(毎年)
キャンペーン　2ヶ所(毎年)

危険ドラッグ販売店舗数　0軒

薬物乱用防止の普及啓発

薬務感染症対策課

指導・取締り

警察本部
（少年課）

10回 10回 10回 10回

安全・安心なサイバー空間構築推
進事業
サイバー空間の浄化等を目的とした
サイバーボランティアによる多岐の
活動を積極的に支援し、社会全体で
サイバー空間の脅威に立ち向かう気
運を醸成するとともに、サイバー犯
罪への捜査力を強化して、安全・安
心なサイバー空間を構築する。

サイバー犯罪防止教室・啓発活動等実
施回数　252回(H27～H30累計)

サイバー犯罪防止教室・啓発活動等の実施

警察本部
（生活環境課）

63回 63回 63回 63回

少年の立ち直り（社会参加・貢献活
動）支援事業
少年の健全育成に資する活動を地域
ぐるみで活性化し、非行少年を生ま
ない社会づくりを推進するととも
に、少年の規範意識の向上と立ち直
り支援を目的とした農業体験活動、
環境浄化活動等の社会参加・貢献活
動型の取組みを推進する。

社会参加・貢献活動型の立ち直り支援
活動実施回数　40回(H27～H30累計)

立ち直り支援活動の実施

防犯ネットワーク
づくりや自主防
犯団体支援



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

歩道整備 5km 歩道整備 5km 歩道整備 4km 歩道整備 8km

12箇所

警察本部
（交通企画課）

警察本部
（交通企画課）

交通安全対策の
推進

12箇所 12箇所 12箇所

2,900人 3,200人

高齢者交通安全対策事業 ～思い
やりゾーン・シーズン２～
高齢者の交通事故発生が予測される
地域を「思いやりゾーン」と設定
し、総合的な交通事故防止対策を展
開して、安全・安心な交通環境の構
築及び反射材の普及促進を図る。

思いやりゾーンの設置数　48箇所(H27
～H30累計)

思いやりゾーンの設置

高齢者対象運転免許自主返納促
進事業
高齢運転者による交通事故が増加す
る中、高齢者が運転免許証を返納し
やすい社会環境を構築し、自主返納
気運の醸成を図る。

運転免許証返納者数　11,000人(H27～
H30累計)

自主返納者数の拡大

2,300人 2,600人

システム構築に必
要なデータ入力と
実証実験

システム運用開始

歩道・自転車歩行者道の整備
道路整備アクションプログラムや市
町が作成する交通安全プログラム等
に基づき、通学路等の歩道整備事業
やカラー舗装等の交通安全対策事業
を実施することで通学時の児童等の
交通安全を図り、誰もが安心・安全
に暮らせる優しい県土の実現を目指
す。

県管理道路における歩道整備延長
22km（H27～H30累計）

県管理道路における歩道整備

道路課

新たな交通事故分析手法等に基
づくシステム構築事業
警察庁のモデル事業として、交通事
故分析に交通取締り情報や道路管理
者情報を追加する等して多角的な分
析を行う次世代型の交通事故分析シ
ステムを構築する。

次世代型交通事故分析システムの構築
警察本部
（交通企画課）

次世代型交通事故分析システムの構築

子供や高齢者を
守る交通環境の
整備



H27 H28 H29 H30
取組項目 事業概要 事業目標

年次計画
所管する部署

高齢者交通事故事
例紹介冊子の作成
と配布

冊子の改訂・新た
な交通安全教室の
開催

冊子の改訂・新た
な交通安全教室の
開催

高齢者世帯訪問活
動　訪問先5,000
人

高齢者安全教室開
催　6ヶ所

高齢者安全教室開
催　6ヶ所

高齢者交通死亡事故防止事業
交通事故死者に占める高齢者の割合
が非常に高率となっており、高齢者
死亡事故の防止が緊急の課題となっ
ているため、代表的な高齢者死亡事
故事例の紹介冊子を作成し、これを
活用した啓発を行う。

緊急の課題である高齢者交通事故死者
数の減少を目指す。

高齢者世帯訪問数　5,000人(H27)
高齢者安全教室開催　6ヶ所(H28～
H29)

交通戦略課

児童・生徒を交通事故から守る「お
うみ通学路交通アドバイザー」等事
業
おうみ通学路交通アドバイザー制度
を継続し、通学路における交通安全
の一層の向上を促進し、安全で安心
な通学路環境を持続する。

通学路保護誘導活動の実施回数
40,000回(H27～H30累計)

通学路保護誘導活動の実施

警察本部
（交通企画課）

10,000回 10,000回 10,000回 10,000回

子供や高齢者を
守る交通環境の
整備



 



（参考）地方創生先行型交付金を活用した人口減少を見据えた豊かな滋賀づくりへの施策

H27 H28 H29 H30 H31

地方版総合戦略の
策定

人口ビジョン・総
合戦略の策定

移住のきっかけづく
り

魅力体験講座の参
加者数　60人
(20人×3回)

移住支援を行う人
材の育成

移住お助け隊任命
者数　20人

定着・移住に向けた
研修の実施

研修参加者のうち
山村地域での雇用
者数　6人

環境関連見本市で
の商談促進

会期中の商談件数
29,000件

取組項目 事業概要
年次計画

所管する部署

地方版総合
戦略の策定

人口減少を見据えた豊かな滋賀づ
くり推進事業（地方版総合戦略策
定事業）
人口の変化が地域の将来に与える影
響の分析など、地方版総合戦略等の
策定に向けた調査研究を行う。

企画調整課

森のしごとびと育成事業
県有地において森林整備作業等の技
術取得のための研修を行うなどによ
り、山村地域での人材の育成・定着
に向けて取り組む。

森林政策課
森林保全課

市町振興課

県市町連携・移住促進事業
移住のきっかけづくりとする体験講
座の開催や、移住する際の総合的な
支援を行う人材の育成、移住実態調
査に、市町と連携して取り組む。

ビジネスチャンス拡大支援事業
集客が見込める環境関連の最先端技
術の展示紹介や県内企業との商談の
場の設置、著名講師によるセミナー
等を環境関連見本市と併催すること
により、県内企業のビジネスチャン
スを拡大させ、地域経済の活性化に
資する。

モノづくり振興課

UIJターン助成



H27 H28 H29 H30 H31
取組項目 事業概要

年次計画
所管する部署

本社機能移転の推
進

本社工場、マザー
工場、試験研究施
設の立地件数決定
3件

フォーラムの開催

フォーラム参加者
数　30社

外資系企業による
滋賀県内への投資
1件

県外人材の雇用促
進

30～50代のお試し
就業(出向・有期
雇用等)への助成
件数　50件

本助成制度を通じ
た30～50代の県外
人材の正規雇用件
数　50件

海外企業誘致事業
本社機能の移転や海外企業の誘致を
図るため、「本社機能移転促進、外
資系企業立地促進フォーラムin 東
京」を開催する。

モノづくり振興課

ＵＩＪターン助成金事業
県内の中小企業が県外から経験豊か
な人材を雇用するために実施する
「お試し就業」に要する経費に対し
助成することにより都市圏からの人
材還流を促進する。

労働雇用政策課

本社機能移転推進事業
本社機能の県内への移転による本県
経済の活性化に資するため、効果的
な誘致活動を展開する。

モノづくり振興課

UIJターン助成



H27 H28 H29 H30 H31
取組項目 事業概要

年次計画
所管する部署

若年求職者の県内
就職の促進

企業交流会への参
加者数　1,500人

県内企業への就職
者数　100人

視覚障害者の就労
支援

就労する視覚障害
者数　3人

技術情報のデータ
ベース化

データベース登録
件数　50件

県産材の利用促進

木材流通センター
の取扱量
12,000m3

淡海環境プラザにおける水環境技
術情報の集積と発信
水環境技術情報のワンストップ・
サービスの展開を行うとともに、企
業展示の充実化と水環境技術情報の
発信を行う。

下水道課

県産材販路確立支援事業
滋賀県森林組合連合会の安定供給取
引協定に基づく取引の際に森林組合
が負担している手数料の一部を支援
することにより、県産材の利用を促
進し、林業の活性化や雇用拡大を図
る。

労働雇用政策課

障害福祉課

ふるさと滋賀就職応援事業
大学3回生をはじめとする県内外の
若年求職者に対して、県内中小企業
の魅力を発信するとともに、両者が
出会う場を提供することにより、県
内中小企業の人材確保と若者の地元
就職を促進する。

森林政策課
森林保全課

視覚障害者就労支援事業
雇用事業主との情報交換や就労体験
の場の開拓、就労を希望する視覚障
害者の個別支援を行う就労支援員を
設置し、雇用事業主に対する障害へ
の理解の促進を図り、就労に向けた
個別支援を行うことにより視覚障害
者の雇用の拡大を図る。

UIJターン助成

創業支援・
販路開拓

地域しごと
支援事業



H27 H28 H29 H30 H31
取組項目 事業概要

年次計画
所管する部署

県内中小企業等が
行うイノベーション
創出につながる取
組への支援

支援件数　5件

イノベーションに
つながるビジネス
モデル創出件数
5件

人材育成プログラ
ムの実施支援

プログラム受講者
数　15人

ビジネスプランコン
テストの開催

コンテスト応募件
数　100件

県内インキュベー
ション施設活用者
への販路開拓支援

支援企業の販路開
拓の実現率90%以
上

コミュニティビジネス推進事業
人口減少社会を迎える中で、子育て
支援や介護・福祉、環境保全やまち
づくりなど、地域の課題解決を目的
とした持続的な事業活動であるコ
ミュニティビジネスの推進を図るた
め、その担い手を育成するための人
材育成プログラムを実施する。

商工政策課

滋賀の強みを活かす5つのイノ
ベーション創出支援事業
人口減少やグローバル競争下にあっ
て、本県経済の活性化と雇用の創出
を図るためには、新たな需要を開拓
し、経済循環を促進していく必要が
ある。このため、産業振興ビジョン
に掲げる5つのイノベーションを
テーマにして、県内中小企業等が行
う新たなビジネスモデルの創出に向
けた取組を総合的に支援する。

商工政策課

滋賀発創業・新事業促進事業
ビジネスプランコンテストの開催に
より、県内における創業・新事業の
発掘を図るとともに、県内インキュ
ベーション施設を活用し創業・新事
業に取り組む者の展示会等への出展
費用を補助し、販路開拓を支援す
る。

中小企業支援課

創業支援・
販路開拓



H27 H28 H29 H30 H31
取組項目 事業概要

年次計画
所管する部署

PRイベント開催支
援

イベントの来街者
数　1,000人/件

支援した商店街へ
のアンケートで経
済効果があったと
答えた割合　80%
以上

WEB等を活用した
商店街の魅力発信

年間アクセス件数
20,000件

地場産業を深く知る
ためのイベント開催

イベント参加者の
地場産業に対する
理解度向上率
80%以上

イベント参加者数
3,600人

商店街の魅力発掘・発信事業
県内商店街の個性・イベント情報・
ＰＲ情報に加え、消費者から寄せら
れた商店街の魅力情報を放送媒体等
を活用して発信するとともに、商店
街に人を呼び込む仕掛けにより、商
店街のにぎわいの創出、消費喚起を
図る。

中小企業支援課

地場産業プロモーション支援事業
産地の経済活性化を図るため、つく
り手の思いを伝え、共感を得て商品
価値を向上させる「ブランディン
グ」の視点から実施される地場産業
の認知度を高める取組を支援する。

モノづくり振興課

創業支援・
販路開拓



H27 H28 H29 H30 H31
取組項目 事業概要

年次計画
所管する部署

県外の展示会出展

商談件数　150件

国内外の販路開拓
支援

(国内向け)
平均商談引合件数
20件
(国外向け)
平均商談引合件数
10件

※国内外とも展示
会終了後1カ月時
点で継続して商談
を行っている件数

トップセールスの実
施

現地での知事の訪
問箇所数　10箇所

農畜水産物国内外販路開拓支援
事業
国内外の展示商談会への県産農畜水
産物の生産者団体等の出展を支援す
ることにより、国内外への魅力発信
および販路開拓を図る。

食のブランド推進
課

海外市場開拓支援(トップセールス)
事業
海外で知事自らが本県の農畜水産
物・食品を直接ＰＲすることによ
り、国内外における県産農畜水産物
への関心を高め、生産者団体等の事
業展開の促進を図り、本県農業の発
展に資する。

食のブランド推進
課

バイオ・ライフサイエンス関連販路
拡大促進事業
県内におけるバイオ・ライフサイエ
ンス関連の取組による開発成果等の
販路開拓を支援するため、県外の展
示会へ出展等を行い、事業展開を促
進する。

モノづくり振興課

創業支援・
販路開拓



H27 H28 H29 H30 H31
取組項目 事業概要

年次計画
所管する部署

シーズの発掘

成果発表会で事業
者とマッチングで
きた件数　1件

シーズの提案件数
1件

スポーツを通じた本
県の魅力発信

スポーツ情報ポー
タルサイト（動画
配信）のアクセス
件数
32,000件

留学生向けの研修
の実施

研修参加者数　20
人

連携した取組の推
進

各施設の期間中来
場者数
対前年度比3％増

「ビワパール」まるごとブランディン
グ事業
現在は利活用できていないビワパー
ル母貝（イケチョウガイ）の貝殻を
有効に利用するためシーズの発掘を
行い、成果発表会を開催するなど、
ビワパールのイメージアップととも
に、ビジネスマッチングを図る。

水産課

びわ湖国際環境ビジネス人材育成
事業
滋賀・京都等の大学に在籍している
アジアの留学生を対象に、琵琶湖で
の水環境保全の取組や知見を活用
し、環境ビジネス推進に向けた人材
育成研修を実施する。

環境政策課

琵琶湖・烏丸半島魅力向上活性化
事業
琵琶湖博物館や水生植物公園みずの
森、道の駅グリーンプラザからすま
などの施設が集積している琵琶湖・
烏丸半島エリアにおいて、各施設が
連携し、集客を図ることによって、
地域の活性化につなげる。

環境政策課

企画調整課

滋賀のスポーツ交流創出事業
平成32年（2020年）東京オリンピッ
ク・パラリンピック事前合宿をはじ
め、スポーツを通して人と人が交流
する機会や場を招致・創出し、本県
の新しい魅力として発信すること
で、本県のスポーツを楽しむ国内外
からの来訪者を増やすことにより、
県民の誇りづくりと元気な滋賀の創
造を図る。

創業支援・
販路開拓

観光振興・
対内直接投資



H27 H28 H29 H30 H31
取組項目 事業概要

年次計画
所管する部署

地域資源の発掘

地域の歴史や文
化･産業から創出
した地域資源発掘
数　3件

都市住民との交流

交流の場の開催
1回

関東、近畿等への
観光PR

関東、近畿におけ
るテレビ放映等の
ＰＲ効果
1,000GRP(延べ視
聴率)相当

シネアド上映館数
10館

観光入込客(延人
数) 5,000万人

「ようこそ滋賀」魅力発信事業
女子旅やロケ地観光など、特色のあ
る視点から誘客を図るほか、テレビ
など様々なメディアを活用し、滋賀
の魅力を積極的に発信する。

観光交流局

森の地域資源利活用推進事業
山村の活性化をめざし、山村地域の
埋もれた森の資源を発掘することに
より、雇用や産業の創出に取り組
む。

森林政策課
森林保全課

観光振興・
対内直接投資



H27 H28 H29 H30 H31
取組項目 事業概要

年次計画
所管する部署

モデル事業の実施

参加者数　240人

交流活動の実施

実施回数　12回

感染症対策の助成

保育所・認定こど
も園における乳幼
児のインフルエン
ザ罹患率
7.3%(28.1.1～
1.31)

学習視線活動の補
助

学習支援活動に参
加した子どもの数
460人（のべ20人
×23回）

若者の出会い・交流促進モデル事
業
安心して結婚できる地域社会づくり
を図るため、男女間のコミュニケー
ションスキル向上のための講座等を
実施する。

子ども・青少年局

児童福祉施設等における感染症
対策強化事業
児童福祉施設等における感染症対策
について正しい知識の普及とあわせ
て必要な環境整備を支援し、安全で
安心して子どもを生み育てることが
できる環境づくりを進め、ひいては
少子化に歯止めをかける。

子ども・青少年局

ひとり親家庭の子どもの居場所づ
くり事業
安心して子育てできる地域社会づく
りを図るため、ひとり親家庭の子ど
もの学習支援活動に対して補助す
る。

子ども・青少年局

少子化対策



（五十音順）

所管課名 電話番号 所管課名 電話番号 所管課名 電話番号

　医療福祉推進課 077-528-3521 　障害福祉課 077-528-3540   流域政策局 077-528-4158

　医療保険課 077-528-3570 　商工政策課 077-528-3711 　労働雇用政策課 077-528-3751

  エネルギー政策課 077-528-3091 　情報政策課 077-528-3380 企業庁 077-589-4608

　温暖化対策課 077-528-3493 　食のブランド推進課 077-528-3890

　環境政策課 077-528-3350   女性活躍推進課 077-528-3770

　観光交流局 077-528-3740 教育委員会事務局

　監理課 077-528-4114 　学校教育課 077-528-4571

　企画調整課 077-528-3313   新生美術館整備室 077-528-3346 　学校支援課 077-528-4641

　企業誘致推進室 077-528-3792 　森林政策課 077-528-3911 　教育総務課 077-528-4510

　下水道課 077-528-4211 　森林保全課 077-528-3930 　教職員課 077-528-4531

　健康医療課 077-528-3610 　水産課 077-528-3871 　県立図書館 077-548-9691

　健康福祉政策課 077-528-3511 　水産試験場 0749-28-1611 　生涯学習課 077-528-4651

  建築指導室 077-528-4262 　畜産課 077-528-3851 　人権教育課 077-528-4590

　県民活動生活課 077-528-3414 　中小企業支援課 077-528-3731 　スポーツ健康課 077-528-4610

　県民活動・協働推進室 077-528-4633 　東北部工業技術センター 0749-62-1492

　県民情報室 077-528-3122   道路課 077-528-4131

　工業技術総合センター 077-558-1500 　都市計画課 077-528-4184 　文化財保護課 077-528-4671

　耕地課 077-528-3940 　農業経営課 077-528-3830

　交通戦略課 077-528-3680 　農業技術振興センター 0748-46-3081

　広報課 077-528-3041 　農村振興課 077-528-3961

　国体準備室 077-528-3321

　子ども・青少年局 077-528-3550

　最終処分場特別対策室 077-528-3670 　琵琶湖政策課 077-528-3460

　砂防課 077-528-4190 　琵琶湖博物館 077-568-4811

　自然環境保全課 077-528-3480 　文化振興課 077-528-3341

　市町振興課 077-528-3230 　防災危機管理局 077-528-3430

　住宅課 077-528-4230 　モノづくり振興課 077-528-3791

　循環社会推進課 077-528-3470 　薬務感染症対策課 077-528-3631 企画調整課 077-528-3312

警察本部
077-522-1231

（代表）

　琵琶湖環境科学研究
　センター

077-526-4800

＜実施計画全体に関するお問い合わせ先＞

　新駅問題・特定
　プロジェクト対策室

病院事業庁
（成人病センター）

077-582-5106

　びわ湖フローティング
　スクール

077-524-8225

077-528-3331

＜実施計画に掲載の事業等に関するお問い合わせ先＞


